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令和３年３月９日（火曜日）

午前９時58分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和３年度宮崎県一般会計予算

○議案第９号 令和３年度宮崎県小規模企業者

等設備導入資金特別会計予算

○議案第10号 令和３年度宮崎県えびの高原ス

ポーツレクリエーション施設特

別会計補正予算

○議案第11号 令和３年度宮崎県営国民宿舎特

別会計予算

○議案第13号 令和３年度宮崎県公共用地取得

事業特別会計予算

○議案第14号 令和３年度宮崎県港湾整備事業

特別会計予算

○議案第22号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第23号 道路占用料徴収条例の一部を改

正する条例

○議案第24号 都市公園条例の一部を改正する

条例

○議案第34号 県道の構造の技術的基準を定め

る条例の一部を改正する条例

○議案第38号 土木事業執行に伴う市町村負担

金徴収について

○議案第39号 河川法第４条第１項の一級河川

の指定に係る知事の意見につい

て

○請願第３号 「労働者に対する支援の抜本的

拡充を求める意見書」の採択を

求める請願

○商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査

○その他報告事項

・県営国民宿舎の営業再開について

・特約店方式による福岡地区のアンテナショッ

プ開設について

・県営住宅の空き住戸を活用した地域活性化事

業の実施について

出席委員（８人）

委 員 長 武 田 浩 一

副 委 員 長 坂 本 康 郎

委 員 外 山 衛

委 員 山 下 博 三

委 員 西 村 賢

委 員 日 髙 利 夫

委 員 田 口 雄 二

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

労働委員会事務局

事 務 局 長 阪 本 典 弘

調 整 審 査 課 長 小 倉 久 典

商工観光労働部

商工観光労働部長 松 浦 直 康

商工観光労働部次長 岩 本 真 一

企業立地推進局長 中 嶋 亮

観光経済交流局長 丸 山 裕太郎

商 工 政 策 課 長 山 下 弘

経営金融支援室長 長 倉 佐知子

企 業 振 興 課 長 串 間 俊 也

食品・メディカル
日 高 一 興

産 業 推 進 室 長

雇用労働政策課長 兒 玉 洋 一

企 業 立 地 課 長 大 衛 正 直

令和３年３月９日(火)
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観 光 推 進 課 長 髙 橋 智 彦

飯 塚 実スポーツランド推進室長

平 山 文 春オールみやざき営業課長

藤 山 雅 彦工業技術センター所長

山 田 和 史食品開発センター所長

矢 野 雅 博県立産業技術専門校長

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太

議 事 課 主 査 増 本 雄 一

ただいまから商工建設常任委員○武田委員長

会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付いたしました日程案のとおりでよろ

しいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○武田委員長

します。

次に、審査方法についてであります。お手元

に配付いたしました委員会審査の進め方（案）

を御覧ください。

まず、１、審査方針についてであります。当

初予算の審査に当たっては、重点事業・新規事

業を中心に説明を求めることとし、併せて決算

における指摘要望事項に係る対応状況について

も説明を求めることとしております。

次に、２、当初予算関連議案の審査について

であります。今回の委員会は、審査が長くなる

ことが予想されることから、商工観光労働部に

ついては２班に、県土整備部については４班に

分けて審査を行い、最後にそれぞれ総括質疑の

場を設けたいと存じます。

なお、採決については、全ての審査終了後に

行うこととしております。

、 。審査方法について 御異議はございませんか

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○武田委員長

します。執行部入室のため、暫時休憩いたしま

す。

午前９時59分休憩

午前10時０分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

当委員会に付託されました令和３年度当初予

算関連議案について、局長の説明を求めます。

おはようございま○阪本労働委員会事務局長

す。労働委員会でございます。では、令和３年

度の労働委員会事務局の当初予算について御説

明申し上げます。

お手元の歳出予算説明資料、赤いインデック

スの525ページを御覧ください。

労働委員会事務局の令和３年度当初予算額は

一番左上の数字、１億388万4,000円をお願いし

ております。

右の令和２年度の数字と比べますと、数字は

ございませんが、プラス107万2,000円、約１％

の増となっております。

内訳について御説明いたします。

２枚おめくりいただきまして、529ページを御

覧ください。

上から５段目 （事項）職員費の欄でございま、

す。職員費7,132万4,000円でございます。これ

は、説明の欄にございますとおり、９名の職員

の人件費でございます。

それから、その次の欄 （事項）委員会運営、

費3,256万円でございます。

内訳は、次の説明の欄を御覧ください。

１、委員報酬費、これは、労働委員会の15名

の委員の方々への報酬2,656万8,000円、それか
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ら２、労働争議の調整・不当労働行為の審査経

費、これにつきましては93万9,000円、３、その

他労働委員会運営費といたしまして月２回の定

例総会と各種会議等への参加経費などで505

万3,000円でございます。

労働委員会の当初予算につきましては、以上

でございます。

執行部の説明が終了しました。○武田委員長

質疑はありませんか。

先ほどの説明の中で、昨年度より○西村委員

１％増えたということでしたが、何か理由はあ

るんでしょうか。

内容は、昨年○小倉労働委員会調整審査課長

度の予算と変わらないんですけれども、人事異

動で職員の構成が若干変わっておりますので、

その分の給与や手当が若干上がったということ

で１％ほど増えています。

、○西村委員 これを聞くのもあれなんですけど

内示前にもうそういう予算は決まるんですね。

予算編成の作○小倉労働委員会調整審査課長

業は大体１月ぐらいに終わるものですから、こ

れはほかの課も一緒ですけれども、前年度の１

月１日現在の職員構成で予算を編成しておりま

す。その後、４月１日で定期異動がございます

ので、実際は若干変わってくる形になります。

分かりました。○西村委員

ほかにありませんでしょうか。○武田委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○武田委員長 ないようであります それでは

以上をもって、労働委員会事務局を終了いたし

ます。執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時４分休憩

午前10時７分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

当委員会に付託されました令和３年度当初予

算関連議案等について、部長の概要説明を求め

ます。

。○松浦商工観光労働部長 おはようございます

商工観光労働部でございます。

本日の御説明、御報告事項でございます。

お手元の商工建設常任委員会資料の目次を御

覧ください。

まず、議案といたしまして「令和３年度当初

予算 、それから、関連しまして「使用料及び手」

数料徴収条例の一部を改正する条例」の御説明

をさせていただきます。

それから、その他報告事項といたしまして２

件、県営国民宿舎の営業再開についてと特約店

方式による福岡地区のアンテナショップ開設に

ついて御報告をさせていただきます。

資料の１ページをお開きください。

まず、当初予算でございますが、議案第１号

「令和３年度宮崎県一般会計予算」の商工観光

労働部の歳出につきましては、517億7,711

万7,000円をお願いをしております。

併せまして、令和３年度設備貸与機関損失補

償を含めて３件の債務負担行為をお願いしてい

るところでございます。

それから、議案第９号「令和３年度宮崎県小

規模企業者等設備導入資金特別会計予算 、議案」

第10号「令和３年度宮崎県えびの高原スポーツ

レクリエーション施設特別会計予算 、議案第11」

「 」号 令和３年度宮崎県営国民宿舎特別会計予算

。をそれぞれお願いしているところでございます

２の条例でありますが、議案22号「使用料及

び手数料徴収条例の一部を改正する条例」につ

きましては、工業技術センター及び機械技術セ

ンターの機器の新規導入に伴いまして、使用料
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の新設等を行うものであります。

２ページを御覧ください。

当初予算の各課ごとの状況を記載をしてござ

います。表の一番下のところを御覧いただきま

すと、商工観光労働部の合計としまして、一般

会計、特別会計合わせまして522億4,596万2,000

円をお願いしております。

一番右端ですが、対前年比で129.8％と増加し

ておりますが、主なものいたしましては、中小

企業金融対策費が約113億円の増となっていると

ころでございます。

３ページ、４ページをお開きください。

商工観光労働部の新規事業、改善事業を中心

に来年度の重点施策の体系に沿って事業を整理

したものでございます。

それから、５ページ、６ページでございます

が、こちらのほうは県の総合計画、アクション

プランにおけるプログラム別の体系に沿って整

理したものでございますので、後ほど御覧をい

ただければと思います。

８ページをお開きください。

８ページ以降につきましては、商工観光労働

部の関係の主な新規・改善事業等、当初予算に

お願いしているものの事業、それから、その他

報告事項で御説明いたします資料を添付をして

おりますので、それぞれ担当課長のほうから御

説明をさせていただきたいと思います。

私からは以上でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。

部長の概要説明が終了いたしま○武田委員長

した。

引き続き説明をお願いしますが、２班に分け

て議案等の説明と質疑を行い、最後に総括質疑

の時間を設けることといたしましたので、御協

力をお願いいたします。

また、歳出予算の説明については、重点事業

・新規事業を中心に簡潔明瞭に行い、併せて決

算における指摘要望事項に係る対応状況につい

ても説明をお願いします。

それでは、商工政策課、企業振興課、雇用労

働政策課の審査を行います。

議案に関する説明を求めます。

商工政策課の当初予算に○山下商工政策課長

ついて御説明いたします。

令和３年度歳出予算説明資料の青いインデッ

クス、商工政策課のところ、251ページをお開き

ください。

商工政策課の当初予算額は、左から２列目の

当初予算額の欄にありますとおり、一般会計、

特別会計を合わせて464億2,038万2,000円をお願

いするものです このうち一般会計は460億6,672。

、 。万4,000円 特別会計は３億5,365万8,000円です

まず、一般会計につきまして、主な事項を御

説明いたします。

254ページを御覧ください。

中ほどの（事項）中小企業金融対策費につき

まして、442億5,364万9,000円をお願いするもの

です。事業の詳細につきましては、常任委員会

資料で御説明いたします。

255ページを御覧ください。

中ほどの（事項）小規模事業対策費につきま

して、12億6,913万1,000円をお願いするもので

す。このうち、説明欄１の小規模事業経営支援

事業費補助金は、小規模事業者の経営支援等を

行う商工会、商工会議所等の人件費や各種事業

に助成するものです。

説明欄３の新規事業、商工会連合会設立60周

年記念事業は、設立60周年を迎える商工会連合

。会の記念式典に要する経費に助成するものです

説明欄４の新規事業、商工会事務局体制強化
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事業につきましては、後ほど常任委員会資料で

御説明いたします。

256ページをお開きください。

（事項）地域経済活性化支援事業費につきま

して、5,330万8,000円をお願いするものです。

このうち、説明欄１のプロフェッショナル人

材戦略拠点運営事業は、企業の人材ニーズを掘

り起こし、都市部のプロフェッショナル人材と

県内企業とのマッチングにより、企業の人材確

保を支援するものです。

２の新規事業、事業引継ぎ応援事業につきま

しては、常任委員会資料で御説明いたします。

次に、一番下の（事項）新事業・新分野進出

支援事業費につきまして、2,963万円をお願いす

るものです。

このうち、257ページの説明欄４、地域課題解

決型起業支援事業は、地域社会が抱える様々な

社会的課題の解決に取り組む起業者について、

事業の立ち上げに要する費用や事業計画の策定

等の支援を行うものです。

258ページをお開きください。

小規模企業者等設備導入資金特別会計につき

まして、主な事項を御説明いたします。

（事項）小規模企業者等設備導入事業助成費

につきまして、２億4,144万5,000円をお願いす

るものです。

このうち、説明欄１の（１）高度化資金貸付

金は、中小企業組合等が実施する事業に対して

長期低利の融資を行うもので （２）のみやざき、

小規模企業者等設備導入資金貸付金は、小規模

企業者等の設備投資を促進するため、宮崎県産

業振興機構が行う貸付け事業に必要な原資の貸

付けを行うものです。

続きまして、主な事業につきまして常任委員

会資料で御説明いたします。

。常任委員会資料の９ページをお開きください

新規事業、商工会事務局体制強化事業です。

１の事業の目的・背景ですが、商工会には、

小規模事業者への個別の経営指導のほか、地域

振興の担い手としての役割も求められておりま

す。しかし、事務局長が設置されていない小規

模な商工会には経営指導員等しかいないため、

地域振興を担うまでの体制が十分とは言えませ

ん。このため、このような商工会に対して、市

町村と連携して地域振興コーディネーターを設

置することで商工会の体制を強化し、市町村と

の連携の強化、地域振興事業の取組の促進、地

域経済の活性化を図るものです。

２の事業の概要ですが、予算額は1,626万円、

財源は人口減少対策基金です。

（５）の事業内容ですが、事務局長設置基準

に満たない商工会に 市町村が地域振興コーディ、

ネーターを設置する費用の２分の１を補助する

ものです。

次に、10ページを御覧ください。

改善事業、中小企業金融対策費です。

１の事業の目的・背景ですが、厳しい経営環

境にある企業や新事業に積極的に取り組む企業

に、事業資金を安定的かつ円滑に供給すること

により、中小企業の活性化と経営の安定化を図

るものです。

２の事業の概要ですが、予算額は442億5,364

万9,000円、財源は記載のとおりです。

（５）の事業内容のうち、①の中小企業融資

制度貸付金は、金融機関が貸付けを行うために

必要な原資の一部を金融機関に預託するもので

す。金融機関から事業者への貸付けには、創業

や事業拡大のための貸付けなど13のメニューを

設けておりますが、新型コロナ関連の貸付けが

急増し、今後は経営改善や事業再生の支援が重
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要になりますことから、資料に記載の２つの貸

付けについて内容を一部改正することとしてお

ります。

１つ目の経営力強化サポート貸付につきまし

て、金融機関等の支援を受けつつ、自ら事業計

画を作成して計画の実行等を行う中小企業者を

対象に、保証料率の引下げを行います。

２つ目の経営支援・災害対策貸付につきまし

て、中小企業再生支援協議会等の支援により作

成した事業再生計画を実施する中小企業者を対

象に、保証料率の引下げと融資期間・据置期間

の延長を行います。

また、②、③は、融資に付随する信用保証協

会への補助金など、④は新型コロナウイルス感

染症対応資金について、国庫負担により事業者

への利子補給を行うものです。

11ページをお開きください。

新規事業、事業引継ぎ応援事業です。

１の事業の目的・背景ですが、中小企業の事

業承継を促し、経営資源や雇用の喪失を防ぐた

め、第三者承継等の際に売り手側の負担となる

経費について補助を行う市町村を支援するもの

です。

２の事業の概要ですが、予算額は2,000万円、

財源は人口減少対策基金です。

（５）の事業内容ですが、第三者承継等に取

り組む企業に対し、マッチングコーディネータ

ーとの委託契約に要する経費や企業価値評価に

要する経費等を補助する市町村を支援するもの

です。

続きまして、決算特別委員会の指摘要望事項

に係る対応状況について、御説明いたします。

決算特別委員会の指摘要望事項に係る対応状

況の８ページをお開きください。

（３）商工建設分科会の⑦「商工会への支援

について、今後も商工会が地域経済を支える存

在として活躍できるよう、各市町村と連携しな

がら積極的な支援に取り組むこと」との指摘要

望がございました。

商工会には、小規模事業者への個別の経営支

援のほか、地域振興の担い手としての役割も求

められております。このため、先ほど御説明い

たしました新規事業、商工会事務局体制強化事

業により、事務局長が設置されていない商工会

に市町村と連携して地域振興コーディネーター

を設置することで、市町村との連携や地域振興

事業の強化を図ることとしております。

引き続き、商工会が地域経済の牽引役として

の役割を果たせるよう、市町村とも連携しなが

ら支援に努めてまいります。

商工政策課の説明は以上です。

。○串間企業振興課長 企業振興課でございます

企業振興課の当初予算につきまして御説明い

たします。

令和３年度歳出予算説明資料の企業振興課の

インデックスのところ、259ページをお願いしま

す。

企業振興課の令和３年度当初予算ですが、左

から２列目のところ、12億7,964万9,000円でご

ざいます。

それでは、主な事業について御説明いたしま

す。

261ページをお願いいたします。

一番上の 事項 ＩＴ関連産業振興事業費1,611（ ）

万5,000円は、ＩＴ関連産業の振興に要する経費

でございます。

説明欄１の改善事業、みやざきＩＣＴ産業を

担う人材育成事業611万5,000円は、急速に進展

するＩＣＴ技術に対応するため連続講座を開催

し、高度なスキルを持つ人材を育成するもので
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ございます。

説明欄２の新規事業、みやざきＩＣＴ産業人

材スカウト事業につきましては、後ほど、委員

会資料で御説明いたします。

次に、一番下の（事項）新事業・新分野進出

支援事業費１億4,007万7,000円は、新事業に取

り組む中小企業の支援に要する経費でございま

す。

262ページをお願いいたします。

一番上の説明欄の１、宮崎県産業振興機構創

業支援等事業8,572万6,000円は、産業振興機構

における人件費や高熱水費などの管理運営に要

する経費でございます。

説明欄３のイノベーション促進・新事業創出

推進事業4,239万円は、産学官が連携した共同研

究や技術開発を促進するとともに、企業の新製

品や新技術の開発研究への支援を行うことなど

によりまして、付加価値の高いものづくり産業

の振興を図るものでございます。

次の（事項）地域産業・企業成長促進事業費

１億67万3,000円は、地域に根差した産業の育成

及び企業成長促進を図るために要する経費でご

ざいます。

説明欄１の産学金労官プラットフォームによ

る地域産業・企業成長促進事業7,759万2,000円

は、県内の産学金労官の13機関で構成いたしま

、す企業成長促進プラットフォームによりまして

将来大きな成長が見込まれ、県経済を牽引する

、ことが期待される企業を成長期待企業に認定し

企業が取り組む商品開発や販路開拓への支援な

ど、伴走型の支援を行うものでございます。

説明欄２の地域を支える未来企業育成事

業2,308万1,000円は 同じく企業成長促進プラッ、

トフォームにおきまして、市町村など地域の経

済や雇用を支える企業を未来成長企業として選

定し、その企業が抱える課題の解決に向けまし

て、専門家による派遣等を行うものでございま

す。

次の（事項）地域企業再起支援事業費1,653

万9,000円は、新型コロナウイルスの影響を受け

た企業の再起支援に要する経費でございます。

説明欄１の改善事業、ものづくり企業事業活

動回復支援事業653万9,000円は、新型コロナウ

イルスの影響を受けた県内ものづくり企業に対

し、生産現場の改善など生産性向上を図る企業

の取組を支援するものでございます。

説明欄２の改善事業、中小企業等経営再構築

サポート事業につきましては、後ほど委員会資

料で御説明いたします。

次の263ページでございますが、中ほどの（事

項）産業集積対策費7,800万9,000円は、産業集

積を図るための経費でございます。

説明欄３の輸送用機械器具関連産業販路開拓

・競争力強化事業1,466万6,000円は、裾野が広

く付加価値の高い自動車関連産業や航空機関連

産業等の振興を図るため、販路開拓や競争力強

化のための支援を行うものでございます。

説明欄４の東九州メディカルバレー医工連携

総合支援事業2,358万1,000円は、平成22年に本

県と大分県の両県で策定した東九州メディカル

バレー構想に基づきまして、県内企業の医療機

器関連産業への参入から販路拡大までの取組に

、 。ついて 一貫した支援を行うものでございます

説明欄５の食品製造業者総合支援事業2,599

万5,000円は、県内の食品製造業者が衛生管理の

制度化や食品表示法の施行に伴う新表示移行な

ど、大きな環境の変化に対応していくため、個

別の研修・指導や商品開発支援など、総合的な

支援を行うものでございます。

一番下の（事項）工業技術センター総務管理



- 8 -

令和３年３月９日(火)

費から、265ページの（事項）食品開発センター

研究開発費までにつきましては、工業技術セン

ター及び食品開発センターの管理運営や研究等

に要する経費でございます。

続きまして、主な新規・改善事業等について

御説明をさせていただきます。

常任委員会資料の12ページをお願いいたしま

す。

新規事業、みやざきＩＣＴ産業人材スカウト

事業でございます。

１の事業の目的・背景でありますが、新型コ

ロナウイルスの影響による全国的なテレワーク

の普及拡大によりまして、企業や人の地方回帰

の動きが加速している中で、本県ＩＣＴ産業の

課題であります人材確保を図るためのネットワ

ークの構築等の取組を実施するものでございま

す。

２の事業概要でございます。

まず （１）の予算額は1,000万円をお願いし、

ておりまして （２）の財源は国の地域活性化雇、

用創造プロジェクト事業費を活用することとし

ております。

（５）の事業内容でございますが、首都圏在

住のＩＣＴ人材等との人的ネットワークを構築

しまして、県内の豊富な観光資源などの魅力を

発信しますとともに、ＩＣＴ産業振興に係る取

組の情報提供、それから情報交換会等を実施す

ることとしております。

次に、13ページをお願いいたします。

改善事業、中小企業等経営再構築サポート事

業でございます。

１の事業の目的・背景でありますが、新型コ

ロナウイルス感染症の拡大に伴いまして、大き

な打撃を受けている県内企業の社会やビジネス

の変化に対応するための新たな事業構築等に向

けた取組を支援するものでございます。

２の（１）の予算額は1,000万円をお願いして

おりまして （２）の財源は国の地域活性化雇用、

創造プロジェクト事業費と新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金を活用すること

としております。

（５）の事業内容でございますが、事業転換

や多角化など、企業ごとの課題やニーズに対応

した専門家を派遣しまして、新たな事業構築に

向けた経営基盤強化の取組を支援することとし

ております。

、 。当初予算につきましては 以上でございます

続きまして、議案第22号「使用料及び手数料

徴収条例の一部を改正する条例」について御説

明いたします。

委員会資料の25ページをお願いいたします。

議案書におきましては、65ページから99ペー

ジにかけて記載されておりますけれども、こち

らの資料で説明をさせていただきます。

まず、１の使用料及び手数料の名称でありま

す。改正の対象は、工業技術センター、食品開

発センター及び機械技術センター使用料でござ

います。

次に、２の改正の理由でありますけれども、

機器の新規導入や更新に伴いまして、項目の新

設・変更を行うものでございます。

次に、３の改正の内容でございます。

（１）の機器の新規導入に伴う新設が、耐性

温度を測定するときなどに活用するスーパーイ

メージ炉など６件で （２）の機器の更新に伴う、

変更が、電子機器が発する放射ノイズ等を測定

。する雑音電界強度測定器など３件でございます

４の施行期日につきましては、令和３年４月

１日からでございます。

企業振興課の説明は以上でございます。
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雇用労働政策課の当○兒玉雇用労働政策課長

初予算につきまして、御説明をいたします。

令和３年度歳出予算説明資料の雇用労働政策

課のインデックスのところ、267ページをお開き

ください。

当課の当初予算額は13億7,866万5,000円であ

ります。

それでは、主な事業について御説明をいたし

ます。

269ページをお開きください。

下から２番目の（事項）女性・高年齢者雇用

促進費4,035万3,000円であります。これは、女

性・高齢者就業支援センターの運営など、女性

。・高年齢者の雇用促進に要する経費であります

次に 一番下の 事項 若年者就労促進費9,583、 （ ）

万9,000円であります。これは、若年者の就職支

、援や県内就職の促進に要する経費でありますが

ページを１枚おめくりいただきまして、270ペー

ジ、一番上の説明欄、２の改善事業「伝える宮

崎の魅力」高校生県内就職促進事業、３の大学

生等就職支援事業につきましては、後ほど常任

委員会資料で御説明をいたします。

次に、その下の（事項）地域雇用対策推進

費9,046万5,000円であります。これは、ＵＩＪ

ターン就職の促進と県内各地域の雇用対策に要

する経費でありますが、説明欄４の新規事業、

、中途採用求人情報発信強化事業につきましては

後ほど常任委員会資料で御説明をいたします。

次に、２つ下の（事項）働きやすい職場環境

づくり整備事業費1,630万8,000円であります。

これは、働きやすい職場「ひなたの極」認証制

度等の普及啓発や労働相談、研修会の開催など

により、働きやすい職場環境づくりを支援する

ために要する経費であります。

次の（事項）労働福祉事業費1,500万円であり

ますが、これは、中小企業労働者の生活の安定

と福祉の向上等を図るため、中小企業勤労者に

。教育資金などを低利で融資する経費であります

次に、271ページを御覧ください。

下から２段目の（事項）認定職業訓練費4,557

万5,000円でありますが、これは、認定職業訓練

団体の運営費に対する助成に要する経費などで

あります。

その下の（事項）職業能力開発対策費6,051

万7,000円であります。これは、技能検定などを

実施する宮崎県職業能力開発協会に対する補助

等に要する経費であります。

次に、272ページをお開きください。

一番上の（事項）技能向上対策費865万円であ

ります。これは、技能尊重機運の醸成や技能士

の技能水準と社会的地位の向上及び若年技能者

の育成を図るために要する経費であります。

最後に、一番下の（事項）県立産業技術専門

校費６億8,405万8,000円であります。これは、

下の説明欄にありますように、県立産業技術専

門校で、技能労働者の養成等を行う経費や、離

職者等の再就職を図るための職業訓練などに要

する経費であります。

続きまして、新規・重点事項について御説明

をいたします。

。常任委員会資料の14ページをお開きください

改善事業 「伝える宮崎の魅力」高校生県内就、

職促進事業であります。

１の事業の目的・背景でありますが、高校生

の県内就職を促進するため 産業人財育成プラッ、

トフォームを核として情報提供体制を強化する

とともに、企業との連携による人材育成や県内

企業等の魅力を伝えるための説明会等を開催す

るものであります。

２の事業概要でありますが、予算額は（１）
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のとおり5,257万3,000円をお願いしておりまし

て、財源につきましては （２）のとおり国庫及、

び人口減少対策基金を活用いたします。

事業内容は （５）①にありますように、高校、

生をメインターゲットとしたメディアサイト構

。築を通じたきめ細かい企業情報提供を行います

実施主体は産業人財育成プラットフォーム事

務局である宮崎大学であり、同大学への補助事

業として実施いたします。

また、②のとおり、県内企業と高校の連携に

より、ものづくり分野やＩＣＴ分野、商業分野

における実践的な人材育成を行います。

また、③のとおり、高校生の企業体験活動等

を収録した動画コンテンツの作成及び県内企業

の魅力を知るための就職説明会を開催すること

としております。

次に、常任委員会資料の15ページをお開きく

ださい。

大学生等就職支援事業であります。

１の事業の目的・背景でありますが、大学生

等の県内就職を促進するため、県内企業等にお

けるインターンシップの場の提供や、外国人留

学生等高度外国人材とのマッチングを支援する

とともに、大学等に進学した若年者やその保護

者等に対して、就職説明会など様々な就職情報

を周知するものであります。

２の事業概要でありますが、予算額は（１）

のとおり2,257万6,000円をお願いしておりまし

て、財源につきましては （２）のとおり国庫及、

び人口減少対策基金を活用いたします。

事業内容は （５）①にありますように、学生、

と県内企業とのマッチングサイト、みやざきイ

ンターンシップＮＡＶＩの運営、企業に対する

インターンシッププログラムの構築支援及び受

入促進のためのイベントを開催することとして

おります。

また、②のとおり、外国人留学生等の就職相

談対応及び受入企業の開拓やマッチング支援等

の実施をすることとしております。

また、③のとおり、大学等に進学した若年者

の保護者に対する県内就職情報の提供及びＳＮ

Ｓ広告を通じた県内で働く魅力や就職関係情報

の発信を行うこととしております。

次に、16ページを御覧ください。

新規事業、中途採用求人情報発信強化事業で

あります。

１の事業の目的・背景でありますが、新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響を受け、離職や

廃業等を余儀なくされた方の再就職に向けた環

境は引き続き厳しい状況にありますことから、

こうした離職者等を採用する企業等の情報発信

。力強化に向けた取組を支援するものであります

２の事業概要でありますが、予算額は（１）

のとおり2,000万円をお願いしております。財源

につきましては （２）のとおり、全額国庫を活、

用いたします。

事業内容は （５）にありますように、県内企、

業等が行う中途採用者向けの採用情報ページの

整備や求人広告等に要する経費の一部を助成す

ることとしております。

なお、当課におきましては、決算特別委員会

の指摘要望事項はございません。

当課の説明については、以上でございます。

執行部の説明が終了しました。○武田委員長

質疑はありませんか。

まず、商工会事務局体制です。今○山下委員

、までに何回か説明を受けてきたと思うんですが

確認をさせてください。

６、７年前の改革によって事務局長の不在が

出てきましたよね。35の商工会があると思うん
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ですが、事務局長がいないことによって民間団

体との連携に取り組む人がいなくなって、商工

会の運営に非常に支障を来してきたことは事実

なのです。

この間の失われた商工会の動きというのが、

、地域経済の中での大きな影響が出ていることは

もう皆さん方も御理解いただいて、市町村と県

とが連携してこういう形でやろうということな

のですが、県下35の商工会で、今、ちゃんと事

務局長がいるところ、そして今回この事業に取

り組むところ、その辺の数が分かっていたら教

えてください。

県内35の商工会のうち17○山下商工政策課長

。 、商工会に事務局長が設置されております 今回

予算上は10商工会分の地域振興コーディネート

の設置を想定しております。

今、市町村に事業の趣旨ですとか、こういっ

たものを照会かけておりまして、既にやりたい

というところが出てきております。当然市町村

も予算が関係してきますので、当初予算に計上

したいと言っているところと、あと、当初で間

に合わないので補正予算で対応したいと言って

いるところがございます。

今の説明で、現在、35の中の17事○山下委員

業所が事務局長が在任しており、新たに10の商

工会が手を挙げてきたという理解でよろしいん

ですか。

。○山下商工政策課長 そのとおりでございます

ということは、27の商工会が何ら○山下委員

かの形で事務局スタイルができると、残りが８

つだよね。残る８つの地域というのは、どの辺

ですか。

まず、商工会に事務局長○山下商工政策課長

がついていない商工会は、18あると申し上げま

した。このうち４つの商工会は平成の合併の時

点での旧町村を対象としていまして、都城市の

庄内と中郷、それから西都市三財、それから宮

崎市生目、この４つはとりあえず今回の対象外

、 、としまして 残り14商工会のうちから10商工会

希望のあるところに設置しようと考えておりま

す。

庄内とかそれは、昭和の大合併だ○山下委員

よね。私の地元ですから、いろんなことがある

もんですから、確認していきたいと思うんです

が、中郷地域もいわゆる昭和の大合併で市町村

合併をしたところなんです。私の地元の中郷と

いうのは外されているわけですよね。今回、対

象となっていない理由はなぜでしょうか。

私どもとしましては、商○山下商工政策課長

工会の事務局長がついていない全ての商工会に

、設置していきたいと考えておるんですけれども

やはり財源的な課題とかもありまして、まず、

令和３年度は10商工会で取り組んで、ここでコ

ーディネーターの役割であるとか市町村との連

携の在り方をつくり上げていって、今後拡充を

していきたいと考えております。

分かりました。ぜひ、漏れなく。○山下委員

中山間地域の本当に商工会会員が少ないところ

は対象になっているだろうと思うんで、ぜひ満

遍なく。商工会に頼るところが一番ですから、

ぜひその体制を早く整備していただくとありが

たいと思っています。

これは、補助率は２分の１ですよね。事業所

当たりの手当というのは幾ら。

今回予算でお願いしてい○山下商工政策課長

ます1,626万円が10商工会分でございますので、

１商工会当たり162万6,000円が補助の単価とな

ります。

この単価の考え方につきましては、小規模支

援事業費補助金の中で、事務局長を設置してい
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る商工会の補助単価が325万2,000円ですので、

これの半額で、半分を市町村に負担していただ

こうという趣旨でこの金額としております。

了解しました。○山下委員

10ページの中小企業金融対策費に○外山委員

ついてでございますが、100億円の増額というの

、 、は やはりコロナ禍のいろんなものを想定して

資金需要が増えると見越しての増額なのかとい

うことと、もう一つは、この想定の中に信用保

証協会の代位弁済といったリスクが考えられる

ことも含めて想定された増額なんでしょうか。

中小企業金融対策費○長倉経営金融支援室長

のうち増額で大きいものは （５）の事業内容の、

①にあります中小企業融資制度貸付金になりま

す。これは、金融機関への預託金ですが、令和

、 、３年度の資金需要の増額というよりは 本年度

コロナ関連貸付けで大分融資が出ましたので、

その分の過年度分の預託をまた令和３年度もす

るという意味合いで、その分が大きくなってい

るもので、新規の貸付け分の預託が増えるとい

うものではありません。

それと、③の信用保証協会損失補償金、代位

弁済の際の信用保証協会の損失分の一部を県の

ほうが補償するものですけれども、これについ

ては令和２年度当初予算と同額の１億5,500万円

で組んでおり、特に増えるというところではな

いです。

つまり今までずっと、毎年340億ぐ○外山委員

らいがございましたよね。今年度400億になると

いうことは、また毎年元利償還金の原資になる

わけで、ほぼこの額で推移しているのかな。来

年度はそうでもないんですか。

この貸付金 金融○長倉経営金融支援室長 ─

機関への原資預託金のうち、過年度分といいま

すのが融資残高に応じてきますので、コロナ関

連融資もだんだん償還が進んでくれば残高が

減ってきますので、徐々に当初予算の規模とし

ては縮小をしていくものになります。

分かりました。○外山委員

新規事業の事業引継ぎ応援事業に○山下委員

ついて確認をさせてください。銀行もこういう

事業承継の事業をやっていると思うんですが、

話を聞くと手数料が非常に高く、１割ぐらい取

るみたいんです。非常に高いというようなクレ

、 、ームもあるんですが この県の新規事業の中で

いわゆる事業承継で売る人に対して仲介手数料

の助成をしようということなのでしょうけれど

も、この事業承継をやるときには、例えば、１

億円の資産がありますと事業引継ぎ支援センタ

ーにどれぐらいの手数料が発生するものか教え

てください。

仲介手数料について○長倉経営金融支援室長

は、委員会資料の11ページの下のほうにフロー

図が書いてありますけれども、事業引継ぎ支援

センターへの相談については、費用はかかりま

せん。その下、事業引継ぎ支援センターのほう

がマッチングコーディネーターを紹介して、そ

ことの仲介契約を結ぶときに仲介手数料が発生

するのと、右側の金融機関や民間のＭ＆Ａ仲介

業者との仲介契約を結ぶ際に仲介手数料がかか

ります。

仲介手数料の相場としましては、聞くところ

によりますと、着手金として50万円から100万円

程度、成功報酬として譲渡金額の３％から10％

程度となっておりますけれども、今回のこの事

業引ぎ応援事業では、成功報酬については補助

対象外としております。というのは、成功報酬

は譲渡金が発生しますので、その中からお支払

いいただければいいかなというところで除外し

ておりまして、仲介手数料としては着手金を対
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象にするということにしております。

分かりました。成功報酬の３％か○山下委員

ら10％というものについては、この事業は全く

関係ないということですね。事業の規模によっ

て差はありますが、50万円から100万円という着

手金に対して３分の２以内でを助成しましょう

という理解でよろしいのですね。

はい、そういうこと○長倉経営金融支援室長

でございます。また、仲介手数料のほかに、企

業価値評価の経費としまして、企業概要書を作

成したりだとか、株価を算出したりだとか、そ

ういったところの費用についてもこの事業で補

助対象にするということにしております。

それは、先ほどの50万円から100万○山下委員

円とは別になるわけですか。

はい、先ほどの仲介○長倉経営金融支援室長

手数料が着手金として50から100万円程度で、企

業価値評価については、企業概要書の作成につ

いては30万円から100万円程度、株価算出につい

ては50万円から100万円程度、別途かかってくる

ことになっています。

大体分かりました。コロナ禍の影○山下委員

響で、かなり相談が増えてくると思うんです。

売り手側も、経営状況によっては売りやすい環

境にあるのか、本当に厳しい経営の中で事業承

、 。継をやっていくのか 様々だろうと思うんです

だから、事業承継がうまくいくように様々な手

を尽くしていただいて、うまい具合に機能が発

揮できるように御指導方よろしくお願いしてお

きたいと思います。

関連で、いろいろな方が事業引継○西村委員

ぎ支援センターに相談したり、場合によっては

金融機関とか商工会、商工会議所みたいなとこ

ろにもいろんな相談窓口があって、いろんなル

ートで相談が来ると思うんですが、この中小企

業・小規模事業者であれば誰でも対象となるの

か。例えば、一応会社をしっかり法人登記して

従業員が何人以上とか、そういった何かしらの

最低限の要件があるのか教えていただきたいん

ですけれども。

特に企業の規模に○長倉経営金融支援室長

よって対象にするしないというところは考えて

おりません。

先ほど商工会の関係がありました○日髙委員

が、一点だけお伺いします。

今回こういった形で商工会の体制を新たに強

化していただくということは、団体・業界から

も要望がありましたし、これはもう本当に喜ば

しいことだと思います。２年間でしっかりと体

制を整えていただきたいとは思うんですが、今

回の国の持続化給付金とか県の小規模事業者の

継続給付金、いろんな関係で商工会の会員と会

員外の皆さんで問題やトラブルがあったりした

ことは事実だと思います。

その辺も、商工会の職員がいろいろ手を配っ

ていただいて、うまく何とかリードしていただ

いてここまで来ているわけですが 結局30％ 40、 、

％、商工会会員増の新たな対策というのは、商

工会の事務局体制 コーディネーター そういっ、 、

た方々の業務の範疇には入っていないのか。そ

の辺の会員増の対策はどう考えておられるのか

お伺いしたいと思います。

商工会の職員は、事務局○山下商工政策課長

長のほかに経営指導員とか経営情報支援員とい

う方がいらっしゃいますけれども、こういった

方々は人事異動で大体５年ぐらいをスパンに替

わっていくものですから、地域の実情をなかな

か把握し切れないというような状況も、最初の

うちはございます。

したがいまして、地元のことをよく分かって
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いらっしゃる地域振興コーディネーターなどが

商工会の中に入ることによって、地元の商工業

者とのつながりというのはもっと深くなってく

るのではないかと思っております。

今回のコロナ関係の事業を行いまして、商工

会は随分と注目されていると思います。今年の

１月１日時点の数字でございますけれども、商

工会地区で会員が238人増加しておりまして、そ

れはこういった給付事業等の手続をやってくれ

ているというところで、辞めた方がもう一回入

るとか、それから、例えば、移住してきて商売

を始めた方が今回をきっかけにして商工会に入

るという話も聞いておりますので、そういった

形で会員増強等も進めていかれるものと思って

おります。

280人でしたっけ。○日髙委員

商工会地区で238人増えて○山下商工政策課長

おります。

すいません、238人ということです○日髙委員

が、ありがたい数字かなと思っています。1,000

円とか2,000円の会費をそのくらいならばと思い

ながら入っていても、あまりメリットないよね

ということで辞められた方々は、このコロナ禍

、において本当に商工会のありがたさというのを

もう随分分かってこられたのも事実だと思いま

す。

今の時期を逃すと、また商工会の会員になっ

てくださいという時期は本当にないので、ぜひ

この機会を逃さずに、この１年間で何とか会員

拡大と事務局体制というのをセットで考えない

といけないと思いますので、頑張っていただき

たいと思います。

商工会の県が定める事務局長設置○田口委員

基準を教えてください。

、○山下商工政策課長 基準は６つございまして

まず１つは、経営指導員が指導に専念できるよ

うな体制がちゃんとあるということ。それから

定数に基づいて、設置定数どおり指導員が設置

されているということ。それから３つ目が、常

時雇用する職員が事務局長を除いて４人以上い

ること。それから４つ目が、地区内の小規模事

業者数が301人以上であること。ただ、これはた

だし書がございまして、300人以下の地域におい

ては会員が101人以上いること。それから、組織

率につきましては、65％以上であること。これ

もただし書がございまして、小規模事業者の数

が301人から850人未満のところは60％以上の組

織率、850人以上のところは50％以上の組織率で

あることになっています。それから、最後が会

費でございまして、１年間の会費が１人当たり

１万1,000円以上であることになっております。

これは、宮崎県が定めているとい○田口委員

うことで、ほかの県とはまた条件が少し違って

くると思っていいですか。

事務局長の設置基準は、○山下商工政策課長

もともと小規模支援事業費補助金が国と県の補

助金で、国庫補助だったんですけれども、この

ときの基準が今申し上げたような基準でずっと

続いております。

したがいまして、九州各県でいいますと、長

い年月の中で微妙に変わってきているところも

ありますけれども、６つの県が大体同じような

基準を持っていらっしゃって、２つの県は全く

独自に定めてあります。

商工会の本当に大きな問題なので○山下委員

すが、今の事務局長設置の基準というのが、国

のそういう指導の下に今まで県も改革してきた

んですよね。私はもう６～７年、失われた商工

会と言っても過言ではないだろうと思います。

どこを見ても、もう町なかだって商店街がなく
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なる、田舎になればなるほど商店街がなくなっ

ている。だから商工会の加入率とかいろんな厳

しい基準がそれに当てはめられたら、疲弊した

地方ほど、商工会が成り立たないんです。都城

市の状況を考えても商工会議所があって、そし

てその周りの小さい集落、地域に対して商工会

というのはあるわけです。

だから皆さん方が、今、衰退していく地域の

ために、限界集落の事業は当てはまらないか分

かりませんが、中山間地域対策とか過疎地対策

とかいろいろな総合政策の事業などで、莫大な

。 、予算を使ってやっているわけでしょう だけど

その中で商工会がいかに大事な位置を占めてい

るかということを、まずしっかりと認識をして

もらわないといけないんです。それがあったか

ら、遅れて今になってこういうことをやろうと

しているわけですから。

私は、今回漏れたところ、そこにあなた方は

この１年様子を見て、漏れたところもまたその

事業もやっていきたいという希望を持てる発言

をしていますので、ぜひ、今回漏れたところに

、対してさらに挫折感を味わわせるのではなくて

しっかりと夢と希望を持てるような施策をやっ

ぱりつくっていかないと、地域がもう廃れてい

きますので、その辺の対策をよろしくお願いし

ておきたいと思います。

もうそういう説明はしてあるんですね。今回

漏れた商工会に対しては、どういう説明をして

いますか。

10商工会については、ま○山下商工政策課長

だ正式に決定はしておりませんで、予算が成立

してから正式な動きをしますけれども、当然、

これも予算の問題が前提としてあるので、私た

ちとしては拡充していきたいという話はしてあ

ります。

市町村としても、当然２年間だけ人を雇うと

いうのは現実的な話ではございませんので ずっ、

と将来的にやっていけるもんだろうと思いつつ

やっていると思っております。

委員がおっしゃいましたように、商工業者の

支援はもちろんなのですけれども、やはり地域

が廃れていく中で商工会の役割が非常に大きい

ということを私も商工会や市町村の方とお話を

する中で感じておったところでございます。商

工会の中にあっては地域振興という言葉を使わ

せていただいていまして、今回の事業は地域振

興コーディネーターと名称をつけたところでご

ざいます。これについては、当然拡充していき

たいと考えております。

ぜひ、よろしくお願いします。○山下委員

委員会資料の13ページです。○前屋敷委員

、中小企業等経営再構築サポート事業ですけど

これは具体的には、コロナで影響を受けた事業

所や企業に対してのサポートなんですけど、こ

の事業の予算は、相談のあった事業所に専門家

を派遣する人件費と見ていいんですか。

13ページの中小企業等経○串間企業振興課長

営再構築サポート事業1,000万円の予算につきま

しては、産業振興機構に補助金を出しまして、

産業振興機構が再構築を目指す企業に対して専

門家を派遣するんですけれども、その内容に応

じていろんな専門分野がございますので、その

、分野に応じた専門家を派遣するための謝金なり

報償費なりというような形で考えているところ

でございます。

産業振興機構に予算を委ねてし○前屋敷委員

まうということですね。そこで、いろいろな企

業からの相談を受けたりということで対応する

ための予算でいいんですか。

事業イメージの一番下に○串間企業振興課長
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ございますイベント資材リースの企業が、医療

用関連資材の製造という分野に進出された実際

の事例でございます。イベント関係が軒並み中

止になる中、新たな事業構築をしようというこ

とで、この資材がエアー遊具といいまして、空

気を入れて、その中でイベント等で子供たちを

遊ばせるような遊具なんですけれども、このノ

ウハウをうまく活用して医療用関連資材の製造

ということで、この枠組みに空気を入れて、中

を陰圧して圧力の低い施設にし、感染症の方と

かが中に入っても、その中の空気が外に漏れな

いような施設を企業と連携して造りました。

その中で、この企業が成長期待企業というこ

とで、いろんな専門家の方の派遣をする中で、

専門的な知識なり県のほかの補正予算を含めた

事業の活用など、いろんなアドバイスをしなが

ら進めてきたということで、その企業への支援

が１回で終わるのではなくて、何回も行われま

した。そういった企業の産業振興機構への相談

に応じて、柔軟に対応していきたいと考えてお

ります。

様々な企業、分野がコロナの影○前屋敷委員

響を受けて、新規のものも含めて今後事業をど

うやっていこうとかという相談が想定されるの

で、それに十分対応できるような取組にしてい

ただきたいと思います。

続けていいですか。

説明資料の263ページの産業集積対策費の中の

５番ですけれど、食品製造業者総合支援事業と

いうことで、昨年もずっとやってきている事業

ですが、今年は昨年からすると事業費がかなり

減っているんです。十分昨年も対応しながら今

年度に引き継ぐという事業になるんですか。十

分足りるのかどうか。

今御質○日高食品・メディカル産業推進室長

問がございました食品製造業者総合支援事業に

ついてでございます。

、委員のほうから御指摘がございましたとおり

前年度と比べまして事業費が若干下がっておる

ところでございます。これは、今委員からもご

ざいましたけれども、３年間事業をやってきて

まいりまして、今までのやってきたことを踏ま

えまして、もう一回事業の見直しを行ってきた

ところでございます。

その中で、今まで一番大きいところで言いま

すと、商品開発支援事業という形で、食品開発

センターのほうに商品開発関係の支援専門員を

２名配置しておりました。主に人件費、旅費等

だったんですけれども、こちらを人件費から食

品開発センターと利用される企業との共同研究

費ですとか、分析に係る施設の関係消耗品の需

用費に見直しを行ったところでございます。

、あとは食品表示法が改正をされておりまして

こちらが今年の４月から新しい食品表示法の表

示が義務づけられておりますけれども、今まで

３年間、その法改正に向けて中小企業の食品製

造業のいろんな相談事を賜ってきたところでご

ざいます。こちらも今回、法改正が４月になさ

れたということで、若干事業費の見直しをさせ

ていただいたところでございまして、事業費の

減という形になっているところでございます。

今、課長が言われた表示の方法○前屋敷委員

は 消費者からすると非常に感心が高くて きっ、 、

ちり分析されていかに安全かという点での表示

がしっかりなされていないと困ります。私もど

の程度の改正になっているのか、まだ詳しく勉

強していないところもあるんですけれども、安

全性がしっかり担保できるような、そういう表

示になることを希望しています。

、 、次は 269ページの雇用労働政策課のところで
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女性・高年齢者雇用促進費は先ほど御説明もい

ただきまして、ずっと毎年やっている事業であ

るのですけど、特にこのコロナ禍の中で、とり

わけ女性は雇用の問題、経済的な問題では今大

変な状況があって、結果的には女性の自殺率と

いうのも非常に上がっております。

だから、極めてこの事業というのは、そうい

う方々に寄り添った事業になる必要があろうか

と思うんですけど、具体的にどういう形での支

援事業になるのか、もう一度御説明いただけれ

ばと思います。

今委員がおっしゃい○兒玉雇用労働政策課長

ましたように、今回のコロナウイルス感染症に

よる雇用の影響といいますのは、飲食業や宿泊

業といった、いわゆる対人サービスを主体とし

た雇用に大きな影響が出ておりまして、そのサ

ービス業に多く雇用されている非正規の雇用労

働者 特に女性に大きな影響が出ていると─

思っております。

この事業につきましては、昨年の12月になり

ますけれども、宮崎市の駅前のＫＩＴＥＮビル

に女性・高齢者就業支援センターというものを

立ち上げ、女性と高齢者を対象にした就職支援

を行っておりまして、セミナーを開催したり、

マッチングをしたり、そういったことをやって

いる事業でございます。

今、委員がおっしゃったように、女性の失業

が非常に厳しい状況がございまして、自殺者も

やはり昨年は一昨年より増えているような状況

もありますので そういった相談者の立場に立っ、

て丁寧な対応をしてまいりたいと考えておりま

す。

ぜひ、お願いしておきたいと思○前屋敷委員

います。身近なところですぐ相談に行けるよう

な、そういう場所に設定されたというのは、大

変よかったなと思います。よろしくお願いしま

す。

それと、その次のページの中途採用求人情報

発信強化事業というので、先ほど御説明もあっ

たところなんですけれども、これは中途採用す

るという方針の下に求人をする企業を支援する

ということなのですが、そういう企業をいかに

増やすかというところも県としてはやはり開拓

していく必要もあろうかと思います。

こういう中途採用をする企業に対して、どう

いうシステムの中でＰＲや情報発信をすること

になるのか、その辺のところを。

、○兒玉雇用労働政策課長 中途採用については

傾向としてやはり新卒に比べて、離職された場

合になかなか採用されにくいというようなこと

は、あろうかと思っております。

中途採用者向けのこの事業については、今年

度、新卒の採用企業応援事業の中で、多様な採

用手法導入等支援事業、予算額6,000万円でござ

いましたけれども、この中で例えば新卒の方を

採用するためのホームページの充実ですとか、

あるいはＳＮＳを使った情報発信とか そういっ、

たような事業をやらせていただきました。今春

卒業する新卒者についての採用状況につきまし

ては、今年度、大きな落ち込みは見られないの

ですけれども、離職者のほうの給付事業もさせ

ていただきましたが、離職者の再雇用について

は、やはり伸び悩んでいるという状況もござい

まして、来年度につきましては離職者の採用に

特化した形での、例えば自社ホームページの新

規作成であるとかリニューアル、あるいは情報

発信、そういったものに対して補助をしていき

たいと考えております。

その中で、当然のことながら、今回は早い者

勝ちという形ではなくて、一定期間でこの事業



- 18 -

令和３年３月９日(火)

に応募する企業を募りまして、その中で離職者

対策に本当に力を入れているかとか、そういっ

たようなことも審査をいたしまして、その上で

補助金を交付するというような形でやっていき

たいと思っております。

やはりコロナの影響を受け、雇○前屋敷委員

い止めだとか離職をされた方々にとっては、本

当に職場を探すというのは大変なことで、県の

役割としても中途採用をする企業へ広く当たっ

ていく必要があるかと思うんです。そういった

意味では、この事業は進めていかなきゃならな

い事業だと思うんで、ぜひ、県のほうも中途採

用ができる企業というのを広く募るというか、

当たるというか、開拓していくというか、そう

いう役割も併せて進めてほしいなと思いますの

で、お願いしておきたいと思います。

企業開拓につきまし○兒玉雇用労働政策課長

ては、当課のほうでは就職支援員ということで

も任用しておりますので、そういった方々の企

業訪問等を通じて、しっかりと対応してまいり

たいと考えております。

お願いします。○前屋敷委員

あと一つ、説明資料の272ページの産業技術専

門校の中の10番目ですが、離職者等訓練事業、

これが昨年と比べて減額となっているんですけ

れども、今特に必要なものではないかと思うん

ですが、減額の理由も併せて御説明ください。

離職者等訓練事業に○兒玉雇用労働政策課長

ついては、今年度４億160万円ほどの予算になっ

ております。これは、教育訓練機関への委託料

ということで、大体３億3,500万円でございまし

て、その他、訓練終了後３か月以内に就職に結

びついた受講生の数等に応じて訓練校へ支払わ

れる報償費とか、そういったようなものが入っ

ているところでございます。例えば、非常勤等

の方で離職された方については、一刻も早く仕

事を探したいとか、なかなか雇用保険をもらえ

ない状況の方については、すぐに就職をしたい

とかそういったようなことがあって、離職者の

訓練というのは伸び悩みの傾向があるのかなと

いうようなこともあって、毎年２月補正の段階

で予算を減額をさせていただいているところで

ありまして、実態に合わせてきたというような

ことでございます。

特に今、離職者の問題が大きな○前屋敷委員

課題になっている中で、昨年からすると1,200万

円ぐらい減額になっているところだったもので

すから、実態に即してということもあろうかと

思いますが、ぜひ、この辺のところはきっちり

対応ができるように進めてほしいと思います。

おっしゃるとおり、○兒玉雇用労働政策課長

離職者の訓練というのは、私どもも非常に重要

なものだと思っておりまして、このコロナ禍の

中で来年度どのような雇用の情勢になるのか見

極めがつかない部分がありますので、状況に応

じた的確な対応を図ってまいりたいと思ってお

ります。

議案の第22号、今回、使用料の見○山下委員

直しがここに出されておりますが （１）の新規、

導入の機械が６種類入っているんですが、もと

もとこれはどれぐらいする機械ですか。分かっ

ていたら教えてください。

まず （１）のスーパーイ○串間企業振興課長 、

メージ炉でございます。これは、工業技術セン

ターに導入するものなのですが、購入価格が445

万5,000円となっております。次のハイスピード

カメラ、これも工業技術センターに導入するも

のでございますけれども、この購入価格が419

万7,600円となっております。その次のエックス

線ＣＴ装置でございます。これは、６月補正で
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コロナ対策の中で認めていただいて購入したも

のでございますが、これにつきまして工業技術

センターに導入しますけれども、5,237万1,000

円。その下がＣＴデータ解析ソフトということ

で、エックス線ＣＴの設計ができるという機械

なんですけれども、これが1,692万9,000円。そ

の次の高精度三次元経常測定器が、機械技術セ

ンターに導入するものでございまして、これに

つきまして862万2,240円。それから最後のＥＤ

Ｓ付き低真空走査電子顕微鏡、これも機械技術

、センターのほうに導入するものでございますが

これが2,090万円となっております。

分かりました。これは、工業技術○山下委員

センター、機械技術センターに導入されると思

うんですが、これを使う業界の人たちが分かれ

ば教えてほしいんですが。

まず、スーパー○藤山工業技術センター所長

イメージ炉というのは、熱を加えましてその状

況を見るというものでございます。例えばセラ

ミックス系とかガラスを使うところとか、いわ

ゆる材料を扱うようなところの企業様は大体使

えるかなと考えております。

次に、ハイスピードカメラは、一瞬ですごい

スピードのものをスローの状況で確認するとい

う機械でございます。開発した製品を振動試験

で耐久テストをするときに破損してしまったり

するんですけれども、どこの部分がどういうふ

うにして壊れたかという状況を見るような機械

、 、でありまして 一般的に製造品を使うところも

広くお使いできるかなと。

続きまして、エックス線ＣＴ装置につきまし

ては、エックス線で製品とかを透かして見るこ

とができますので、中の構造がはっきり分かる

ということでございまして、例えば中に隙間が

、 。生じているのが確認できたりとか あとは……

その使い方という専門的なことは○山下委員

僕は分からなくていいんだけど、どういう事業

所が使っているのかなということをちょっと確

認したい。

スーパーイメー○藤山工業技術センター所長

ジ炉につきましては、機械電子関連製品製造業

とかセラミック製品の製造業者等がお使いにな

ると考えております。

ハイスピードカメラにつきましては、電子機

器とか一般的な製造業、あと、エックス線ＣＴ

装置につきましても、電子機器とか、いわゆる

樹脂成型とか、そういう金型製品を作るところ

を考えております。

あと、こちらを見ますと、雑音電界強度測定

器から雑音端子電圧とか雑音電力、これらも電

子機器の電磁濃度に対する影響を測定するとい

うことで、そういう電子機器を製造する企業が

お使いになると考えております。

ちょっと聞きづらいんだけど、大○山下委員

体分かりました。

それで （２）を今回更新されるんですよね。、

今まで同じような機械があって、これを新規導

入したから値上げだろうと思うんですが、１時

間当たりの単価がここにはもう出ているわけで

すから、大体の稼働率というのは。

この（２）のやつというのは、同じような業

態の機械だろうと思うんですが、どの程度の器

具なんですか。大型の器具だったら、そういう

機器というのはそろえられるはずでしょうけれ

ども、どういう業態の人たちがどれぐらい必要

とされる機械なのか。この（２）のやつは、同

等のものを今までも使っていたはずですよね。

どれぐらい稼働率があったものかを教えてくだ

さい。

申し訳ございま○藤山工業技術センター所長
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せん 稼働率につきましては 手元に数字を持っ、 、

ておりません。使う企業としましては、大企業

は大体大きな機械とかを持っているところもあ

りますけれども、中小企業は大きな機械という

のは、高価で持っておりませんので、そういう

ところがお使いになっているかなと考えており

ます。

資料の12ページ、みやざきＩ○坂本副委員長

ＣＴ産業人材スカウト事業についてお尋ねしま

す。この事業のイメージをもうちょっと分かり

やすく説明をしていただきたいです。といいま

すのが、ＩＣＴ人材をどこで活用されようとし

ているのか、県が雇用するのか、企業が雇用す

るのか、その辺を分かりやすく説明いただけな

いでしょうか。

資料12ページのみやざき○串間企業振興課長

ＩＣＴ産業人材スカウト事業は、全国的にコロ

ナ禍の中でテレワークとかの推進とか、デジタ

ル化ということで、場所を選ばずに仕事ができ

ます。そこで県内企業に人材不足という課題が

ございますので採用したいという面もございま

すし、宮崎県の魅力というのを宮崎県に感心を

持っている首都圏の方々にどんどん発信して

いって、そのまま仕事を持ってこちらに来てい

ただきたいというところも狙いの一つで、まず

宮崎県にＩＣ人材を集めていきたいというのが

主たる目的でございます。

このためにネットワークということで、全部

委託でホームページを作成して 県内企業のネッ、

トワークとかを通じて人材を登録していって、

宮崎県の魅力とかを発信して、できたら企業と

マッチングや移住等も含めて、とにかく宮崎に

来ていただきたいということを狙いにしており

ます。

今おっしゃったように、テレ○坂本副委員長

ワークが進んでいくと、例えばですけれど、Ｉ

ＣＴ人材の持っていらっしゃるスキルを活用す

るということに焦点を当てるんであれば、例え

ば、地元の企業にとって活用するということを

考えれば、首都圏に住んでいるままでも副業と

して活用するとか、そういった方法もあると思

うんです。

それで、移住を一つの大きな目的にされてい

るのか、もしくは今申し上げましたように、Ｉ

ＣＴ人材の持っているスキルを活用しようとし

ているのか、もしくはそれをさらに広げて、企

業で雇うということをおっしゃったんですけれ

ども 多分首都圏のＩＴ企業に勤めていらっしゃ。

る方たちのもらっている給料とか、そういった

条件を考えると、簡単に地方に呼び込んで地元

の企業が雇用していくのは、かなりハードルが

高いようなイメージを持っています。先ほど申

し上げましたように、首都圏にいながら技術的

なこと、本人の持っているスキルを活用すると

いうようなところまで含めて進めていくという

考え方もありますし、副業として宮崎の企業に

も力を貸してもらうという活用の仕方もありま

すし、その辺の幅をもうちょっと広げて取り組

まれたほうがいいのかなという印象を持ったも

のですから申し上げました。

御指摘のとおりマッチン○串間企業振興課長

グという点で見ると、給与の問題とかハードル

がいろいろございます。こうした中で、宮崎県

に関心を持っているＩＴ技術者の方がたくさん

いらっしゃるとお聞きしておりますので、そう

、いった方を中心にネットワークをつくりまして

宮崎県に来ていただいて、いろいろな形で宮崎

県に関わっていただく。先ほど御指摘がありま

した人材育成の観点からの技術指導とか、そう

いう面も含めて宮崎県に来ていただくような仕
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組みづくりをまた考えていきたいと思います。

これはイメージで、老後の移○坂本副委員長

住ということも含めて考えていらっしゃると考

えてもいいんですか。

基本的にはＩＴ人材とい○串間企業振興課長

うことで来ていただこうということで、県内企

業のアンケートを取ったところ、７割の企業さ

んが人材不足というようなお答えを頂いており

まして、そういった中で、システムエンジニア

やプログラマーという技術を持っている方の不

足感が強いということもありますので、できま

したらそういった方々に来ていただきたいとい

う思いがございます。

分かりました。ありがとうご○坂本副委員長

ざいます。

中小企業金融対策費○長倉経営金融支援室長

に関しまして、先日の２月補正に係る常任委員

会において、山下委員のほうから融資枠1,800億

円との絡みで２月末の融資実績が今議会中に分

かれば教えてほしいという御要望がございまし

た。

、 、申し訳ありません 融資実績につきましては

２月末時点のものを今各金融機関のほうで精査

中でございまして、今議会中に数字が集計でき

るかどうかが微妙なところですので、融資の前

提となります信用保証協会の保証承諾実績から

見た見通しというところで、御説明をさせてい

ただきたいと思います。

保証承諾実績については２月末が出ておりま

して、２月末時点で約1,678億円となっておりま

す 融資枠の1,800億円と比較すると あと約122。 、

億円の枠ということになります。

２月の１か月分の保証承諾額を見ますと 約57、

億円ですので、年度末で資金繰りが増えるとし

ましても、この残りの122億円で足りるのではな

いか、つまり、1,800億円という今年度の融資枠

で収まるのではないかと考えております。

仮に、コロナ融資枠の1,800億円を超えると

なった場合でも、コロナ以外を含めた融資制度

全体の融資枠を1,893億円確保しておりますの

で、金融機関には柔軟な対応をしていただくと

いうことで、融資実行においては支障がないと

いうことになります。

借入金額の件数と１件当たりのも○山下委員

融資金額もお願いしたかなと思っていたんです

が、また分かった時点でいいです。そこまで出

してください。

ほかにありませんか。○武田委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、 、○武田委員長 それでは 以上で 商工政策課

企業振興課、雇用労働政策課の審査を終了いた

します。

続きは午後１時から行いたいと思いますが、

いかがでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、午後１時からの再開○武田委員長

といたします。暫時休憩いたします。

午前11時38分休憩

午後０時59分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

それでは、企業立地課、観光推進課、オール

みやざき営業課の審査を行います。

議案に関する説明を求めます。

企業立地課の当初予算に○大衛企業立地課長

ついて御説明いたします。

令和３年度歳出予算説明資料、企業立地課の

インデックスのところ、273ページをお願いいた

します。

当課の当初予算額は７億7,402万4,000円であ
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ります。主な事業について説明いたします。

275ページ中ほどの（事項）企業立地基盤整備

等対策費2,128万5,000円であります。

説明欄の１、企業立地基盤施設整備事業であ

りますが、これは、企業立地の受皿となります

県営工業団地の維持管理等に要する経費であり

ます。

２の地域工業団地整備促進事業につきまして

、 、は 市町村が実施します工業団地の整備や調査

分譲促進のための取組に対して、その一部を補

助する経費などであります。

続きまして （事項）企業誘致活動等対策、

費5,469万4,000円であります。

、 、説明欄１ 情報収集整備事業につきましては

企業誘致活動に係る職員の旅費、需用費等の経

費や県内各地域の企業立地促進協議会への負担

金などであります。

その下、３の誘致対象企業リサーチ強化事業

につきましては、民間企業が有する情報やネッ

トワークなどを活用し、立地可能性を有する企

業を抽出することにより、効果的かつ効率的な

誘致活動を展開するものであります。

４の新規事業、地方創生テレワーク推進事業

につきましては、後ほど常任委員会資料で御説

明いたします。

次に （事項）立地企業フォローアップ対策費、

６億84万6,000円であります。

276ページをお願いいたします。

説明欄の２、企業立地促進補助金であります

、 、 、が これは 本県への企業立地を促進するため

設備投資や新規雇用者数等に応じて立地した企

業を支援する補助金でございます。

それでは、常任委員会資料17ページをお願い

いたします。

新規事業、地方創生テレワーク推進事業であ

ります。

１の事業の目的・背景でありますが、コロナ

禍を契機としまして、都市部を中心にテレワー

クが普及するとともに、地方への関心が高まっ

てきておりますことから、本県のプロモーショ

ンやテレワーク受入環境整備支援等を実施し、

テレワークの受入促進を通じた都市部から県内

への新たな人の流れの創出を図るものでありま

す。

２の事業の概要でありますが、予算額は2,400

万円、財源は国庫２分の１、人口減少対策基金

が２分の１でございます。

（５）の事業内容でありますが、まず、①の

企業誘致・地域プロモーション等の実施につき

ましては、テレワーク活動拠点としての本県の

認知度を高めるため、主に都市圏を対象としま

して、本県のテレワーク環境や施設の情報、地

域の魅力などを発信するプロモーション等を実

施するものであります。

次に、②のテレワークトライアル支援であり

ますが、県内でテレワーク、ワーケーションに

取り組む県外企業に対しまして、その経費を支

援するものであります。

最後に、③のテレワーク受入環境整備支援で

ありますが、県内のサテライトオフィスやシェ

アオフィスなどを運営する事業者に対し、その

。受入環境整備に係る支援を行うものであります

説明は以上であります。

。○髙橋観光推進課長 観光推進課でございます

当課の当初予算について御説明いたします。

お手元の令和３年度歳出予算説明資料の観光

推進課のインデックスのところでございまし

て、277ページをお願いいたします。

当課の令和３年度の当初予算額は15億618

万6,000円となってございます。
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内訳といたしましては、一般会計が13億9,099

万9,000円、特別会計につきましては、えびの高

原スポーツレクリエーション施設特別会計

が1,930万円、県営国民宿舎特別会計が9,588

万7,000円でございます。

それでは、主な事業について御説明いたしま

す。

279ページをお願いいたします。

上から８行目、ページの中ほどでございます

が、まず （事項）県営宿泊休養施設改善対策費、

１億671万5,000円でございます。

説明欄の２、新規事業、国民宿舎活用検討事

業につきましては、後ほど常任委員会資料のほ

うで御説明をさせていただきます。

次に、280ページをお開きいただけますでしょ

うか。

上から８行目ほどでございますが （事項）観、

光・ＭＩＣＥ誘致促進事業費１億1,777万2,000

円でございます。

説明欄の２、改善事業、ＭＩＣＥ推進強化事

業4,946万2,000円につきましては、感染症対策

、 、によりまして 例えば会議の小規模化ですとか

またはディアル等オンラインを使いながらハイ

ブリッド型のような形でＭＩＣＥ開催関係は、

いろいろ変化が生じている状況でございます。

そうした状況変化を踏まえまして、小規模ＭＩ

ＣＥへの支援を拡大するとともに、市町村や民

間と連携したＭＩＣＥ誘致を推進し、コロナ禍

で大きく落ち込んだＭＩＣＥの需要の回復を図

るというものでございます。

次に、281ページでございまして、上から２行

目 （事項）観光交流基盤整備費8,199万9,000円、

でございます。

説明欄の３、新規事業、新しいニーズに対応

した観光地域づくり推進事業4,500万円につきま

しては、後ほど常任委員会資料のほうで御説明

をさせていただきます。

続いて、その下の（事項）国内観光宣伝事業

費２億5,224万1,000円でございます。

説明欄の５、改善事業、教育旅行誘致・定着

促進事業費2,920万円につきましては、教育旅行

の誘致・定着を図るため、教育旅行の総合調整

窓口の設置ですとか、貸切りバス費用の支援等

に加えまして、海外の学校が来県した際に、交

流事業を行う県内校に対しまして、その交流事

業に要する経費を支援するというものでござい

ます。

その下の説明欄の６、新規事業、みやざき観

光誘客再生事業１億8,853万6,000円につきまし

ては、後ほど常任委員会資料で御説明をさせて

いただきます。

続いて、282ページをお開きいただけますで

しょうか。

一番上の事項でございますが （事項）スポー、

ツランドみやざき推進事業費４億6,060万9,000

円でございます。

説明欄の１、改善事業、東京オリパラ等合宿

受入推進事業２億9,636万8,000円につきまして

は、後ほど常任委員会資料で御説明させていた

だきます。

説明欄の５、改善事業、Ｊリーグ等キャンプ

誘致強化事業918万5,000円につきましては、こ

れまでＪリーグチームがキャンプ期間中に行う

トレーニングマッチの開催支援等を行ってきた

、 、というものでございますが これに加えまして

市町村がＪリーグ等のキャンプ誘致を行うため

の必要な施設整備に対して支援を行うというも

のでございます。

説明欄の６、新規事業、スポーツランドみや

ざき県内消費促進事業2,750万円につきまして
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は、本県観光の大きな強みでございますスポー

ツを活用した対策といたしまして、新たに県内

外のアマチュアスポーツ団体の合宿に対して１

、 、人１泊1,000円 上限10万円の支援を行うことで

落ち込んだ県内宿泊需要等の喚起を図るという

ものでございます。

以上が一般会計の事業でございまして、続い

。て特別会計について御説明させていただきます

283ページをお願いいたします。

まず、えびの高原スポーツレクリエーション

施設特別会計についてでございます。

（事項）県営えびの高原スポーツレクリエー

ション施設運営費1,930万円でございますが、ス

ポーツレクリエーション施設、いわゆるアイス

スケート場維持補修費ですとか事務費になって

ございます。

284ページをお願いいたします。

次に、県営国民宿舎特別会計でございます。

事項 国民宿舎 えびの高原荘 運営費2,935（ ） 「 」

万4,000円及び、その下の（事項）国民宿舎「高

」 、千穂荘 運営費6,653万3,000円でございますが

それぞれえびの高原荘につきましては従業員宿

舎の屋根等、また、高千穂荘につきましては外

壁、屋根の補修費等となってございます。

続きまして、主な新規・重点事業について御

説明をさせていただきます。

資料が替わりまして、お手元の常任委員会資

料の18ページをお願いいたします。

まず、新規事業、国民宿舎活用検討事業につ

いてでございます。

本事業の目的・背景といたしましては、県営

国民宿舎のえびの高原荘、高千穂荘につきまし

て、改築後いずれも20年以上が経過してござい

、 。まして 施設・設備の老朽化が進んでおります

こうしたことから、今後必要となる修繕・更新

、 、に必要な費用の算定を行うとともに 地元市町

民間事業者等から幅広く意見を求めるなどしな

がら、国民宿舎の活用について総合的な検討を

行おうというものでございます。

事業の概要でございますが、予算額は1,509

万1,000円、財源、事業期間、実施主体につきま

しては （２）から（４）のとおりというもので、

ございます。

（５）の事業内容でございますが、まず、①

といたしまして物理的・経済的な評価でござい

ます。具体的には、専門業者等による施設の現

況調査とそれを踏まえた修繕・更新費用の算定

を行い、不動産評価等も実施をさせていただく

というものでございます。それとともに施設の

維持管理データベースといたしまして、これま

でどういった維持管理を行ってきたのか、そう

いったものを全て逐一データベース化するとい

うことを考えてございます。

②といたしまして、サウンディング調査でご

ざいます。こちらは、国民宿舎の活用につきま

して、民間事業者から広く意見や提案を求めま

して、市場性の有無や活用のアイデアを把握し

ていくというものでございまして、こうした調

査結果を踏まえまして、③を問うところでござ

いますが、外部有識者等で構成する委員会での

検討を行いまして、中長期的な視点に立った国

民宿舎の活用に関する基本計画を策定するとい

うものでございます。

次に、19ページをお開きいただけますでしょ

うか。

新規事業、新しいニーズに対応した観光地域

づくり推進事業でございます。

事業の目的・背景でございますけれども、新

型コロナウイルスの影響によりまして、観光を

取り巻く環境につきましては、変化が生じてご
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ざいます。例えば、アウトドアに関する嗜好が

高まっていたりだとか、オンラインツアーが出

てきたりだとか、ワーケーションみたいな動向

も出てきたりだとか、そういったような変化が

ございます。こういったような状況を踏まえま

して、地域の中核となる観光人財の育成、また

受入環境の整備を支援することによりまして、

新しいニーズに対応した観光地域づくりの推進

を図るというものでございます。

事業の概要でございますが、予算額は4,500万

円でございます。

財源は御覧のとおりでございまして、事業期

間は令和３年度、実施主体につきましては、県

観光協会、市町村及び民間事業者としておりま

す。

事業の内容でございます。

まず、①旅行ニーズの変化に対応した人財づ

くりということでございますけれども、現状、

県観光協会につきましては、観光庁のほうから

、地域連携ＤＭＯとして認定されてございまして

その中でしっかりと観光人財という専門人材を

置いて取組を進めるということを伝えてござい

ます。

こういうことを踏まえまして、今回、県観光

協会に、専門人材を引き続き配置をさせていた

だいて、新しいニーズに対応した旅行商品開発

、等を支援するということを考えているとともに

現状、例えば観光みやざき創生塾といたしまし

て、人材育成も県のほうで行っているんですけ

れども、それを今回、宮崎県観光協会のほうで

地域の中核となる観光人財育成を目的とした研

修会等を実施するということを考えてございま

す。

②旅行ニーズの変化に対応した受入環境整備

の支援といたしましては、例えば①の専門人材

のほうから助言を受けて行う受入体制整備です

とか、起業に対する支援を行うということとし

てございます。

次に、20ページをお開きいただけますでしょ

うか。

新規事業、みやざき観光誘客再生事業でござ

います。

事業の目的・背景でございますけれども、新

型コロナウイルス感染症により落ち込んだ観光

需要の回復を図るため、国内外の交通機関、観

光関連産業と連携しながら、本県の強みを生か

した旅行商品の造成やプロモーション等を行い

まして、本県観光の再生につなげるというもの

でございます。

事業の概要でございますが、予算額は１

億8,853万6,000円、財源は国庫と観光みやざき

未来創造基金を活用いたします。

事業期間、事業主体につきましては、御覧の

とおりでございます。

（５）の事業内容は、①といたしまして、航

空会社などをはじめとする交通機関の強みを生

かして、スポーツや食、神話等をテーマとした

観光プロモーションに取り組んでまいります。

次に、②といたしまして、予約サイトですと

かレンタカー、飲食店等と連携した各種キャン

ペーンに取り組んでまいります。

さらに、③といたしまして、ゴルフやサイク

リングなど、各種スポーツツーリズムを推進す

るため、コンテンツの充実ですとか商品造成、

プロモーションなどに取り組んでまいります。

また、最後に④といたしまして、将来的なイ

ンバウンド誘客の回復を見据えながら、国際定

期便の回復を見据えた航空会社と連携したプロ

モーションですとか、海外事務所の現地での情

報発信等に取り組むというものでございます。
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こうした事業をいろいろ展開してまいります

が、実施に当たってのコンセプトにつきまして

は、一番下のほうの図として示させていただい

ておりますとおり、宮崎観光「プラスＯＮＥ」

を掲げて、当面は展開していこうというふうに

考えてございます。

具体的なイメージといたしましては、今、観

光庁等は分散型旅行という形でウィズコロナ時

代の新たな旅のスタイルを提案されているとこ

ろなんですけれども、これに対応するため、例

えば、これまでの旅行に体験ですとか発見です

とか、グルメ、宿泊を「プラスＯＮＥ」してい

ただいて、ロングステイ、ウィークデー旅行を

旅行者に楽しんでもらおうというものをコンセ

プトとしてございます。

本事業につきましては、先週の常任委員会の

中でも御説明させていただきましたとおり、７

月補正で措置していただきました、観光みやざ

き再生加速化事業につきまして、繰越しを行う

ということとしてございましたが、そこの一部

を活用させていただきながら、まずは県内観光

等から支援に機動的に取り組んでいくというこ

とと考えております。

次に、21ページをお開きいただけますでしょ

うか。

改善事業、東京オリパラ等合宿受入推進事業

でございます。

事業の目的・背景でございますが、万全な新

型コロナウイルス感染症対策を実施いたしまし

て、東京2020オリンピック・パラリンピック等

に向けた国内外代表チームの事前合宿、大きな

ＰＲ効果や経済効果が見込める大規模スポーツ

大会の開催支援等を行うものでございます。

事業の概要でございますが、予算額は２

億9,636万8,000円でございまして、財源は観光

みやざき未来創造基金と、先週の常任委員会の

中でも御説明させていただきました宮崎県東京

オリンピック・パラリンピック事前合宿等新型

コロナウイルス感染症対策基金を活用させてい

ただきます。

（５）の事業内容でございますが、②にあり

ますとおり、東京オリパラ事前合宿チームの練

習会場の手配等、受入れを行う実行委員会に対

しまして費用の一部支援を行うということ、ま

た、③のとおり海外代表チーム事前合宿時に、

選手団等へのＰＣＲ検査の実施や宿泊ホテルの

フロア貸切り等の感染症対策支援を行うことと

してございます。

また、④のとおり、今年本県で開催が予定さ

れているプロ野球公式戦等の大規模スポーツ大

会の開催経費の一部を支援することとしてござ

います。

当課からの説明は以上でございます。

オールみやざ○平山オールみやざき営業課長

。き営業課の当初予算について御説明いたします

お手元の令和３年度歳出予算説明資料、オー

ルみやざき営業課のインデックスのところ、285

ページをお開きください。

オールみやざき営業課の令和３年度当初予算

額は、８億8,705万6,000円となっております。

それでは、主な事業について御説明いたしま

す。

287ページをお開きください。

まず、上から６行目の（事項）海外渡航事務

費5,663万6,000円であります。これは、パスポ

ートの発給などを行う業務及び申請窓口の運営

に要する経費であります。

次の（事項）国際交流推進事業費１億2,277

万8,000円であります。

まず、説明欄５の多文化共生地域づくり推進
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事業2,809万9,000円は、県民と外国人住民がと

もに地域の一員として協力し合う多文化共生の

地域づくりを推進するため、様々な普及・啓発

事業や外国人住民支援に取り組むものでありま

す。

次に 外国人材受入環境整備事業3,756万4,000、

円は、外国人住民等への行政・生活全般に関す

る情報提供、相談対応を多言語で行う一元的な

相談窓口を運営するとともに、日本語教育の実

施等を行うものであります。

次に、10の改善事業、世界県人会開催準備事

業800万円は、令和５年の世界県人会の開催に向

け、令和３年度においては国内県人会横連携会

議を開催するものであります。

次の（事項）海外技術協力費511万円でありま

す。これは、海外技術研修員や留学生を本県で

受け入れ、研修機会や修学の機会を提供するこ

とにより、本県とブラジル等との良好な国際関

係を構築するものであります。

続きまして、288ページをお開きください。

ページ中ほどの（事項）貿易促進費１億445

万6,000円であります。

まず、１のみやざき海外拠点運営強化事

業3,564万7,000円は、上海、香港に海外事務所

を設置し、現地のマーケット情報の収集や人的

ネットワークの構築などを行い、県産品の輸出

。拡大と本県への観光誘客を図るものであります

次に、３の世界市場を目指す！みやざきＳＨ

ＯＣＨＵブランド確立事業2,875万4,000円は、

焼酎産業の振興及び国内、海外からの誘客拡大

を図るため、国内外でのプロモーションや情報

発信、酒蔵ツーリズム促進等に取り組むもので

あります。

次に、改善事業、地域商社等による県産品輸

出強化支援事業1,300万円は、輸出に取り組む県

内企業を増やすため、輸出の中核プレイヤーと

なる県内の地域商社や企業の海外販路開拓に係

る取組を支援するものであります。

次の（事項）県産品販路拡大推進事業費３

億5,945万8,000円であります。

まず、説明欄１の県産品振興事業１億4,920

万5,000円は、新宿みやざき館ＫＯＮＮＥに係る

維持管理費等であります。

289ページを御覧ください。

３の県産品販路拡大・魅力発信強化事業1,759

万1,000円は、新宿みやざき館ＫＯＮＮＥを核と

した県産品の販売促進やデジタルマーケティン

グの成果を生かしたＥＣサイトの充実等により

販路拡大を図り、食をはじめとする県産品の魅

力発信を行うものであります。

次に、６の新規事業、県産品発掘コーディネ

ーター配置事業935万円は、魅力ある県産品の発

掘や活用について提案を行うコーディネーター

を県物産貿易振興センターに配置し、中山間地

域等で生み出された県産品の魅力発信を実施す

ることにより、県内事業者の販路開拓を支援す

るものであります。

５の新規事業、県産品需要回復促進事業及び

７の新規事業デジタルツールを活用した販路拡

大支援事業につきましては、後ほど常任委員会

資料で御説明いたします。

次に、ページ中ほどの（事項）県外広報対策

費5,292万6,000円であります。

まず、説明欄１のひなた宮崎情報発信強化事

業3,293万9,000円は、日本のひなた宮崎県のプ

ロモーションを中心として、シンボルキャラク

ターみやざき犬や宮崎応援団を活用し、観光や

食、スポーツといった様々な魅力を総合的に情

報発信するものであります。

３の新規事業 「日本のひなた宮崎県」の魅力、
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発信事業につきましては、後ほど常任委員会資

料で御説明いたします。

それでは、資料を替えていただきまして、常

任委員会資料の22ページをお開きください。

まず、新規事業、県産品需要回復促進事業で

あります。

この事業は、新型コロナウイルス感染症の影

響により、県産品の需要が十分回復していない

ことから、新宿みやざき館ＫＯＮＮＥをはじめ

、県外で県産品ＰＲイベントを実施するとともに

県内での県産品応援消費イベントの開催を支援

することで、県産品の販売促進による本県経済

の回復につなげるものであります。

予算額は5,514万1,000円で、財源は地方創生

臨時交付金を活用いたします。

事業内容につきましては、２の（５）にあり

ますとおり、大都市圏を中心に旬の県産品をＰ

Ｒするイベントや物産展等の実施及び県内の物

産展主催者が、県内での県産品応援消費イベン

ト・フェアを実施するための経費の支援を行っ

てまいりたいと考えております。

次に、23ページをお開きください。

新規事業、デジタルツールを活用した販路拡

大支援事業であります。

この事業は、新型コロナウイルス感染症の影

響により、商談会などの販路拡大の機会が失わ

れている県内事業者に対し、オンライン商談会

等のための研修会を開催するとともに、デジタ

ルツールを活用した販路拡大や商品磨き上げ等

。のための新たな取組を支援するものであります

予算額は2,456万3,000円で、財源は地方創生

臨時交付金を活用いたします。

事業内容につきましては、２の（５）にあり

ますとおり、オンラインやデジタルツールによ

、る販路拡大に必要な知識を学ぶ研修会を実施し

実際のオンライン商談会出展を通じた効果検証

を実施するとともに、デジタルツールを活用し

た販売力・商談力強化を図る新たな取組の支援

を行ってまいりたいと考えております。

次に、24ページを御覧ください。

新規事業 「日本のひなた宮崎県」の魅力発信、

事業であります。

この事業は 東京オリンピック・パラリンピッ、

クや国文祭・芸文祭などの大規模なイベントの

活用や首都圏情報発信拠点である新宿みやざき

館ＫＯＮＮＥ等を中心とした注目度の高いプロ

、「 」モーションの展開により 日本のひなた宮崎県

の魅力を発信するものであります。

予算額は1,951万5,000円で、財源は観光みや

ざき未来創造基金を活用いたします。

事業内容につきましては、２の（５）にあり

ますとおり、①の大都市圏等でのプロモーショ

ン展開につきましては、東京オリンピック・パ

ラリンピック期間中に開催される関連イベント

や、国文祭・芸文祭が本県と和歌山県で開催さ

れることに伴う連携イベント等を活用したプロ

モーションの展開や、新宿みやざき館ＫＯＮＮ

Ｅ、新宿サザンテラス及び周辺施設でのみやざ

きフェアを開催してまいりたいと考えておりま

す。

②の来県観光客等に向けた県内プロモーショ

ン展開につきましては、宮崎だいすきポケモン

「ナッシー」等を活用したイベント実施など、

来県観光客等に向けた県内プロモーションを展

開してまいりたいと考えております。

続きまして、決算特別委員会の指摘要望事項

に係る対応状況について御説明いたします。

決算特別委員会の指摘要望事項に係る対応状

況、９ページをお開きください。

（３）商工建設分科会の⑧「焼酎の海外販路
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拡大について、本県の本格焼酎の新たな市場と

して、輸出に向けたさらなるＰＲと酒造関係者

の商談支援に取り組むこと」との指摘要望がご

ざいました。

焼酎の海外販路拡大につきましては、焼酎が

本県を代表する県産品の一つであることや、原

、 、料生産を通じた農業 食を通じた観光産業など

広く地域経済の循環に寄与する産業であること

から、県としても県内蔵元と連携しながら、令

和元年度から輸出に向けた取組を推進している

ところであります。

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の

影響によりまして、海外における十分なプロモ

ーション活動ができませんでしたが、アジアに

おいては、香港、上海の現地事務所や台湾在住

のコーディネーターを通じて、現地の見本市等

への出品等を行うとともに、米国やＥＵにおい

ては、ＰＲ動画の制作やインスタグラムなどの

ＳＮＳを使った広報活動を行いながら、ＰＲに

努めたところであります。

このような中、昨今、アメリカやフランスの

酒類コンペティションに焼酎・泡盛部門が新設

されるなど、バーテンダーやソムリエ等の間に

焼酎に対する関心が高まりつつあることや、国

内においても令和２年12月に国が策定しました

輸出拡大実行戦略の重点27品目の一つに本格焼

酎・泡盛が選定されるとともに、ユネスコ無形

文化遺産登録を目指すことを首相が表明される

など、本県にとってまさに追い風が吹いている

状況が見られます。

このため、令和３年度は、感染症の状況も見

極めつつ、国やＪＥＴＲＯ、九州各県、酒造組

合等の関係団体との連携をさらに深めながら、

焼酎のブランディングや焼酎蔵元の魅力発信、

酒蔵ツーリズムの促進などを積極的に展開する

ことによりまして、焼酎の海外での認知度向上

を図り、輸出に向けたより一層のＰＲと酒造関

係者の商談支援に取り組んでまいります。

オールみやざき営業課の説明は以上でありま

す。

執行部の説明が終了しました。○武田委員長

質疑はありませんか。

まず、歳出予算説明資料の282ペー○日髙委員

ジ、一番下のスポーツランドみやざきの県内消

費促進事業ですが、新規ということですので、

もう一度事業の内容をお聞かせ願いたい。

この事業は本○飯塚スポーツランド推進室長

県で合宿を行うチームに対する支援でございま

して、従来でありましたら県外からの合宿を対

象としておりましたが、県内外ということで範

囲を広げまして、コロナ禍での宿泊需要の増加

につなげるということでございます。１人１泊

当たり1,000円の補助、延べ日数が10泊以上で上

限を10万円にしております。

これは県内外ということなんです○日髙委員

ね。これはどのくらいの需要を見込んでおられ

るんでしょうか。

それから、合宿先の相手を選ぶのは県の部署

のほうでするんですか。それとも、どこかに委

託して探すのですか。

県の観光協会○飯塚スポーツランド推進室長

を申請の窓口といたしまして受け付けます。見

込みですけれども、400団体程度です。

県内、県外は。○日髙委員

合わせてでご○飯塚スポーツランド推進室長

ざいます。

ありがとうございます。県内も含○日髙委員

むということだと結構いいのかなと思っている

ので、何で常任委員会資料に載らんかったのか

なというのもあるんですが。
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合宿関係が今年も大分調子が悪くて、サッカ

ーのキャンプがある綾町では、昨年の夏から酒

泉の杜が宿泊施設の営業を中止しております。

最近、レストランなどは開いたんですけど、宿

泊だけはめどが立たないということで、当分の

間は未定だということだったわけです。ぜひ、

。来年度は盛り返しを期待したいと思っています

できるなら観光協会にしっかり力を入れてい

ただいて、どんどん呼んできてもらわんといか

んと思っています。できたら、坂本副委員長が

おられますので、創価大学の榎木さんに、ぜひ

創価大学を綾町に呼んでもらうようにですね。

そこ辺は本当に熱意次第だと思うのです。そう

いうことで、合宿は宮崎県というようなイメー

ジをつくってもらわんと、どこもやっぱり奪い

合いになってくると思いますんで、しっかり力

を入れて頑張っていただきたいと思います。

ちょっと補足○飯塚スポーツランド推進室長

をさせていただきたいと思います。今年度は、

６月補正で県内合宿も対象とした補助制度をつ

くらせていただきました。それを来年度当初か

らということで、新規という扱いになります。

実際に８月も非常に予約が多かったんですが、

第２波でキャンセルとなり今回も春合宿向けに

売れないもんですが、県内経済を回すという意

味で、来年度活用されるようにしっかり売り込

んでまいりたいと思います。

コロナでどういう状況になるかは○日髙委員

分かりませんけれども、しっかり頑張っていた

だきたいと思います。

それから 続けてもう一点よろしいですか 287、 。

ページになります。

私の勉強不足で知らなかったんですが、10番

です。世界県人会が令和５年度に宮崎で開催さ

れるというようなことなんですね。もうちょっ

。とどういう形になるのか御説明いただけますか

世界県人会開○平山オールみやざき営業課長

催事業につきましては、世界に19の県人会がご

ざいますけれども、そこの県人会の代表の方に

置県140年のその年に宮崎県に来ていただき、会

合を開きまして、宮崎のアピールとか、県人会

の結束を固めていただき、さらなる宮崎県の応

援団を増やす。また、宮崎県の世界に向けての

情報発信ですとか アピールですとか そういっ、 、

たことを開催しようというものでございます。

この事業につきましては、来年度の事業なん

ですけれども、世界県人会の令和５年度開催に

向けまして、国内の15県人会の方々の結束を深

める必要があるということで、代表の方に宮崎

県に来ていただきます。

先ほどの令和５年度の県人会は、代表の方に

来ていただくことはもちろんですが、世界県人

会に参加されていらっしゃる方々や国内の県人

、 、会の方々 県民にも参加を広く呼びかけまして

大勢の大会にしたいと考えております。

先催県の調査等も行っておりまして、九州で

は福岡県とか鹿児島県が実際にされていらっ

しゃるんですけれども、そういったところの状

況も踏まえて、今後、令和５年度に向けて企画

実行委員会を立ち上げて、どれぐらいの規模で

やるかとか、そういったことも整理していきた

いというふうに考えております。

すいません、今後、規模を考えて○日髙委員

ということですが、鹿児島大会が前回だったん

ですか。ある程度で結構ですが、令和５年度の

規模はどのぐらいになるですか。

予算とも関係○平山オールみやざき営業課長

が出てきますので、まだ規模的なところは詳細

を詰めていないところではございます。

（ 鹿児島大会とかはどのくらいですか」と呼「



- 31 -

令和３年３月９日(火)

ぶ者あり 。）

鹿児島県は、海外・国内県人会で560名の規模

で、うち海外が280名でございます。あと、福岡

県は、海外の県人会を参加対象としていまし

て、350名程度の参加となっております。

560人と350人、大分差があります○日髙委員

けれど、せめて500人以上ぐらいは。頑張っても

らえるかどうか分かりませんが。

関連なんですが、世界の県人会の○山下委員

場所をちょっと教えて。

19の県人会が○平山オールみやざき営業課長

ございまして、ブラジル、アルゼンチン、パラ

グアイ、アメリカはサンフランシスコ、ワシン

トン、ハワイ、ニューヨークにございます。カ

ナダ、マレーシア、シンガポール、中国は香港

と上海にございます。台湾、イギリス、インド

ネシア、韓国、タイ、ベトナムでございます。

ヨーロッパはないんだね。○山下委員

、○平山オールみやざき営業課長 ヨーロッパは

イギリスに英国宮崎県人会というのがありまし

、 。て 25名参加しているということでございます

私は、おととしブラジルとアルゼ○山下委員

ンチンに行ったときに、どこも県人会が高齢化

していまして、活動そのものはちゃんとできて

いるんですけれども、やっぱり世代交代の難し

さがあったような気がしたのです。移住した人

たちの歴史のあるブラジル、アルゼンチンでし

、 、たから 組織的にはしっかりとしていましたが

ほかの県人会はどうなのかなと思うのですが、

前、中国の上海に行ったときに、事業を起こし

ておられる宮崎県の人たちの会とも交流したこ

とがあったのですが、やっぱり県人会の活動が

しっかりとできているところ、できていないと

ころがあるため、本県経済との関わりをさらに

進めていくためには、この大会を機にしっかり

と連携が取れるようにしていただくとありがた

いなと思うんです。よろしくお願いします。

県人会の高齢○平山オールみやざき営業課長

化は世界もそうですが、国内でも見られます。

先日、千歳の県人会に伺ったのですが、そこで

もやはり後継の方、特に会長とか事務局を担う

事務局長さんたちとか、そういった役員の方々

が高齢化していまして、若い人がなかなか入ら

ないという状況にあると伺っております。

現在、世界県人会は19ありますが、人数は855

名となっておりまして、令和５年の世界県人会

を契機にもっと若い人に入っていただいて、県

。人会の数も増やしていければと考えております

企業立地課にまず伺います。17ペ○西村委員

ージ、地方創生テレワーク推進事業ということ

で、先ほど企業振興課のほうも人材スカウト事

業等、コロナ禍、コロナ後を見据えたテレワー

クの推進というのは、もうこれは部を横断もし

くは県全体として取り組んでいる一番の中心の

事業の一つかなと思っております。

その中で少し気になっているのが、これは半

分は国庫ですけれども、宮崎県が予算を出して

他県からテレワークをする人を誘致したり、人

材を誘致するということですが、これは宮崎県

だけではなくて 当然ながら他県も一生懸命やっ、

ているわけで、全国各地、人の取り合いみたい

な部分があると思います。

昨年、私もこれに関連していろいろ質問させ

ていただいたときに、県がこのぐらい熱を持っ

てやっていても、それぞれの市町村と温度差が

あるんじゃないかなと思うのが１点。市町村を

どう巻き込んでいくかということです。私たち

から見たら、宮崎市ばっかりテレワークが盛ん

になってもらっても、県下一円に波及されない

、 。と困るものですから その温度差のことが１点
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他県との競争に関して、宮崎県は温暖であっ

たり、通勤時間が短い、サーフィン環境、ゴル

フ環境、そういうこともあると思うんですが、

それだけで果たして勝てるのかという、受入れ

環境の部分が２つ目。この部分をちょっとお聞

かせ願いたいと思います。

まず、市町村の巻き込み○大衛企業立地課長

というお話でございます。私どもも今、テレワ

ークの誘致といった面でどういった形でやって

いけばいいかといろいろ考えているのですけれ

ども、市町村におきましても、実は結構熱心な

市町村もございます。

委員は、先ほど温度差があるとおっしゃいま

したけれども、実際そういう部分はあるんだろ

うと思いますが、例えば日向市は、実際に海岸

端にＳＴＡＩＲＳ ＯＦ ＴＨＥ ＳＥＡとい

う貸事務所を御利用され、東京の企業に委託を

されて実証事業を行い、どういった問題点があ

るのかというようなことをもう既に着手されて

います。あるいは小林市や西都市も最近シェア

、 、オフィスの整備をされまして テレワークなり

いわゆるワーケーション等の拠点となるような

施設を整備をされて、そういう実証実験等を着

々とやっていらっしゃるところでございます。

その一方で、どこからどういうふうに手をつ

けていいか分からないというような市町村もあ

ろうかと思っておりますが、テレワークあるい

はワーケーションにつきましては、ハードとし

ては比較的着手しやすい部分があるのかなと

思っております。

と申しますのは、既に施設があるところの通

信環境等をしっかり整備をする、あるいは受入

環境の整備をしっかりすることで、ある程度受

入体制はできます。

ただ一方で、例えば滞在中のコンテンツ、体

験ものだったり、あるいは滞在期間の受入体制

といったノウハウの部分というところでは、ま

だこれからというところでございます。ですの

で、そこ辺も含めて我々も一緒になってやって

、 、いきたいというふうに思っておりますが まず

今回の事業としましては、ある程度整備体制が

できているところからやってまいり、それで成

功事例をつくって、展開していきたいと思って

いるというのが１点でございます。

それから、他県との競争でございます。今、

、地方への関心というようなお話がございますが

東京から見たときに、今盛り上がっている地方

というのは東京近郊であったり、あるいは新幹

線等で非常に便利がいいところ、ここ辺は本当

に着々と動きがあるように感じております。

そういう中で宮崎県がどういうふうに戦って

いくかということでございますけれども、私ど

もとしては観光地、あるいはスポーツだったり

とか登山であったりとか、そういうレクリエー

ションを含めて、ゆったりとした環境の中で仕

事ができるというところもございます。

あとは、事業者とちょっとお話をする機会が

あったんですが、企業としてはただ単にワーケ

ーションとして、あるいはテレワークとして仕

、 、事がしたい ゆっくりしたいというだけでなく

その地域とのつながりを持ちたいという御要望

というか、そこにワーケーションに行く理由、

そこでテレワークをする理由といいますか、ス

トーリーといいますか、そういったものを探し

ていらっしゃるというところがございます。

例えば、インターネット上のＥＣサイトで食

。材を扱っていらっしゃるところが食材を探すと

そのときに、宮崎県というのは非常に豊富な食

材がございます。この間、そういうマッチング

イベントもやったんですけれども、そういった
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中で、地元にある食だったり、あるいは歴史・

文化だったり、そういったものも含めて企業さ

んがなぜそこの地に行くのかというところを

しっかりストーリーづけしてプロモーションし

ていくことで、自分たちがここに来ることが単

なるワーケーション、テレワークだけではなく

て、プラスの付加価値というのを見つけられる

ような取組もしたいというお声もありました。

そういったところも一つヒントにしながら取

組を進めていって、宮崎県のほうにも目を向け

てもらえるようにプロモーションしてまいりた

いと考えております。

10名ぐらいのキャパしかなかった○西村委員

ところに、100名以上の問合せがあったみたいな

ことも実際に私も日向市のほうで聞いていまし

て、来たい人を逆に９割ふるいにかけて、あり

がたい話を断らざるを得ない。その背景には、

私も前の議会で質問したような調整区域のキャ

パや自然公園内の建物の条件があります。

これは商工観光労働部だけではどうにもなら

ないし、県全体で垣根を越えて県土整備部、環

境森林部等も一緒になってやらないと、せっか

くそこに立地したい、そこに行きたいけど、現

行法では無理だということ。私も、何度もそう

いう質問をさせてもらっていますが、そこをク

リアしていかないと、先ほど言ったように100人

来ても10人しか働けないということが現実にあ

りますので、ぜひ先導していただきたいと思い

ます。これは要望に代えさせていただきます。

もう一点、続けてさせていただきますが、今

度は観光推進課になります。

観光推進課の19ページ、20ページの事業は、

県の観光協会がやる事業と民間業者に委託する

事業があるんですが、御承知のとおり、コロナ

ウイルスの関係で、昨年来から観光業者の事業

。 、規模というのがかなり縮小をしています また

倒産件数も多い状況にある中で、どうやって民

間事業者がうまく活用できるのか、本当に息も

絶え絶えなところに予算だけ送っても、自分た

ちの事業資金だけでろくなことができないとい

うことになっては困りますし、実際に県内企業

はもう本当に事業ができないような状況にある

中で、県外企業ばっかり頼ってしまっても地場

企業の存続にも関わってくるという、何か非常

にジレンマがある事業だと思っています。まず

１点、県内の観光業者の現在の状況、倒産もし

くは大手だったら撤退も含めた状況を教えてい

ただきたいのと、この２つの事業に関しては民

間事業者に委託する部分のウエートがどのぐら

いあるのかを教えていただきたいと思います。

現状の観光事業者の経営○髙橋観光推進課長

状況につきましては、昨年以来ＧＯＴｏトラベ

ルですとか、県の独自の誘客キャンペーンによ

りまして、11月、12月にかけては上昇してきた

ところですが、第３波の影響ですとか、またそ

れに伴うキャンプの無観客等によりまして、い

ろいろ事業者の声も頂く中で非常に厳しい現状

にあると承知しています。

その中で、廃業という話もございましたが、

本日の宮崎日日新聞でも、例えば竹乃屋さんの

廃業という話もございましたし、また、昨年で

いいますと都城市の都城プラザホテルの廃業と

いう報道がなされていたりだとか、また九州内

でいいますと、例えば霧島の霧島国際ホテルで

すとか、また、福岡の老舗でございますタカク

ラホテルといったところも廃業といった報道が

頻繁に出でいると聞いております。

ホテルとかじゃなくて、この事業○西村委員

を委託する観光業者 ＪＴＢとか、ＨＩＳと─

か、そっちのほうの。
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旅行業８社につきまして○髙橋観光推進課長

も、廃業の具体的な件数というところまでは承

知をしていないのが正直なところではあるんで

、 、すけれども 同様に第３波の影響によりまして

。非常に厳しい現状であると承知してございます

もう一点の民間事業者に対する支援につきま

しては、例えば20ページのみやざき観光誘客再

生事業、民間事業者③という形で書かせていた

だいております。この具体的なイメージとしま

して、サイクリングにつきましては、県全体の

まとめ団体といたしまして、ひなたサイクリン

グ協会という民間の団体がございますが、そう

いったところを指して、今回、民間事業者とい

う形で書かせていただいております。予算額と

いたしましては、誘客効果の高いキャンペーン

である①、②辺りは特に重点的に配分をしてい

るところでございますので、全体の割合を見ま

すとそこまで多いという状況ではありません。

一方で、19ページの新しいニーズに対応した

観光地域づくり推進事業の②の分につきまして

は、全体予算額の中の大体2,000万円を想定して

いるところでございますが、この中で市町村、

民間事業者それぞれに対して幾らほど確保する

だとか、そこら辺は具体な設定はしておりませ

ん。当然今後、市町村、民間事業者からの申請

等を踏まえて、より効果の高い事業者に対しま

して支援をしていくという状況でございます。

同じように19ページですけれど○外山委員

も、4,500万円の予算は宮崎県の観光協会に委託

。 、するわけですよね 県の観光協会が日南市とか

あるいは延岡市や高千穂町の観光協会と連動し

て事業をやるわけでしょう。お金を各観光協会

に振り分けるの。これは、配分するということ

じゃないのですか。

こちらで具体的に、①の○髙橋観光推進課長

ほうで想定しておりますが、専門人材の配置と

いたしまして、具体的にその人材を雇わないと

いけない関係上、それに要する費用という部分

と、もう一つは、研修としまして、現状でも観

光みやざき創生塾というものを実施しており、

例えば講師の委託費とか会場を確保する費用な

。どをこの中で見ていくというものでございます

ということは、この4,500万円は宮○外山委員

崎県の観光協会に特化した予算なんですか。そ

こでセミナーの講師を雇ったり、いろんなセミ

ナーを開催するために充当する予算ということ

なんですか。

、○髙橋観光推進課長 この事業につきましては

①、②という形で書かせていただいておりまし

て、このうち①の部分につきましては、現状、

県観光協会が観光庁から地域ＤＭＯですとか、

地域連携ＤＭＯみたいな形で登録を受けている

状況なんですが、その中の要件の一つといたし

まして、しっかりと県のＤＭＯの中に専門人材

を配置して、観光地域づくりに対する支援やデ

ータの分析といったマーケティングの機能につ

。いてやっていくというものになってございます

一方、②の部分につきまして、県が各市町村

や民間事業者から具体的にこういった受入体制

支援をしたいといった申請を受けまして、それ

に対して、県観光協会ではなくて、県が支援す

るというものでございます。

ちょっと補足させて○丸山観光経済交流局長

いただきます。私も観光を長く担当しているの

ですが、新しいニーズに対応した観光地域づく

り推進事業という新しい仕組みをつくったとい

うふうに私は受け止めております。

といいますのが、①で県の観光協会をメイン

に人材づくりもやる。②は市町村と民間事業者

と書いてあるのですけれども、従来は県として
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は市町村に補助するというスキームだけで、市

町村にやる気がないとそういう整備がなかなか

行われないというのが実態でございました。

そこは、スキーム上は残っているんですけれ

ども、新たに①の人財づくりの研修で、すごく

勉強して自分で新しいものに取り組んでいきた

いとか、そういう投資意欲が出てくる民間事業

者が出てくることが狙いなんですけど、その人

たちを直接支援する方法がないかというような

思いの中で、県の観光協会から助成するスキー

。ムを新たにつくったというところでございます

額的にどこをどの程度というのは、これから実

際に研修を受けたりしていただきながら、何を

チャレンジしていくかというようなのが固まっ

ていく段階において県から市町村に出す分、そ

れから観光協会から先駆的な取組をされる民間

事業者の整備に出す分というようなところを、

そこ辺を見極めながらこのスキームを実現化し

ていこうというようなものでございます。

こういう事業に期待はするんです○外山委員

けれども、何となく見たときに、果たしてこれ

が実利を生むまでに発展する仕組みなのかなと

。 、一瞬思ったもんですから いろいろな会合とか

人を雇ったり、セミナーなどはするけれども、

何となく１年間4,500万円使った割には、何か終

わっちゃったなという。今のは少し理解できま

したけど、そこがぴんとこなかったので。

、○丸山観光経済交流局長 今まで人材のほうは

県を中心にやってきていまして、まさに座学的

な勉強会でした。その中で、一生懸命勉強して

新たなチャレンジをされる方もいらっしゃるん

ですけれど、さらにそこを実務的に盛り上げて

いこうという思いの下に、県観光協会に軸足を

置いて、そこで展開していただこうという取組

にしたというところでございます。

企業立地課でお願いしたいと思○前屋敷委員

います。歳出予算説明資料の275ページの企業立

地基盤施設整備事業ということで、先ほど御説

明もあったんですけれど、もうちょっと詳しく

お聞きしたいというのと、予算も昨年度よりは

増やされている中で、フリーウェイ工業団地な

ども、昨年は土地の買い戻しなどがあったりし

て、そのあれがないんですけれど、この中にそ

こも含まれている事業なのかどうか。

今の御質問の件ですけれ○大衛企業立地課長

ども、実は今まで事項は３本柱だったのですけ

れども、今回、フリーウェイ工業団地の維持管

理事業と県営団地の事業が２つあったのを１つ

にさせていただいた関係で予算が増えておるよ

うに見えるんですけれども、実は昨年と同額と

いうことでございます。

中身としましては、先ほど御説明しましたよ

うに、フリーウェイ工業団地の除草費であった

りとか、あるいは何か自然災害等で被害が出た

場合の復旧費とか、そういった予算を計上させ

ていただいているという状況です。

じゃあ、土地としては、フリー○前屋敷委員

ウェイ工業団地以外に新たなところがあるわけ

ではないんですね。

説明不足で申し訳ござい○大衛企業立地課長

。 、 、ません まず フリーウェイ工業団地が１つと

あとは学園木花台に今、バクスターとかが入っ

ているハイテク工業団地というのを、地域振興

整備公団が造っておりまして、そこの維持管理

経費もこの中に入ってございまして、その２つ

を従来から管理をしております。その分は、従

。来から変わっていないということでございます

木花台のはちょっと存じ上げて○前屋敷委員

おりませんでしたが、現状としてはどうなって

いるんですか。
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木花台につきましては、○大衛企業立地課長

今、富士フイルム系の薬品工場と、あとはバク

スターの工場、それから、１つはもともと工業

団地で予定しておったんですけれども、太陽光

、発電のソーラーパネルが設置してございまして

。用地としては完売されている状況でございます

では 次のページの企業立地フォ○前屋敷委員 、

ローアップ対策費で、企業立地促進補助金が６

億円でずっと推移しているということなんです

が、立地企業の契約が整った段階でいつも資料

、 。を届けていただき 見せていただいております

毎年総括もされて、どういう企業で、雇用だと

かいろいろまとめておられて、新年度の予算を

組まれるんでしょうけれども、毎年同じ金額で

推移していて、それだけの効果はどういうふう

に判断されておられるのか。

ここ数年、６億円でお願○大衛企業立地課長

いをしているところでございます。この補助金

につきましては、実は企業に対して交付するま

でに、私どもが皆さんに企業立地として今回認

定しましたというお知らせをしましてから、そ

こから工場を建てて、１年間操業していただい

て、その１年間ずっと雇用していただいた方に

対して雇用の補助金を交付することになります

ので、タイムラグがございまして、過年度に立

。地した企業に対して交付するものでございます

、基本的には企業に対して年度の予算の時期に

来年度補助金の要望はございますかと、申請さ

れますかとお話を伺った上で必要な額を計上さ

せていただいているという状況でございます。

これはいつも要望させていただ○前屋敷委員

いているんですけど、雇用の継続がしっかり図

られるといいますか、そして、正規の雇用とい

うことも言ってきたんですけれども、ぜひそこ

のところは把握していていただきたいなと思っ

ているところです。

282ページの観光推進課のところで、一番上の

行に広域観光協議会等負担金というのが4,800万

円余あるんですが、これは全国的な組織での協

議会だったですか。

こちらは、広域観光協議○髙橋観光推進課長

会等という形でまとめさせていただいておりま

すが、例えば現在でも熊本県、鹿児島県、宮崎

県の南九州３県で連携した、南九州広域観光ル

ート連絡協議会や九州全体を統括した組織、九

州観光推進機構への負担金ということで、そう

いったものを広域観光協議会等という形でまと

めて計上しています。

「等」ということで、南九州３○前屋敷委員

県また九州全体というところの協議会の負担金

ということですね。各県で連携して観光の推進

に当たるという点では、やっぱり必要な組織な

のかなというふうに思っているところです。

それと、もう一つお願いします。オールみや

ざき営業課の中で、287ページの国際交流推進事

業費の中の９番目ですが、外国人材受入環境整

、 。備事業 先ほど御説明もいただいたところです

これは、外国人の実習生も関わるんですか。

この事業は、○平山オールみやざき営業課長

大きく３つありまして、外国人住民等相談窓口

運営事業 カリーノの地下１階に設置してお─

りますみやざき外国人サポートセンターの運営

と地域日本語教育体制整備事業 これは、日─

本語教育を推進するために県内４地域にコー

ディネーターを配置しまして、各地域の外国人

住民のニーズを踏まえた日本語教育を実施して

いるものでございます。

したがいまして、技能実習生の方につきまし

ては、こういった相談事があるときにはサポー

トセンターで相談を受け付けておりますし、ま
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た 日本語教育を受けたいという方がいらっしゃ、

いましたら、各地域の日本語教室、あるいはカ

リーノ地下１階の日本語の教室といったところ

。に参加していただくというところでございます

直接実習生の方々をそこで、責○前屋敷委員

任持ってどうこうするという組織とは、これは

別ですね。分かりました、結構です。

２点お伺いします。○坂本副委員長

先ほど西村委員も触れられましたけれども 17、

ページの地方創生テレワーク推進事業、私もこ

のワーケーションの取組に関心を持っておりま

す。根本的な質問で、17ページの下にチャート

図が描かれていまして、テレワークを推進して

、 、いくことの中で どこで稼ごうとするというか

どこでお金を生むのかなと疑問を持っていまし

て、そこを教えていただきたいんですけど。

、○大衛企業立地課長 この事業につきましては

基本的に本県のテレワーク環境等をＰＲすると

いうこと、そして、トライアルという形でも来

ていただいて こちらのほうでテレワークをやっ、

ていただく。そして、県内の企業のサテライト

オフィスの運営者の方に施設の整備を支援する

と、そういった３本立てで考えております。お

金を生む部分としましては、まず県外から来て

いただくということになりますので、そこの交

通費や宿泊費、あるいは滞在中の消費というの

が一つあります。それから、サテライトオフィ

ス等の賃料というところになります。

企業誘致としましては、実は本来であれば拠

点設置までというところが大きくあるんですけ

れども、今回のこの事業ではそこまでのところ

ではなくて、これをきっかけに事業所の設置、

拠点の設置というところに将来的には結びつけ

ていきたいなというところもありまして、きっ

かけづくりのような事業という形で、こういう

事業を考えているところでございます。

私が、去年の10月にオープン○坂本副委員長

したばかりの名護市にありますカヌチャリゾー

トというところのワーケーション施設を視察に

行ったんです。ここは、かなり早い時期にオー

プンしました。理由を聞きますと、新型コロナ

の影響は関係なく、当初からワーケーションを

積極的に取り組んでいこうということで、かな

り先駆けとして準備万端で進められていたとい

。 、う印象を受けました 御承知かもしれませんが

そこはゴルフ場とか宿泊施設があって、そもそ

もリゾート施設がある中に仕事ができる環境を

つくるという、そういった事業を新しく立ち上

げられたということで、かなり高級なリゾート

施設なんですけれども、ワーケーション施設の

利用料自体はかなりお安かったんです。

それで、もともとリゾートでお金を生む。そ

こに誘客するための一つのオプションとしてワ

ーケーション施設を構えたという、そういうこ

とをなさっていて、こういうやり方であれば成

立するのかなと、私自身は思っておりました。

、 、今 計画としてきっかけとおっしゃったので

それはすごく大事だと思うんですけれども、県

内に今言いました名護市のケースを当てはめた

ときには、具体的に会社名出すのは控えますけ

ど、もともとゴルフ場とかがあって、そこにお

客さんを呼んでくるためという一つのスキーム

ができれば、この事業自体のお金を落とすとこ

ろとして、県外企業サテライトオフィスプラス

地元のホテルとか、観光をなりわいにされてい

る企業にも支援の手を入れたほうが、より長続

きする形で取り組めるんじゃないかなと思った

もんですから、申し上げたところなんです。

今の副委員長の御指摘の○大衛企業立地課長

点は、本当に大事な点だと思っております。実
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際に、例えば県内のホテルあるいはリゾートホ

テル 皆さんが思い浮かべられるような施設─

におかれましては、既にもうワーケーションプ

ランみたいな形で商品を造成されて、一生懸命

に販売されておられます。

今回は間に合わなかったんですが、ある企業

、からはこの事業についてぜひ聞かせてほしいと

できれば一緒に連携したいという申出も頂いて

おりまして、そういう視点もこの中に盛り込み

ながら、特にプロモーションでありますが、そ

ういったところも一緒に宮崎県を発信する中で

は欠かせない部分だと思っておりますので、ぜ

ひ勉強しながらやっていきたいということ。

それからあとは、県内のワーケーション施設

で、いわゆるサテライトオフィスというのが民

間事業者でも20施設ぐらいございます。宮崎市

内だけではなくて、県内に結構ございます。最

近では、先ほども言いましたけれども、西都市

であるとかいろいろなところに市町村で設置さ

れており、例えば、椎葉村のＫａｔｅｒｉｅと

いう施設も、そういうものを目指して造られた

施設でありますけれども、それぞれいろいろな

組み方があると思いますので、各地域の状況に

応じて県としても連携してやっていきたいと

思っております。

もう一点、観光推進課のほう○坂本副委員長

にお伺いします。20ページのみやざき観光誘客

再生事業についてですが、事業内容の④のとこ

ろに国際定期便の復便対策ということで、海外

からの誘客を将来的にまた復活させるという見

込みで立てられているかと思います。

これはちょっと一般論として、昨年はかなり

影響が出たと思うんですけれども、一昨年まで

、国全体としては海外からのお客さんというのは

圧倒的に中国からの訪日客というのが多かった

と思うんです。それで、多分割合でいうと、こ

この韓国、台湾を合わせたぐらい、ひょっとし

たらそれ以上の訪日客というのは中国から来て

いると思うのですが、中国向けの誘客というの

は今までどう取り組んでこられたのか、また、

これからどういうふうに取り組んでいかれるの

。かというのを教えていただきたいんですけれど

本県は、インバウンドに○髙橋観光推進課長

つきまして、中国本土からの誘客といいますの

は非常に少ない状況でございまして、本県や周

辺の鹿児島空港に直行便のある台湾、香港、韓

国辺りが非常に大きい状況でございました。

今後、当然すぐに人に来ていただくようなこ

とは難しいと思いますので、海外事務所を通じ

ていろいろプロモーションを展開させていただ

くとともに、最近ですとデジタルプロモーショ

ンという形で情報発信をして、どういったコン

テンツが海外の観光客に受けるのか等をちゃん

と把握するような取組も、今年度から実際に中

国、特にタイといった今後非常に増えることが

見込まれるような国を対象として展開をさせて

いただいているところでございます。

来年度、再来年度につきましても、その事業

、 、を使って しっかりと誘客できるようになれば

プロモーションだけではなくて、ＯＴＡ等とも

連携しながら実際に予約をできるようなことに

なっていければなと現状考えているところでご

ざいますが、なかなかすぐには難しいところで

ございます。

ほかにありませんか。○武田委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、○武田委員長 ないようでありますので 次に

その他報告事項に関する説明を求めます。

。○髙橋観光推進課長 観光推進課でございます

その他報告事項といたしまして、常任委員会
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資料の26ページをお開きください。

県営国民宿舎の営業再開についてでございま

す。

県営国民宿舎につきましては、昨年５月から

緊急事態宣言等を踏まえまして休業しておりま

したが、昨年11月議会の中で御議決を頂きまし

た次期指定管理者の営業が再開されますので、

今回、御報告をさせていただく次第でございま

す。

現在は、４月の営業再開まで、現指定管理者

でございます宮交ショップアンドレストラン株

式会社と次期指定管理者との間で、業務や雇用

の引継ぎが行われている状況でございまして、

現状、順調に進んでいると伺っているところで

ございます。

まず、１の営業開始日でございますが、令和

３年４月１日を予定してございます。

なお、次期指定管理期間につきましては、令

和３年度から３か年の令和６年３月31日までと

してございます。

運営の概要でございます。

まず （１）のえびの高原荘につきましては、、

指定管理者は株式会社レジャークリエイトホー

ルディングスでございます。具体的には日南市

でカームラナイハーバーというグランピング事

業ですとか、またスポーツジム等々を展開され

ている事業者でございます。

今回、②の名称といたしましては、これまで

愛称をえびの高原荘という形で呼んでございま

したが、今回新しく「ホテルピコラナイえびの

高原」へと変更する予定としてございます。ち

なみに「ピコ」と「ラナイ」という形で言葉を

、 、使わせていただきますが それぞれハワイ語で

「ピコ」は頂上 「ラナイ」はバルコニー、ベラ、

ンダを意味する用語でございます。

③の主な取組でございますけれども、現状、

レジャークリエイトホールディングスさんのほ

うで、日南市油津でカームラナイハーバーとい

うグランピング施設を展開されてございますの

で、そういったところのノウハウを生かしなが

ら、国民宿舎の敷地内でグランピングサービス

を提供するなど、えびの観光の新たな魅力を創

出し、インターネット予約サイト等の積極的な

活用による集客強化を図るということとしてご

ざいます。また、地元の食材の積極的な活用な

ど、閑散期、多客期の時期に対応した魅力的な

宿泊プランを造成すると伺っております。

、 、次に 県営国民宿舎高千穂荘につきましては

①の指定管理者につきましては、株式会社ケイ

メイでございまして、宮崎市の宮崎グリーンホ

テル等のホテルを展開されている事業者さんで

ございます。

②の名称につきましては、現状のホテル高千

穂という愛称から変更は加えないということで

聞いております。

③の主な取組でございますが、例えば大浴場

につきまして、光明石という石を入れることに

よって、天然温泉ではないんですが、人工温泉

ができるというふうなところがございまして、

そういった人工温泉の導入ですとか、夜間にお

けるイベント開催等による新たな魅力を創出し

まして、インターネット予約サイト等の積極的

な活用による集客強化を図るとともに、地場の

和牛や野菜といった地場産品を積極的に使うな

ど、地域と連携した魅力的な宿泊プランを造成

すると伺っているところでございます。

３の管理業務の継続に向けた県の対応でござ

います。これまでの課題といたしましては、例

えば施設経営の課題の分析が逐一把握できてい

なかった、十分ではなかった、そういったよう
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な反省がございましたので、これを踏まえまし

て四半期ごとに指定管理者から提出される業務

報告等の精査ですとか、現場でのヒアリング等

を適切に実施いたしまして、施設の管理運営状

況、課題の把握・分析をしっかりと行ってまい

ります。それとともに、利用者の増加とか収支

改善に向けた適切な指導を行うなど、県として

もワンチームでしっかりと支えていく対応をさ

せていただきたいと考えてございます。

オールみやざ○平山オールみやざき営業課長

き営業課から、特約店方式による福岡地区のア

ンテナショップ開設について御説明させていた

だきます。

お手元の商工建設常任委員会資料の27ページ

をお開きください。

このアンテナショップにつきましては、１の

概要にございますとおり、大阪の堺みやざき館

ＫＯＮＮＥに次いで２例目となる特約店方式と

して設置するものでございます。

特約店方式につきましては、米印で書いてお

、 、りますけれども 民設民営の店舗に対しまして

店舗の名称としてＫＯＮＮＥの使用を許諾する

方式でございます。

設置・運営主体は２にありますとおり、株式

会社ＰＵＮＣＨ―ＬＩＮＥでございます。

資料の一番下、参考欄を御覧ください。

ＰＵＮＣＨ―ＬＩＮＥ社の代表取締役であり

ます濵﨑淳氏は本県日南市の出身で、イベント

企画や飲食店経営などの事業を幅広く展開され

ていらっしゃいまして、現在、北九州宮崎県人

。会の副会長兼事務局長を務められておられます

３の店舗の名称ですけれども 「博多みやざき、

館ＫＯＮＮＥ」という名称としております。

店舗の設置場所につきましては、４の店舗の

概要の（１）にございますとおり、ＪＲ博多駅

の博多口にあります博多バスターミナルの２階

となります。

主な取扱商品は、加工品、農産物、飲料、酒

類等、約100品目となっております。店舗の面積

が12坪程度ということで、この100品目をここで

販売するというような形になります。

５の開設日ですけれども、３月22日午前10時

オープンを予定しております。

営業時間につきましては、午前10時から午後

８時までで、店休日は博多バスターミナルに準

じるとしております。

、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から

このオープニングの式典につきましては行わな

い予定としております。

福岡地区のアンテナショップの設置につきま

しては、これまで県内事業者や在福の関係者か

ら設置を要望する多くの声を頂いております。

県としましては、今回の開設によりまして、県

産品の認知度向上や販路拡大、観光誘客にも寄

与するものと考えておりますことから、積極的

にこの博多みやざき館ＫＯＮＮＥをＰＲすると

ともに、情報発信の拠点として連携した取組を

行ってまいりたいと考えております。

執行部の説明が終了しました。○武田委員長

質疑はありませんか。

福岡地区のアンテナショップの開○西村委員

設ということで、県人会をうまく活用してお互

いにウイン・ウインのよい方法だと思います。

東京と堺と今度福岡ということを考えると もっ、

と協力体制を取っていけば、全国各地に増やす

ことができ、大阪に関しても、１店舗じゃなく

て２店舗でも３店舗でもできないものかなと思

うところです。

皆さん方の業務もありますし、また、濵﨑さ

んみたいな一般の企業の人が 私がやるって言っ、
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てくれたらいいんですけど、なかなか手を挙げ

てこないものなのか。どっちも原因があると思

うんですが 何かしらのハードルがあるのでしょ、

うか。宮崎県として今後、このアンテナショッ

プを、日本全国に拡大していく気持ちがあるの

かをまず伺いたいと思います。

アンテナ○平山オールみやざき営業課長

ショップにつきましては、販路拡大に有効な施

策であると考えております。今回、博多にでき

るということで、我々としても長年の課題であ

りました東京、大阪、福岡にアンテナショップ

が整うということで、連携した取組により、販

路拡大を進めたいと考えております。

新宿みやざき館ＫＯＮＮＥのような店舗を県

が設置、整備し、物産貿易振興センターに運営

を委託するという方法には、県の財政状況が極

めて厳しい状況におきまして限界があると考え

ております。

一方、今回のような民設民営型の特約店方式

につきましては、ハード整備の県の財政負担な

く開設できますことから、条件を満たして意欲

を示す運営主体がある場合には、そういった方

を積極的に活用いたしまして、アンテナショッ

。プの展開を図ってまいりたいと思っております

しかし、ＫＯＮＮＥという商標の使用を許諾

するに当たり、条件をつけておりまして、物産

貿易振興センターの会員であること、常時10社

以上かつ100品目以上の県産品を扱うこと、県産

品のＰＲに寄与することが明確に認められるこ

と、この商標を使用して１年以上にわたって継

続して営業することといった条件をつけており

ます。この10年間ぐらいはこの商標使用のお話

はありませんでしたので、そういった条件をク

リアする意欲ある経営者が現われた場合には、

。積極的に支援してまいりたいと考えております

今、説明をいただいたとおりだと○西村委員

思います。新宿のＫＯＮＮＥでさえも、最終的

に民設民営でやっていただいたほうが、県の投

資リスクもないし、県産品のアピールにつなが

れば結果的によいと思います。例えば毎年の４

月であるとか、期ごとに広く募集しますよとい

うのを県のほうから訴えていかないと、手を挙

げるところすら私は出てこないと思います。

一方、別の県産品のアピール事業でいろいろ

なデパートで販促をされたりするんですが、そ

ういった予算を毎年かけていくよりも、民設民

営でこのような拠点を造って、その拠点を中心

にアピールしたほうが継続的な宮崎県産品の販

路拡大につながっていくと感じます。今まで私

も四角四面に、物産貿易振興センターが絶対や

らなくちゃいけないみたいな考えがあったので

すが、こういったものが広がっていくというの

は、アンテナショップが全国から東京に進出し

ているような事例を考えますと、逆に東京以外

のところに広げていくというのもいいんじゃな

いかなと思いました。

これは、今後の大きな戦略になると思います

し、物産貿易振興センターとの協力体制も必要

だと思いますので、部長、ぜひいろいろ考えて

いただきたいと思います。

大変重要な御指摘だ○松浦商工観光労働部長

と思います。みやざき館ＫＯＮＮＥという名前

をつけるかどうかというのはとりあえず置いて

おいたとしても、県産品をＰＲする拠点を確保

していくというのは非常に大切なことであると

私も常々考えているところです。ＫＯＮＮＥと

いう名前でいくのか、あるいはイベントを常時

させていただけるような場所、拠点として別の

名前にするのかということも考えながら、県産

品が認知されていくような形を考えていきたい
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と思っております。

一点教えてください。県営国民宿○田口委員

舎のえびの高原荘ですが、主な取組でノウハウ

を生かしたグランピングサービスの提供とあり

ますが、グランピングとは今はやりのテントを

常設している高級な感じのものですか。

おっしゃるとおりでござ○髙橋観光推進課長

いまして、大きくて強い構造の常設テントがあ

ります。その中に、ベッドやちょっとした冷蔵

庫、冬であれば暖房器具があったりします。床

は木で基盤が組んであるのですが、キャンプの

ちょっと豪華バージョンのようなものを想定し

ていただければと思います。

こちらのグランピング事業につきましては、

４月１日からというのは難しいのですが、４月

中には敷地内に４張ほど設営し、営業を開始す

る予定でございます。

それの建設費は 県ではなくレジャ○田口委員 、

ークリエイトホールディングスが負担するので

すか。

おっしゃるとおりでござ○髙橋観光推進課長

いまして、基本的にはレジャークリエイトホー

ルディングスが自分でお金を出して設置するも

のでございます。場合によっては県の補助金が

一部使える部分がございまして、それを使って

いくということはあるのですが 基本的にレジャ、

ークリエイトホールディングスが自主的な事業

、 。として 自らお金を使って設置されるものです

資料の主な取組の最初にノウハウ○田口委員

を生かしたとありますが、この会社はもう既に

このようなことを何か所かでやっているという

ことですか。

レジャークリエイトホー○髙橋観光推進課長

ルディングスにつきましては、日南市でカーム

ラナイハーバーというグランピングと、サップ

といったアクティビティーを展開をされてござ

いまして、そこで培ったノウハウを踏まえて、

えびの高原荘の敷地内で展開されます。

ほかに質疑はありませんか。○武田委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上で企業立地課、○武田委員長

観光推進課、オールみやざき営業課の審査を終

了いたします。

暫時休憩いたします。

午後２時33分休憩

午後２時36分再開

再開いたします。○武田委員長

各課の説明及び質疑が全て終了いたしました

ので、これより総括質疑を行います。商工観光

労働部全般について質疑はありませんか。

去年からのコロナの影響で、各産○山下委員

業が疲弊してきております。いつ沈静化し、安

全、安心な地域生活が営まれるかはワクチン接

種次第であり、まだ見通せない状況なのですけ

れども、商工関係の皆さん方ですから、今年度

中には各企業間の状況把握をしっかりとしてい

ただいて、宮崎県の経済浮揚のサポートをお願

いをしておきたいと思っています。

また、随時様々な補正予算が出てくるだろう

と思います。皆さん方商工だけでなく、県庁の

横の連携をしっかりとっていただいて、政策を

。実行していただくことを要望したいと思います

今年度の最大の課題○松浦商工観光労働部長

は、コロナにどう対応していくのかということ

であったと思っております。県議会の皆様、そ

れから委員にも県民の皆さんからたくさんの御

意見があったのではないかと思っております。

我々のところにも、直接いろんなお声があった

ところです。
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財政上の制約もあり、全てに対して100点満点

の答えを出すのは難しいですが、委員の方から

もいろんな御意見を頂きながら、どういったと

ころに対策を打っていくべきなのかを私どもと

しても一生懸命考えながら、何とかこの第３波

まではそれなりの形では乗り切ってこれたのか

なと思っております。

また、今、委員より御指摘がありましたよう

に、本当の勝負はこれからだと思っています。

借入れをした事業者の皆さんは、それを返して

いかなきゃいけない。休業をしていて雇用調整

助成金をもらっている事業者は、事業を再開し

、たらそれがなくなるということがありますので

本来の事業の形に戻していくという中で、いろ

んなことが出てくるだろうと思っています。

御指摘のように、我々もいろいろなところに

アンテナを張って、どこにどういった対策が必

要なのかということは考えていかなければなら

ないと思っております。我々の使命は、少なく

とも元の状態にまず戻すことだと思っておりま

すので、最大限努力をしてまいります。皆様方

の御指導をよろしくお願いしたいと思います。

今、部長もお話になられました○前屋敷委員

が、今度の予算の中でも雇用には重点を置かれ

ているなと思いました。先ほど質疑もさせてい

ただきましたけれど、女性や高齢者、それから

中途採用の対策も。質疑はできませんでしたけ

ど、高校生や大学生の就職問題をどうするかと

いう点では、雇用がないと生活そのものも成り

。 、 、立ちません そして今 部長も言われましたが

どこも営業が元の軌道に早く戻らないと、そこ

での雇用も安定しないということもあります。

地域の経済も潤すことになりますので、雇用対

。策も十分強めていっていただきたいと思います

委員が言われました○兒玉雇用労働政策課長

とおり、雇用の問題については、県民の最大の

関心事の一つだと思っております。企業の努力

によりまして、何とか今雇用が維持をされてい

ると思っております。国も対策をいろいろ取っ

ておりますが、県も引き続き適宜適切な対応を

心がけてまいりたいと考えておりますので、今

後とも御指導をよろしくお願いいたします。

よろしいですか。○武田委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、請願の審査に移りま○武田委員長

す。

継続請願第３号、労働者支援の拡充を求める

請願について、執行部から何か説明があります

か。

特にございません。○兒玉雇用労働政策課長

その他、委員からは何かありま○武田委員長

すでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって商工観○武田委員長

光労働部を終了いたします。執行部の皆さん、

お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時42分休憩

午後２時44分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

明日の委員会は午前10時の開会とし、県土整

備部の審査を行います。

それでは、以上をもって本日の委員会を終了

いたします。

午後２時44分散会
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午前９時57分再開

出席委員（８人）

武 田 浩 一委 員 長

坂 本 康 郎副 委 員 長

外 山 衛委 員

山 下 博 三委 員

西 村 賢委 員

日 髙 利 夫委 員

田 口 雄 二委 員

前屋敷 恵 美委 員

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

県土整備部

県 土 整 備 部 長 明 利 浩 久

県土整備部次長
吉 村 達 也

（ 総 括 ）

県土整備部次長
西 田 員 敏

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
石 井 剛

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 松 新廣

部参事兼管理課長 斎 藤 孝 二

用 地 対 策 課 長 伊 豆 雅 広

技 術 企 画 課 長 境 光 郎

工 事 検 査 課 長 杉 本 一 隆

道 路 建 設 課 長 国 府 紀 夫

道 路 保 全 課 長 有 馬 誠

河 川 課 長 小 倉 弘 康

ダ ム 対 策 監 平 島 充 治

砂 防 課 長 小 牧 利 一

港 湾 課 長 平 部 隆 典

空 港 ・ ポ ー ト
大 浦 浩一郎

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 横 山 義 仁

美しい宮崎づくり
梅 下 利 幸

推 進 室 長

建 築 住 宅 課 長 金 子 倫 和

営 繕 課 長 巢 山 昌 博

設 備 室 長 日 髙 誠

高速道対策局次長 多 田 昌 志

事務局職員出席者

井 尻 隆 太議 事 課 主 査

増 本 雄 一議 事 課 主 査

おはようございます。委員会を○武田委員長

再開いたします。

当委員会に付託されました令和３年度当初予

算関連議案等について、部長の概要説明を求め

ます。

おはようございます。県○明利県土整備部長

土整備部でございます。よろしくお願いいたし

ます。

説明の前に、まず御報告を申し上げます。

申し訳ありませんが、着席させていただきま

す。

高速道路についてでございます。

今月４日に国土交通省から、九州中央自動車

道高千穂 雲海橋交差点間における新規事業採―

択時評価手続の着手につきまして、また翌５日

には東九州自動車道高鍋 西都間の一部を４車―

線化の候補箇所に選定との発表がございまし

た。今後、それぞれ新規事業化に向けた手続の

最終段階に入ることになります。整備促進のた

令和３年３月10日(水)
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めに、力強い御支援をいただいております商工

建設常任委員会をはじめ、関係者の皆様に心よ

り感謝を申し上げますとともに、両区間の事業

化決定及びその後の事業推進に、そして県内高

速道路の一日も早い全線開通と４車線化を目指

して、引き続き全力で取り組んでまいりますの

で、皆様の御支援、御協力のほどお願い申し上

げます。

それでは、今回の委員会で御審議いただきま

す県土整備部所管の議案につきまして、概要を

御説明いたします。

お手元に配付しております商工建設常任委員

会資料の表紙をめくっていただきまして、目次

を御覧ください。

まず、議案につきましては、一般会計予算案

のほか予算議案が２件、特別議案が６件であり

ます。

また、その他報告事項といたしまして、県営

住宅の空き住戸を活用した地域活性化事業の実

施について、御報告いたします。

資料の１ページをお開きください。

県土整備部の当初予算等の概要一覧でありま

す。

令和３年度当初予算額は、黄色で表示してお

りますが、下から５行目の一般会計が714億円

余、下から２行目の特別会計が20億円余、部の

予算合計は一番下で734億円余となりまして、

令和２年度当初予算と比較しますと、これは約

２割減であります。

これは、国土強靭化の予算を令和２年度は当

初予算で計上しておりましたが、新たな５か年

加速化対策におきましては、初年度分が国の令

和２年度第３次補正予算で措置されたことに伴

いまして、県は２月補正で計上しているためで

ございます。

なお、黄色の欄には令和２年度２月補正の国

土強靭化分を、またピンク色の欄には国土強靭

化分と令和３年度当初予算を合算したものを表

示しており、このピンク色の欄と令和２年度当

初予算を対比しますと、一番下の右になります

が、予算合計で109.4％となっております。

次に、資料の12ページをお開きください。

12ページから13ページは、説明は省略いたし

ますが、令和３年度の県土整備部の主な事業を

宮崎県総合計画アクションプランにおけるプロ

グラム別に整理したものでございますので、後

ほど御覧ください。

なお、議案及び別冊で配付しております決算

特別委員会の指摘要望事項に係る対応状況につ

きましては、担当課長等からそれぞれ御説明い

たします。

部長の概要説明が終了いたしま○武田委員長

した。

引き続き説明をお願いしますが、４班に分け

て議案の説明と質疑を行い、最後に総括質疑の

時間を設けることといたしますので、御協力を

お願いいたします。

また、歳出予算の説明については、重点事業

・新規事業を中心に簡潔明瞭に行い、併せて決

算における指摘要望事項に係る対応状況につい

ても、説明をお願いいたします。

それでは、管理課、用地対策課、技術企画課

の審査を行います。

議案に関する説明を求めます。

管理課であります。○斎藤管理課長

それでは、県土整備部令和３年度の当初予算

について、委員会資料の３ページをお開きくだ

さい。
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事業ごとに御説明いたします。

まず、２、補助公共・交付金事業であります

、 、 、が 太線で囲んだ当初予算額 Ｃの欄の一番下

合計で322億円余であります。

主な内容でありますが、道路では、国道219

号岩下工区等の道路整備や国道218号等の橋梁

老朽化対策、河川では、三財川等の河川改修、

砂防では、椎葉村の鹿野遊谷川において砂防ダ

ムの整備を行っていますが、３年度はその上部

の斜面の法面工事などを行う予定であります。

港湾では、細島港の16号岸壁の整備で、ケー

ソンの製作を行っており、３年度はその据付け

を行う予定であります。

次に、４ページをお開きください。

３、県単公共事業であります。太線で囲んだ

当初予算額、Ｃの欄の一番下、合計で159億円

余を計上していますが、このうち防災・減災、

国土強靱化対策分は57億円余であります。

これは、補助・交付金事業との一体的な整備

により、一層の効果を見込まれる県単独事業で

あります。主に道路では緊急輸送道路等の舗装

補修を、河川では河道掘削や堆積土砂撤去など

を予定しております。

次に、５ページを御覧ください。

４、直轄事業負担金でありますが、太線で囲

んだ当初予算額、Ｃの欄の一番下、合計で59億

円余であります。国が予定している主な事業と

いたしましては、道路では国道220号で、伊比

井潮風トンネルが開通した北区間や昨年11月に

中心くい打ち式があった南区間での整備、河川

では大淀川の河川改修や岩瀬ダム再生整備、高

速道路では東九州自動車道の清武南 日南北郷―

間や九州中央自動車道の五ヶ瀬高千穂道路の整

備などであります。

次に、６ページをお開きください。

５、災害復旧事業でありますが、災害発生時

に速やかに復旧を行うための予算となってお

り、太線で囲んだ当初予算額の一番下、昨年同

様、合計で90億円余であります。

次に、７ページを御覧ください。

６、課別内訳でありますが、後ほど歳出予算

説明資料で担当課長等から御説明いたします。

次に、８ページをお開きください。

一般会計の債務負担行為の追加であります

が、これは道路建設課の公共道路新設改良事業

などの工事契約で、工事期間が年度をまたがり

ますことから、債務負担行為の設定をお願いす

るもの等であります。

10ページにかけて、債務負担行為を設定する

事業や工事内容につきまして、事業ごとに記載

しております。

10ページをお開きください。

表の一番下、合計で31件の125億円余であり

ます。

、 、部の予算につきましては 以上でありますが

続いて管理課の令和３年度当初予算を御説明い

たします。

歳出予算説明資料の361ページをお開きくだ

さい。

当課の当初予算額は、左から２列目、19

億2,421万8,000円であります。

以下、主なものを御説明します。

363ページをお開きください。

まず、表の上段 （事項）職員費は15億3,519、

万9,000円で、管理課及び土木事務所などの人

件費であります。

次に、一番下の（事項）建設技術センター費

は１億2,121万7,000円です。
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364ページをお開きください。

建設技術センターの施設・設備等の維持管理

費や産業開発青年隊の運営業務に伴う指定管理

料などであります。

次に、表の下段 （事項）建設業指導費は２、

億4,530万1,000円で、建設業の許可や経営事項

審査に要する事務費のほか、３のみやざき建設

産業経営力強化支援事業では、建設業者の経営

基盤の強化等を図るために資金調達に対する支

援や新分野への進出に対する支援などに要する

経費であります。

また、４の建設産業の未来を担う人づくり促

進強化事業では、建設業者等の若年技術者を確

保・育成するための取組を支援する経費であり

ます。

そして、７の新規事業、建設産業のスマート

・デジタル化推進事業でありますが、説明につ

きましては委員会資料の14ページをお開きくだ

さい。

１の事業の目的・背景でありますが、建設産

業の魅力や持続可能性を高めるため、公共工事

等における施工及び施工管理のＩＣＴ化や現場

管理のデジタル化等を推進するとともに、接触

機会の低減による建設現場における新型コロナ

ウイルス感染症対策を図るものであります。

２の事業の概要でありますが 予算額は1,920、

万円、財源は新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金で、事業期間は令和３年度の

単年度であります。

事業内容といたしましては、まず①ｉ Ｃｏ―

ｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの推進ですが、県内企業

等を対象として、建設ＩＣＴに関する研修や県

発注のＩＣＴ活用工事におけるフィールド演習

会等を開催し、公共工事におけるＩＣＴ化への

取組を加速させ、②建設キャリアアップシステ

ム登録推進支援では、国において進められてい

るキャリアアップシステムへの登録に向けて導

入に必要な初期費用の一部を助成し、技能者の

適切な評価や処遇改善、現場管理の負担軽減に

つながるものと考えています。

最後に、３の事業の効果でありますが、これ

らの取組により、コロナ対策のみならず、建設

産業の担い手不足の解消や経営力の向上につな

げ、将来活躍できる環境づくりを進めてまいり

ます。

用地対策課であります。○伊豆用地対策課長

まず、当課の当初予算について御説明をいた

します。

お手元の歳出予算説明資料の365ページをお

開きください。

当課の当初予算額は、一般会計が５億7,066

万円、特別会計の公共用地取得事業特別会計が

６億9,114万2,000円、一般会計と特別会計を合

わせまして12億6,180万2,000円でございます。

以下、主なものについて御説明いたします。

367ページをお開きください。

まず、一般会計でありますが、ページ中ほど

の（事項）収用委員会費1,998万2,000円であり

ます。

これは、収用委員の報酬のほか、収用裁決に

必要な土地や物件の鑑定料など、委員会の運営

に要する経費でございます。

次に その下の 事項 用地対策費495万2,000、 （ ）

円でございます。

これは、登記事務委託料など、用地対策の推

進に要する経費であります。

次に、368ページをお開きください。

（事項）特別会計繰出金４億8,514万2,000円
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であります。

これは、次に説明いたします特別会計の公共

用地取得事業特別会計の事業費として一般会計

から繰り出すものであります。

続きまして、369ページを御覧ください。

公共用地取得事業特別会計であります。

当初予算額は６億9,114万2,000円でありま

す。説明欄１の公共用地取得事業費４億8,514

万2,000円は、主に用地の先行取得や代替地取

得のための用地補償費及び事務費であります。

説明欄２の一般会計への繰出金２億600万円

は、先行取得した用地を事業課及び国に引き渡

した際の収入及び県が代替地として取得した用

地を地権者に売却した際の収入を一般会計へ繰

り出すものであります。

技術企画課であります。○境技術企画課長

当課の令和３年度当初予算（案）について、

御説明します。

歳出予算説明資料の371ページを御覧くださ

い。

当課の当初予算額は３億7,997万8,000円であ

ります。

以下、主なものを御説明します。

373ページをお開きください。

初めに、中ほどの（事項）土木工事積算管理

検査対策費7,517万7,000円ですが、これは設計

単価調査、工事実績管理及び施工体制の重点点

検等に要する経費であります。

下の説明の欄の１の労務及び建設資材単価の

調査4,103万1,000円は、公共事業の積算におけ

る単価を設定するために労働者の賃金や建設資

材などの実態調査を行うものであり、また３の

公共工事品質確保推進事業3,171万円は、公共

工事の品質確保に向けた施工体制監視チームに

よる点検や県内技術の活用や地産地消の推進を

図るためのシステムの運用などを行うものであ

ります。

次に、一番下の（事項）公共工事技術力向上

事業費の207万7,000円であります。

374ページをお開きください。

一番上のふるさとみやざき土木の魅力発信事

業につきましては、公共事業や建設産業の重要

性について、若者をはじめ広く県民の理解を深

めるため、小中学生、高校生、大学生を対象と

した出前講座、現場見学会などを実施するもの

であります。

最後に、一番下の（事項）入札システムデジ

タル化推進事業費でありますが、これにつきま

しては委員会資料で御説明します。

委員会資料の15ページをお開きください。

新規事業、入札システムデジタル化推進事業

であります。

１の事業の目的・背景ですが、総合評価落札

方式の入札に必要な各種情報のデジタル化や入

札手続のシステム化により、業務の効率化と正

確性向上を図るとともに、受発注者間の対面機

会の削減による新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止を図るものです。

次に、２の事業の概要です。

予算額は、3,500万円、事業期間は令和３年

度の単年度です。

事業内容は、①の確認書データベースシステ

ムの構築、②の電子申請システムの構築、③の

電子入札システムの改修により、入札手続のデ

ジタル化を行うものです。

下のイメージ図を御覧ください。

上側の導入前の現在におきましては、入札参

加に必要な資料を工事ごとに建設会社が紙媒体
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で作成、提出し、発注機関は、内容の審査等を

行っており、多くの作業が必要となっておりま

す。

下側の導入後は、入札手続に必要な各種情報

のデータベース化が図られ、建設会社が自社の

パソコンで電子申請をすることにより、落札候

補者決定までの一連の作業が自動化されます。

これにより、３の事業の効果にありますよう

に、受発注者双方の事務作業が大幅に削減でき

るなど、働き方改革にも寄与するとともに、押

印の廃止や新型コロナウイルス感染症の感染防

止対策につながるものです。

委員会資料の28ページをお開○斎藤管理課長

きください。

議案第38号、土木事業執行に伴う市町村負担

金徴収についてを御説明いたします。

これは、令和３年度の土木事業に要する経費

に充てるため、５つの事業につきまして、記載

の負担率のとおり、市町村負担金を徴収するこ

とを、地方財政法第27条等の規定により、議会

の議決に付するものであります。

、 、なお これらの負担金の徴収につきましては

既に関係市町村からの同意は得ております。

説明は、以上であります。

執行部の説明が終了しました。○武田委員長

質疑はありませんか。

今、議案第38号の市町村負担金徴○西村委員

収について伺ったんですが、これは市町村の同

意を得ているということでありましたが、私た

ちが地元の会合に出ると、港湾予算の10分の１

の負担は重過ぎると聞きます。特に私の地元は

６万人の市民の財政力ではとてもできないよう

な大きな港である細島港を抱えておりますの

で、１回当たりの事業費が非常に大きいです。

それゆえに地元としては潤っている部分も当

然あるんですが、立地企業を見ますと、最近で

は中国木材のような企業が進出してくれました

けれども、旭化成のような延岡を中心とした企

業がほとんどであります。この配分について、

県北の自治体で割りましょうという話が地元か

らは出るんですが、県としてはどのように話を

聞いているのか伺いたいと思います。

地元の負担が非常に大きいと○平部港湾課長

いう話もございますけれども、港湾を整備する

ことによる地元への経済波及効果も非常に大き

いものと考えております。

議員おっしゃるとおり、いろんな地域に関わ

るんじゃないかという御意見もありますけれど

も、この負担金は全国的に見ましても、細島港

であれば日向市、油津港であれば日南市といっ

た地元から負担をいただくという形になってお

ります。

先ほど申し上げました経済波及効果も非常に

大きいので、地元自治体の方には御理解いただ

きながら整備を進めていきたいと思っていると

ころでございます。

課長のおっしゃるとおりなんです○西村委員

が、細島港だけを考えると、先ほど申し上げた

とおり、６万人の市民で抱えられる港ではない

のと、県全体の中でも重要港湾として全体的な

活用をしていくという方向性は示されているの

で、今整備中のものもや今後の整備しなきゃい

けない部分も含めて、１年でも５年でも早く整

備が進めたところです。しかし、市の財政予算

があまりないものですから、結果的に大型工事

のスピードが上がらないという現実がありま

す。何十年もやりながらも整備が進んでいない

ところも、地元の財政力と比例しているのでは
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ないかと思っております。

地元経済に効果があるというところは、本当

にもっともなんですが、日向市に余りあるほど

の恩恵があるのかなとも思います。

これは日向市に限らず、日南市も同じだと思

います。そういった部分をせめて周辺や県のエ

リアで多少なりとも分けていく試算がないと、

未来永劫安定して工事の進捗を進めていくとい

うのは難しいのではないかと思います。部長も

御存じのことだと思います。地元の同意を取ら

れているということでありますので、何とも言

いようがないんですが、今、細島の港湾工事の

進捗のスピードが鈍っている気がいたしますの

で一言申し上げさせていただきました。

今の件につきましては、○明利県土整備部長

以前より地元からそういう声が上がっていると

いうことで、何度か議論になったことがござい

ます。もともと細島港は、延岡・日向の新産都

市の関係で、地元負担がずっとなかったのです

が、特例がなくなったことで地元負担が発生し

ております。そのときにもこういう議論になっ

たのですが、結局港ができて船舶等が利用する

、 、ことで 市に入る税金等もかなりございまして

もし地元負担を案分するようなことになれば、

市に入る利用料関係も案分していかないといけ

ないのではないかというような議論もございま

す。結局そのあたりを精査したところ、今のと

ころは日向市のみでいきましょうということで

落ち着いていると私自身は理解しております。

今後、整備の進捗や社会状況でまたこのよう

な議論になるかもしれませんが、現状としては

そういう状況でございます。

分かりました。○西村委員

同じく議案第38号ですけれども、○外山委員

事業費の負担割合が公共急傾斜地崩壊事業で20

分の１以上の10分の１以下と幅を持たしてあり

ますが、何か意味があるのですか。

急傾斜地崩壊対策につきまし○小牧砂防課長

ては、どうしても受益者が限られているという

ことで、市町村からの負担をいただいていると

ころでございます。

このパーセントが違うのは、例えば斜面の規

模が30メートル以上であれば安くなるとか、公

共の施設があったりとか、あと実際下のほうの

災害関連であれば、そのとき起こった被害で家

屋に被害があったとか、そういうものによって

パーセントがそれぞれ設定してありまして、こ

こでは20分の１以上、10分の１以下という表記

になっております。

技術企画課の373ページの労務○前屋敷委員

及び建設資材単価の調査は毎年されるわけなん

ですけれど、工事の途中で単価の引上げであっ

たり、工事請負金額の変更が度々行われる際に

労務単価の引上げも出てまいります。

確かに重要なことなので、それがきっちり労

働者のところに届いているかというのを毎回お

尋ねしてきたところです。毎年こういう調査を

される中で、きっちりそれがなされているか確

認をすることはできると思うのですが、途中で

それが届いているかという調査は難しいという

ことを言われてきました。こういう毎年行う労

務単価の調査などにそれがきっちり反映されて

いるかどうかという確認はいかがでしょうか。

まず、労務費調査ですけれ○境技術企画課長

ども、これは公共工事の積算に用いる単価を設

定するために、実際動いている工事の本当の賃

金を調査しているものでございます。

この調査を踏まえ、次年度の単価を決定して
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いるところでございまして、その調査結果がこ

の９年連続の引上げという形でつながっている

ところでございます。

調査につきましては、抽出して行っており、

全てのところでは行ってございませんけれど、

この労務費調査の中で、ある程度実態は調査し

ているという状況でございます。

そこのところは、しっかり確認○前屋敷委員

もしていっていただきたいと思います。

それと、先ほど御説明もいただきました、次

のページの入札システムデジタル化推進事業で

すが、これは確かに入札をスムーズにするとい

う利点もかなりあります。一定の規模の企業、

会社であれば、そういう技術的なものも含めて

対応できるんだろうと思うんですけれども、入

札に関わる企業の全てでこれが対応できるかど

うか。それに対する説明であるとか、何か手だ

てを取られるのでしょうか。

今回の入札システムデジタ○境技術企画課長

ル化推進事業は、入札の中でも総合評価の特別

簡易型を対象にしてございまして、全体の中の

大体３割弱程度の件数を占めております。この

対象になりますのが、例えば土木一式で申しま

、 、 、すと 特ＡやＡの業者 あとはとび・土工など

ある程度の業者になりまして、土木一式のＢや

Ｃなど、ある程度小規模な業者には今回対象と

なりません。これまでも価格等については電子

、 、入札をしておりますので 今回対象となるのは

ある程度規模の大きい工事になると思います。

今回のことで、全ての事業業者○前屋敷委員

に対応するというものではないわけですね。段

階的に進めていくということでしょうか。

これまでも価格競争は電子○境技術企画課長

入札対応となっております。総合評価のうち、

Ｂクラス、Ｃクラス等の小規模な会社が行いま

す小規模な工事の総合評価につきましては、地

域企業育成型という形でやっておりまして、こ

れもシステムで対応している状況でございま

す。残っている規模の大きい場所が今回こうい

う対応するということで、あとはＷＴＯですと

かプロポーザルといった非常に特殊な入札につ

いてはまだ残りますが、おおむねシステム化さ

れるということで考えております。

一点お伺いします。○坂本副委員長

14ページの建設産業のスマート・デジタル化

推進事業について、建設業界はほかのいろいろ

な業界に比べてＩＣＴ化が進んでいると思って

いまして、大変評価をしているところですけれ

ども、さらにこのデジタル化を進めていくとい

う事業だと受け止めました。このデジタル化対

策の費用は、これまで、それから今後、工事費

の中にしっかり盛り込まれるのかを教えていた

だきたいです。

ＩＣＴ工事ですけれども、○境技術企画課長

これは国が施行しておりまして、県もそれに準

じてやってございます。ＩＣＴをどういう形で

施行したかによって、国の基準に基づいて費用

を計上しているという状況でございます。

今朝のニュースで、長崎県○坂本副委員長

だったと思うんですけれども、工事の途中検査

の様子を、接触を避けるためにウェアラブルカ

メラを使い、担当者の方が直接現場まで行かな

くても検査ができるということをされていまし

た。

機器の購入にはそれなりのお金が発生すると

思うのですが、工事代金の内訳の中にデジタル

対策の費用がちゃんと認められるのかという質

問なのですけれども。
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現場を事務所等から確認す○境技術企画課長

る遠隔臨場という作業につきましては、働き方

改革の推進ですとか、生産性向上の観点から非

常に有効だということで、今検討を進めている

ところでございます。

その中で、費用につきましても、どういう形

で業者さんに計上するか、国の基準も踏まえな

がら、早急に検討を進めていきたいと考えてご

ざいます。

私が申し上げたかったのは、○坂本副委員長

デジタル化を進めていくのはいいんですけれど

も、その費用が業者負担にならないように設計

予算の中でしっかり見ていただきたいというこ

とです。

それと併せて、他県で建設業のＩＣＴ化を積

極的にマスコミを集めて公開したと報じられて

いましたので、本県でもやっていらっしゃると

思うんですけれども、建設産業に新しい人材を

呼び込むために大変有効と思ったものですか

ら、ぜひそういった取組もお願いしたいと思っ

ております。

ほかに質疑はありませんか。○武田委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようでありますので、それ○武田委員長

では、以上で、管理課、用地対策課、技術企画

課の審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午前10時36分休憩

午前10時38分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

それでは、道路建設課、道路保全課、高速道

対策局の審査を行います。

議案に関する説明を求めます。

道路建設課であります。○国府道路建設課長

当課の令和３年度当初予算について、御説明

いたします。

お手元の歳出予算説明資料の375ページをお

開きください。

当課の当初予算額は160億7,760万4,000円で

あります。

以下、主な事業について御説明いたします。

377ページをお開きください。

上から２つ目の 事項 直轄道路事業負担金21（ ）

億4,279万3,000円であります。

これは、国道10号や国道220号で行われてい

る国の直轄道路事業に対する県の負担金であり

ます。

次に、表の一番下の（事項）公共道路新設改

良事業費122億3,589万円であります。

主な内容を御説明いたします。

まず、説明欄１、道路改築事業29億2,732

万6,000円であります。

次の378ページをお開きください。

この事業は、北方北郷線などの整備に要する

経費であります。

次に、２、社会資本整備総合交付金事業92

億1,877万7,000円であります。

これは、国道219号など県が管理しておりま

す国県道の整備に要する経費であります。

最後に、一番下の（事項）県単特殊改良費14

億1,540万円であります。

これは、小川越野尾線など市町村が地域防災

計画で避難路として指定した県道などにおい

て、局部的な改良や待避所設置などに要する経

費であります。

道路保全課であります。○有馬道路保全課長

当課の令和３年度当初予算について、御説明
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いたします。

お手元の歳出予算説明資料の379ページをお

開きください。

当課の当初予算額は156億9,895万7,000円で

あります。

以下、主なものを御説明します。

381ページをお開きください。

まず 中ほどの 事項 道路管理費１億2,475、 （ ）

万円であります。

これは、県が管理する道路管理に要する経費

でありまして、道路台帳の修正やボランティア

団体等が行う活動への支援などを行っておりま

す。

このうち改善事業「美しいみやざきの道」県

民ボランティア支援事業870万7,000円について

でありますが、後ほど委員会資料で御説明しま

す。

続きまして、382ページをお開きください。

上から２番目の（事項）地域総合メンテナン

ス事業費11億3,478万5,000円であります。これ

は、道路の巡視、巡回パトロールや応急的な維

持工事に要する経費であります。

次に その下の 事項 公共道路維持事業費64、 （ ）

億9,507万8,000円であります。これは、国の補

助金や交付金を受けて行う交通安全施設の整備

や橋梁・トンネルなどの点検・補修に要する経

費であります。

次に、その下の（事項）県単道路維持費28

億3,348万6,000円であります。これは、県が管

理する道路の日常的な維持補修に要する経費で

あります。

383ページを御覧ください。

一番上の（事項）県単舗装補修費26億2,170

万円であります。これは、ひび割れや、わだち

掘れなど、傷んだ道路舗装の部分的な舗装工事

や打換工事を行う経費であります。

次に、その下の（事項）沿道修景美化推進対

策費８億6,201万4,000円であります。これは、

沿道の植栽の維持管理や除草などを行い、良好

な道路環境の保全を行う経費であります。

次に、一番下の（事項）県単橋梁維持費３

億8,000万円であります。これは、橋梁の点検

結果に基づき、補修を行う経費でございます。

続きまして、恐れ入ります常任委員会資料

の16ページをお開きください。

改善事業「美しいみやざきの道」県民ボラン

ティア支援事業についてであります。

まず、１の事業目的であります。本事業は、

県が管理する国道・県道において、官民協働に

よる道路愛護活動を支援・推進することによ

り、美しい宮崎づくりに向けた気運の醸成や道

路愛護意識の普及啓発を行うことを目的として

おります。

次に、２の事業の概要であります。予算額

は、870万7,000円であります。事業期間は、令

和３年度から令和５年度までの３年間です。

事業内容についてであります。まず、①のア

ダプトロード普及啓発事業につきましては、地

域の企業や団体が道路の植栽帯などを自らデザ

インした上で植栽を行い、その後も引き続き管

理をしていただくことで、官民協働による道路

環境保全活動を推進するものです。

県の役割としましては、植栽帯等の整地やプ

ランター、清掃用具等の支給を行うとともに、

看板の設置により活動のＰＲを行うこととして

おります。

次に、②のクリーンロードみやざき推進事業

であります。地域住民等が実施します道路美化
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活動や草刈り活動につきまして、清掃用具等の

支給や草刈り活動に対する報償金の交付により

支援を行うものです。

③の道路愛護運動推進事業につきましては、

道路愛護ふれあい月間等における啓発イベント

の実施や道路愛護功績者に対する表彰を行うも

のでございます。

最後に、３の事業効果でありますが、地域の

皆様がこれらの道路愛護活動に取り組んでいた

だくことで、より行き届いた道路の美化や維持

管理ができるとともに、地域住民の連帯意識の

高まり、さらには地域の活性化につながるもの

でございます。

高速道対策局でありま○ 松高速道対策局長

す。

当局の令和３年度当初予算について、御説明

いたします。

お手元の歳出予算説明資料の427ページをお

開きください。

当局の当初予算額は、19億9,028万6,000円で

あります。

429ページをお開きください。

以下、主なものを御説明します。

初めに、中ほどの（事項）高速道路網整備促

進費3,525万6,000円であります。

これは、高速道路網の早期実現に向けて用地

国債を活用した先行取得分の用地特会への繰出

金や建設促進大会の開催に必要な経費の負担、

国等関係機関への要望活動などを行うものであ

ります。

次に、その下の（事項）高速自動車国道等直

轄事業負担金18億6,366万円であります。

これは、東九州自動車道及び九州中央自動車

道について、国が実施する直轄事業に要する費

用の一部を負担し、これらの整備促進を図るも

のでございます。

道路建設課であります。○国府道路建設課長

委員会資料の26ページをお開きください。

議案第34号「県道の構造の技術的基準を定め

る条例の一部を改正する条例について」であり

ます。

１の改正の趣旨でありますが、本条例は、県

道を新設、又は改築する場合における道路の構

造の一般的技術的基準について定めたものであ

り、道路構造令の一部改正に伴い、関係規定の

改正について道路構造令の改定と同じ改定を行

うものであります。

２の改正の概要であります。まず （１）自、

転車通行空間の確保を推進するため、次のとお

り改正します。①自転車を安全かつ円滑に通行

させるため、新たに自転車通行帯の設置要件を

規定します。また、②自転車道の設置要件とし

て、設計速度60km/h以上であるものと要件を追

加します。下のイメージ図のように、自転車通

行帯は、車道の左端寄りに1.5メートル以上の

通行空間を整備するもの、自転車道は、縁石等

で車道と分離した2.0メートル以上の通行空間

を整備するものであります。

次に （２）自動運転の実用化に向けた支援、

としまして、自動運行補助施設として、磁気マ

ーカー等を交通安全施設の一つとして新たに規

定するものです。

下のイメージ図のように、磁気マーカー等を

道路の地中に埋設し、自動運転の車両の支援を

行います。また （３）歩行者利便増進道路に、

ついて、新たに構造基準を規定します。

①歩行者の滞留スペースを確保する。②利便

増進に係る施設の設置場所を確保する。③バリ
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アフリー基準に適合する。これら３つの基準を

新たに規定します。歩行者利便増進道路につき

ましては、にぎわいのある歩行者中心の道路空

間を構築するため、歩行者が安心・快適に通行

・滞留できる空間が整備され、占用を柔軟に認

められる道路として、道路法において指定制度

が創設されました。

下のイメージ図は、構造基準のイメージ図で

あり、まず歩行者利便増進道路として指定した

区間において、①紫で囲んでいる部分のような

歩行者が滞留できるスペースを確保します。

次に、確保した滞留スペースについて、歩行

者の利便増進が図れるよう、②のようにオープ

ンカフェやベンチなどを設置できる場所を確保

します。また、歩行者利便増進道路として指定

した歩道部分の構造は、バリアフリーの基準に

適合する構造とします。バリアフリー基準の例

としては、横断歩道接続部分の高さや歩道の勾

配等の基準が定められております。

最後になりますが、３の施行期日は、令和３

年４月１日としております。

常任委員会資料の23ペー○有馬道路保全課長

ジをお開きください。

議案第23号「道路占用料徴収条例の一部を改

正する条例」についてであります。

１の改正の理由でございます。

道路に電柱などの工作物等を設置し、継続し

て道路を使用する場合、占用を行う者は道路管

理者の占用許可を受けなければならず、道路管

理者は、その占用物件ごとに条例で定められた

額の占用料を徴収することができることとなっ

ております。

今回の改正につきましては、国が令和２年４

月に占用料の額の改定等を行ったこと、そして

前回単価改定を行いました平成30年４月以降の

地価の変動などの社会経済情勢の変化を受けま

して、占用料の額の改定等を行うものでござい

ます。

次に、２の改正の内容でございます。

１点目は、占用料の額の改定であります。

占用料の額につきましては、昭和57年以降、

九州各県とともに、九州各県の土地の価格等の

平均値を基に算定した九州統一の単価を採用し

て改定しておりますが、この額の算定基礎とな

る最新の地価水準等が変動したことから、変動

を反映した額に改定するものでございます。

２点目は、所在地区分の改正であります。

占用料は、各自治体の人口や固定資産税評価

額等に基づき、１級地から５級地までの５つに

区分された所在地区分ごとに額を設定しており

ますが、県内市町村の一部について、国に合わ

せて改正を行うものでございます。

、 。３点目は 道路法改正に伴う改正であります

道路法に定める占用物件として、新たに自動

運行補助施設が追加されたことから、この物件

につきましても、九州統一の単価による道路占

用料を新たに規定するものであります。

、 。４点目は 督促手数料の額の改定であります

督促手数料の額は、督促状の送付に要する費

用を勘案し、定型郵便物の料金相当額で定めて

いるところでございますが、消費税及び地方消

費税の引上げに伴い、定形郵便物の料金が値上

げされたことから、手数料の額も「82円」から

「84円」に改めるものであります。

なお、改正の詳細につきましては、お手元の

令和３年２月定例県議会提出議案（令和３年度

当初分）の101ページから113ページにお示しを

しております。
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最後に、３の施行期日でありますが、令和３

年４月１日からの施行を予定しております。

執行部の説明が終了しました。○武田委員長

質疑はありませんか。

委員会資料16ページ、道路保全課○山下委員

の改善事業の「美しいみやざきの道」県民ボラ

ンティア支援事業ですが、国県道の空間部分に

植栽とか、プランターを置いて花を植えていこ

うとかいうことだろうと思います。実際これは

ずっと続いているだろうと思うのですが、私の

地域には国道222号線があり 地域のボランティ、

アの人が空き地辺りの植栽等をやっていたので

すが、高齢化してきていて、年間を通して維持

管理がうまくできていないようなところも見受

けられます。改善事業でまたこれを継続してや

るということですので、その辺の皆さん方の抱

えている課題等がありましたら教えてくださ

い。

県民ボランティア支援事○有馬道路保全課長

業は、３つの事業ということで御説明しました

が、中心的な事業がクリーンロードみやざき推

進事業ということで、草刈りを行うことに対し

ての報償金等のお支払いと、花植え活動等に対

する花苗の提供や清掃用具を支給するもので、

平成13年度からスタートした事業でございま

す。200団体近くが登録されており、地域に定

着し、広がりを見せていると考えております。

ただ、委員がおっしゃいましたように、高齢

化は課題として認識しておりますし、地域の方

からもそういった声を聞いております。そう

いった声をお聞きして、どのようにやっていき

たいか、また報償金の額の問題や、やっていた

だく延長範囲などは随時検討していきたいと考

えております。

併せて検討してほしいことがある○山下委員

のですが、昨年からコロナの影響で、様々な産

業がかなりの影響を受けているのですが、建設

産業の人たちは、さほど影響はないです。先ほ

ど令和３年度の予算の説明がありましたが、今

年度も国土強靭化まで入れた108％ぐらいの予

算がありました。

、 、建設産業の人たちと話をする中で 苦情とか

コロナの中での問題というのが全く聞こえてこ

ない。話合いをしても、順調にいっていますよ

という話がほとんどでありまして、ほかの産業

の人たちからしたら、羨ましい位置にあるだろ

うと思います。

建設産業は非常に景気もいい状況ですので、

また新規で３年間やるのであれば、建設産業の

地域貢献の取組を考慮してほしいのですが、い

かがでしょうか。

この県民ボランティア支○有馬道路保全課長

援事業につきましては、例えば地域の住民やア

ダプトロード普及啓発事業であれば企業の方も

登録されて、道路の愛護活動に携わっているケ

ースもございます。

また、沿道修景美化では地域の方や造園業な

どの専門の方の支援も必要だということで、地

域の方と一緒になったワーキンググループにも

積極的に参加していただいて、その地域の道路

づくりをどうしていただくかということについ

ても議論していただくなど、貢献していただい

ていると考えております。

、 、引き続きいろいろな形で 地域の方ですとか

建設業といった、専門の方の知恵もお借りしな

がら、沿道修景に努めていきたいと考えていま

す。

はっきりしてほしいと思います。○山下委員



- 57 -

令和３年３月10日(水)

今、コロナ禍の中で皆さんダメージを受けて

いて、地域の中のコミュニケーションもなく

なってきているます。人が集まることが非常に

厳しい状況ですから、末端の地域の中では、人

と人とが集まることが駄目だよということなの

です。

そうなってくると、地域間のコミュニケー

ションの継続というのが非常に難しくなってき

て、今までの地域のボランティア活動も今から

課題になります。ですので、建設産業とうまく

連携を取った中で地域貢献をやってほしいとい

うこと、それと先ほど条例もつくって沿道修景

美化のことも言われました。

黒木博さんの時代から来ているんじゃないか

なと思うのですが、何十年と国県道の沿道修景

で植樹がされていますが、非常に邪魔になりま

す。都城市でも何か所かそういう指定地域が

あって、周りが畑だったりするとその樹木が邪

魔になって、機械の出入りとなどの危険率が非

常に高くなっています。去年も都城土木事務所

と現場を見に行ってもらったりしたのですが、

これも見直しをしていかないと、いつまでも剪

定や管理に金を使っている。周りの歩道が通れ

ないぐらいに樹木が茂っています。樹木という

のは大きくなるものだから、だから10年とか20

年で１回植え替えをするとか切り倒すとか、根

本的なことをもう一回見直しして、新たな時代

に合ったものに変えていかないと。

昔はそんなに農作業の機械も大型ではありま

せんでした。今は100馬力とか、10メーターを

超すような長い牽引の作業車を入れたりします

から、時代が変わってきた中での安全・安心と

いうのを沿道修景もひっくるめて見直しをすべ

きだろうと思うのですが、いかがでしょうか。

まず最初のボランティア○有馬道路保全課長

の件ですけれども、このボランティア事業は、

地域の方の連帯意識の高まりですとか、地域活

性化につながるということも非常に大きな目的

としております。現在も花植え活動などに地域

の方と一緒に建設産業の方も入ってやるという

事例も非常に多くなっております。確かに、本

年度はコロナで一緒に集まる機会はなかったん

ですけれども、また状況を見て、そういった取

組を推進していきたいと考えております。

それと、２点目の沿道修景関係の樹木の件で

す。

委員おっしゃいましたように、昭和44年に美

化条例ができまして、沿道修景に積極的に取り

組んでいますが、課題として樹木の高木化、老

木化があるということは認識しております。平

成29年に基本計画をつくりまして、維持管理を

どうしていくかという一定の方向性を定めたと

ころで、その一つの取組としましてめり張りの

利いた維持管理を行うこととしています。

その中で、大きくなった樹木の伐採をやって

いこうと定めております。実際に都城市などで

も、特に交差点部で木が高くなって見通しが悪

く、交通安全に支障があるところの伐採を行っ

た事例もございます。そういった交通安全等も

配慮しながら、一方で地域の皆さんの意見も聞

きながらこういった樹木をどうしていくか検討

していきたいと考えております。

あなた方がやっていることは、基○山下委員

本的なことの改善がないものだから、ただ、枝

を潰したりといった目先の邪魔になるところの

伐採しかしていないんですよ。

そうじゃなくて、歩道があるのに使えない状

況がありますから、もう一回抜本的に沿道修景
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美化のデザインを変えるなり、何か思い切った

対策を講じないといけないと思います。都城市

だけの問題ではなくて、以前私たちが児湯郡辺

りの10号線をパンパスグラスの街道などと言っ

ていましたよね。秋になるとパンパスグラスが

、 。茂って それも一つのときめきだったんですよ

だから、大事に残すものもありますが、阻害

となっているところは大きく計画を変えていか

ないと、目先の改善だけでは駄目です。

ただ、樹木の枝を払ったりだけでは、何も基

本的な解決にはならないので、今の時代に合う

沿道修景の在り方を基本的に考え直していかな

いといけないと思いますので、ぜひ検討してく

ださい。

（ ）○西田県土整備部次長 道路・河川・港湾担当

今の委員から御指摘がありました沿道修景の

在り方でありますけれど、先ほど担当課長が申

し上げた平成29年につくった基本計画に基づき

まして、守るべきは守る、除去すべきものは除

去するという基本的な方向は定まっておりま

す。

私が小林土木の所長時代は、飯野駅付近の県

道に木がはびこり過ぎまして、シニアカーも通

行できない歩道がありました。

そういうことで、地元の方々と十分意見交換

しながら、樹木や寄せ植えの伐採を行い、歩道

を広くし、次の世代である高齢化時代に向けた

歩道の新たな使い方を実際に行ってきておりま

す。そういった取組をより積極的に進めるべき

かと思っておりますので、県下全域にしっかり

と浸透させてまいります。

道路建設課の378ページの道路○前屋敷委員

建設受託事業費はどういう経費になるのです

か。

この受託事業に要する経○国府道路建設課長

費でございますけれども、国道327号で永田工

区という改良を行っているのですが、その中の

橋梁に水道管を一緒に仮設する場合に重さに応

じて設計に影響を与えるということで、市町村

から負担金を頂くというものでございます。

382ページの国の補助を受けて○前屋敷委員

市町村が行う指導監督の経費という、市町村道

路事業指導監督事務費について中身を説明して

ください。

市町村事業に係ります交○有馬道路保全課長

付申請の受理や審査から補助金等の額の確定に

至るまでの事務を都道府県の法定受託事務とし

て行っておりまして、それに係る費用になりま

す。

これは国の補助を受けた事業に○前屋敷委員

限るということになるのですか。

国の補助事業が対象でご○有馬道路保全課長

ざいます。

次の383ページの県単道路維持○前屋敷委員

費の中の２番ですが、道路重要施設機能推進事

業の中身も教えてください。

道路の情報板で大きな電○有馬道路保全課長

光掲示板などがございます。そういった情報板

の維持・更新に係るもの、あるいは防護柵やト

ンネルの非常用設備等の点検、維持・更新に係

る事業を対象としております。

道路の重要施設というものの中○前屋敷委員

身が分かりました。ありがとうございました。

高速道対策局ですが、高速道路網○田口委員

整備促進費は昨年の当初予算は912万8,000円で

すけれども、今年度は３倍以上の予算3,525

万6,000円になっているのですが、建設促進大

会の数が物すごく増えるのか、経費がかかる大
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会になるのか中身を教えてください。

ちょっとお時間を頂い○ 松高速道対策局長

て回答します。

道路保全課に伺います。今、道路○西村委員

保全も含めてなのですが、道路を建設するとき

は、基本はアスファルトベースで設計をされて

未来永劫的にアスファルトの舗装をやり変えて

いくというやり方だと思います。一方でコンク

リート舗装の耐久性というのが非常に着目され

ており、以前に比べて騒音の問題などもクリア

されてきているという話を聞いております。

新技術というわけではないんですが、そう

いった技術革新のものを導入していって、いわ

ゆる長寿命化に対応していくということも必要

じゃないかと思うのですが、今度の予算におけ

るコンクリート舗装の導入状況を教えていただ

きたいと思います。

道路舗装につきまして○有馬道路保全課長

は、維持管理のしやすさやコストの面でアス

ファルト舗装が中心となっております。コンク

リート舗装につきましては、例えばトンネルの

中などは耐久性が非常に強いということから採

用しております。

この道路の舗装につきましては、今度の国土

強靭化の５か年の中でも対象ということで、舗

装の老朽化対策が取り込まれております。その

取組の一つとしまして、委員がおっしゃいます

ように、コンクリート舗装の導入ということも

施策の一つとしてうたわれております。

県におきましては、来年度予算において、コ

ンクリート舗装取組の具体的な箇所は選定して

おりませんけれども、国のほうでは、例えば国

道10号でもやっておりますので、そういった事

例や全国の状況等を見ながら、コンクリート舗

装の耐久性を生かした老朽化対策としての導入

ができるかどうかを検討していく必要があると

考えております。まずは、試行的にどの箇所を

やるかなどを検討していくのかなと考えており

ます。

国のいろいろな検討、研究や消音○西村委員

化というのも進んでいると思いますし、何より

も強いということが、非常にメリットだと思い

ます。

そういった意味で、一ツ葉有料道路辺りをど

んどんやり変えるなり。アスファルトは確かに

ふだん利用する道路には非常に向いている部分

もあると思うのですが、交通量が多い道路で１

車線を待っていると、またあそこの道路を工事

していると非常にクレームが多いところもあり

ますし、しょっちゅう掘り変えることで、継ぎ

はぎなアスファルト道路というのもたくさん見

られます。そういった意味では、下の埋設物の

影響もありますけれど、自動車専用道路にはど

んどん活用していってもらえばよいと思いま

す。一ツ葉有料道路を例に挙げましたけれど、

あそこは津波のときは、道路自体が防波堤のよ

うな役割をすることも考えられるので、いいか

なと思った次第でありました。また、いろいろ

御検討いただきたいと思います。

先ほどの田口委員の御○ 松高速道対策局長

質問に回答いたします。

高速道路網整備促進費が令和２年度と比較し

て2,600万円の増額となっておりますのは、公

共用地取得事業特別会計への繰出金を計上して

いることが主な要因であります。これは、九州

中央自動車道「五ヶ瀬高千穂道路」において、

その早期整備を図るため、県が先行取得した用

地を国が買い取りする際の償還金を特別会計へ
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繰り出すことで、予算が増えているという状況

でございます。

先ほどの説明では、建設促進費等○田口委員

という話だったものですから、そういう大会を

４倍近くやるのかなと思ったものですから。そ

ういうことなのですね、分かりました。

道路保全課の関係ですが、382ペ○日髙委員

ージの中ほどの道路の巡回業務は委託とか直営

とか、例えば巡回をする範囲とか、そういった

内容を教えてください。

地域総合メンテナンス事○有馬道路保全課長

業ということで、道路につきましては、毎日の

。 、巡視パトロールです 異常気象時のパトロール

応急手当を委託して行っております。巡視につ

きましては、交通量に応じまして、１週間に回

る回数などを決めた上で、県が管理する全路線

についてパトロールを行っております。

それと、緊急時等における道路巡回パトロー

ル、応急時工事業務につきましては、例えば台

風の後に路線をパトロールしてもらって、そこ

で異常があれば応急工事等を行っていただくと

いうことを委託して行っている事業になりま

す。

11億円、全て一般財源ということ○日髙委員

で金額も去年と一緒ですが、予算として十分な

のでしょうか。業務の内容として、もう少し幅

を延ばしたいとか、これで何とか全県うまく予

定どおりやれているのか。

それと、もう一点、この事業の効果ですが、

巡回をして、こういうときにこういうことがあ

るからこれが必要なんだよと、何かそういうの

があったら教えていただきたいです。

まず、巡回パトロールの○有馬道路保全課長

、 、巡視頻度ですが 先ほど御説明しましたように

交通量に応じて回数を決めております。予算が

あれば毎日巡視するというのが道路管理上、ベ

ストなんでしょうけれど、制約がある中での巡

視ということで、例えば職員のパトロールと併

用しながら行っているということでございま

す。

あと応急維持等につきましても、不足する分

については道路維持事業と一緒にやっておりま

す。いずれにしろ、限られた予算の中で最大の

効果が上がるような形で事業を進めていきたい

と考えております。

もし、特別にこういうことがある○日髙委員

から、これは必要なのですよということがあっ

たら教えてください。

道路維持管理は管理瑕疵○有馬道路保全課長

の防止が一番大きな課題となっております。毎

回管理瑕疵の報告をさせていただいております

けれども、これがゼロになるということを目標

にしております。今年度につきましても、合わ

せまして26件ほど御報告しておりまして、毎

年20件ぐらいずつ管理瑕疵が発生している状況

でございます。

私どもとしては、これをゼロに持っていきた

、 、いと考えておりまして 例えばこの事業の中で

気づいたところはすぐに穴を埋めるとか、落石

があったら取り除く、上から木が垂れ下がって

いたらそれを伐開するというような作業をやっ

ており、これが管理瑕疵の減少にはつながって

いると考えております。引き続き、効率的なパ

トロール等をこの事業の中で行い、管理瑕疵の

減少に努めていきたいと考えております。

ここまで来ているのかというとこ○日髙委員

ろで、時々遭うことがあります。ふだん人が通

らないようなところもしっかり見てもらってい
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ますし、ある程度雇用の関係にも役立っている

のかなというのもあります。

また、地域の見守りといったイメージからし

ても、こういったパトロールが来ると、みんな

安心するというのもあると思いますので、この

辺は今後ともしっかり頑張っていただきたいと

思います。

議案第34号についてお聞かせくだ○山下委員

さい。

県道の構造の技術的基準を定める条例の一部

を改正する条例ですから、新たに自転車道を設

けるという提案ですよね。今、一番分かりやす

いところといえば、橘通りと思います。今、歩

道を自転車が行き来しておりますが、新たに自

転車道を別に定めるという理解でよろしいです

か。

道路交通法に自転車専用○国府道路建設課長

通行帯というのがございまして、都会では自転

車が非常に危ないというようなことがございま

して、その整備が進んでおります。それが交通

安全に非常に効果があるということで、道路構

造上もそういうものを規定しまして、今後の新

設道路でありますとか、既設の改良工事も進む

ようにということで、道路交通法が今回改正さ

れたものでございます。

これは全国的に、モデルとして実○山下委員

際に取組をしているところはあるのですか。

これは構造令の中でも、○国府道路建設課長

自転車交通量が多い区間で実施するということ

になっておりまして、国からは、日500台以上

が大体目安と言われており、東京都では今後計

画的にやっていくということです。

恐らくその目安でいきますと、宮崎県で取組

をやるのであれば宮崎市や都城市、延岡市の中

心部で今後進めていくのかなと考えておりま

す。

説明を聞いていて、宮崎県のどこ○山下委員

が対象になるのかなと。都城市を見たって、ほ

とんど自転車で往来をしている人はいません。

宮崎県で考えたら、宮崎市の橘通りぐらいだ

ろうなという思いでこの図を見ました。実際こ

の構図の基準のイメージとなったときに上り下

りの大体の道路の幅、そして歩道からオープン

カフェまで設けようとしたときに、今の橘通り

の道路幅で可能なのでしょうか。

歩行者利便増進道路につ○国府道路建設課長

いても御質問いただきましたけれども、基本的

には歩道の必要な幅を残した上で空間を造り、

進めていくということになります。委員のおっ

しゃるとおり、宮崎市内でありましても大分限

られてくるとは考えておりますけれども、そう

いうものが進められるように条例で規定すると

いうのが今回の御提案でございます。

今、橘通りが何メーターあって、○山下委員

このモデル的な道路幅にしたときに、今の道路

幅で足りるのかどうかを聞きたいです。あと片

側２メーター広げないといけないとか、そうい

うことがあれば今度は建物から何から拡幅とか

あるわけでしょう。そうじゃなくて、新しい道

路だけにこれを対応していこうとしているの

か、どういう判断なのかなと思うのです。

これにつきましては新設○国府道路建設課長

道路もですし、既設を配慮して自転車の通行帯

を確保していくということも、両方に規制され

る基準でございます。

今の橘通りの幅では足りないので○山下委員

すか。

それぞれの道路管理者が○国府道路建設課長



- 62 -

令和３年３月10日(水)

おりますので、今後そういう自転車専用の通行

帯が必要であると判断された場合は、幅員等も

、 。調査し 計画をしていくものと考えております

核心を答えませんね。我々は頭で○山下委員

描きたいので、実際こういうモデルでやろうと

したときに、一番分かりやすい橘通りでやろう

とすると、今のあの道路の幅で足りるのか、ま

だあと２メーターぐらい広げないと足りないと

かを聞きたいのです。だって条例まで変えよう

ということだから、頭の中でそこ辺を描いて我

々、県民に対して説明しないといけません。

橘通りにつきましては、○国府道路建設課長

今の歩道が道路交通法で、自転車の専用通行帯

と歩道を分けている状態でございますので、事

業実施的には可能だと考えておりますけれど、

あとは道路管理者がどういった計画をされるの

かということだと思います。

先ほどの道路のパトロールのこ○前屋敷委員

とに関連して、県自らそういう瑕疵化を防ぐと

いう意味でのパトロールをされるんですけど、

住民の皆さん方から道路管理に関して各土木事

務所に情報提供だとか要望だとか、そういった

ものはどの程度あって、どういう対応をされる

のか聞かせてください。

道路管理に係る住民から○有馬道路保全課長

の意見ですとか要望の件数については、把握し

ておりませんけれども、毎日のように寄せられ

ているというような状況かと思います。寄せら

れた場合については、まずはすぐ現地を確認し

て必要な対応をするということで取り組んでお

ります。

また、地域の方からの連絡としましては、九

州地方整備局のほうで昼夜問わず１年中、電話

とか、そういったもので情報が寄せられる道の

相談室というシステムが構築されております。

そこから県のほうにも連絡が来まして、夜中で

あっても、そういった連絡があれば対応すると

いうことで取り組んでおります。

ちなみに、その件数が平成26年度は400件ぐ

らい、今年度は1,200件ぐらいありますので、

３倍ぐらいに増えているということで、かなり

行き渡っているのかなと思っておりまして、こ

の情報も道路管理につながっていると考えてお

ります。これからも住民からの意見、また御提

案については、よりよい道づくりにしっかりと

役立てていきたいと考えております。

1,200件、ほとんど毎日そうい○前屋敷委員

う情報の提供といいますか、住民の皆さんのパ

トロールに値するんじゃないかと思うのですけ

れど、住民の皆さんがフォローしてくださると

いうような受け止めもしていただいて、十分対

応をしていただきたいと思います。

以上、要望です。

ほかにありませんか。○武田委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、 、○武田委員長 それでは 以上で 道路建設課

道路保全課、高速道対策局の審査を終了いたし

ます。

暫時休憩いたします。

午前11時31分休憩

午前11時33分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

それでは、河川課、砂防課、港湾課の審査を

行います。

議案に関する説明を求めます。

河川課であります。○小倉河川課長

当課の令和３年度当初予算について、御説明
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いたします。

お手元の歳出予算説明資料の385ページをお

開きください。

当課の当初予算額は、185億3,854万9,000円

であります。

以下、主なものを御説明いたします。

387ページをお開きください。

初めに、一番下の（事項）ダム施設整備事業

費３億9,690万円であります。

次に、388ページをお開きください。

これは、ダム管理施設の改良や更新を行い、

機能の向上を図るものであります。

次の（事項）公共河川事業費40億4,700万円

であります。これは、国の補助により実施する

河川改修などに要する経費でありますが、説明

欄に記載しております１から７までの事業によ

り、堤防の整備や河道掘削、宅地のかさ上げな

どを実施し、浸水被害の防止・軽減などの防災

対策を進めるとともに、津波により家屋等の浸

水被害が想定される区域におきまして、堤防の

かさ上げや樋門の自動閉鎖化などの対策を進め

ていくものであります。

次に、389ページをお開きください。

上から２番目の（事項）県単河川改良費18

億8,314万7,000円であります。これは、国の補

助事業とならない小規模な河川改修や堆積土砂

の除去などを実施するものであります。

次に、390ページをお開きください。

上から４番目の（事項）直轄河川工事負担金

６億8,581万1,000円であります。これは、国が

実施する大淀川などの直轄区間の河川改修や岩

瀬ダム再生事業に対する県の負担金でありま

す。

次に、392ページをお開きください。

一番下の（事項）公共土木災害復旧費82

億3,400万円であります。これは、道路や河川

などの公共土木施設が被災した場合の復旧に要

する経費であります。

砂防課であります。○小牧砂防課長

当課の令和３年度当初予算について、御説明

いたします。

お手元の歳出予算説明資料395ページをお開

きください。

当課の当初予算額は、57億1,739万7,000円で

あります。

以下、主なものを御説明いたします。

397ページをお開きください。

まず、一番下の（事項）公共砂防事業費28

億3,403万7,000円であります。これは、土石流

のおそれがある渓流での砂防堰堤などの整備や

地滑り箇所での対策工事を行う事業でありま

す。

398ページをお開きください。

一番上の（事項）公共急傾斜地崩壊対策費20

億3,016万6,000円であります。これは、急傾斜

地の崩壊のおそれがある箇所での擁壁工・のり

面工等の整備を行う事業であります。

次に、一つ飛びまして （事項）県単公共砂、

防事業費２億760万円であります。これは、国

庫補助事業の対象とならない小規模な砂防工事

を行う事業であります。

一番下の（事項）県単公共急傾斜地崩壊対策

事業費３億1,245万7,000円であります。内訳は

次のページに載せておりますが、これは、既存

の急傾斜地施設の維持修繕などを行う工事や市

町村が実施する急傾斜地工事に対する補助金で

あります。

399ページを御覧ください。
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一番上の（事項）直轄砂防工事負担金２

億2,392万円であります。これは、霧島火山群

からの土砂流出による被害を防止するために、

国が実施する直轄砂防事業に対する負担金であ

ります。

最後に、土砂災害防止啓発推進事業費185

万7,000円であります。これは、土砂災害に関

する防災知識の普及・啓発活動などに要する費

用であります。

予算につきましては、以上であります。

続きまして、委員会資料17ページを御覧くだ

さい。

椎葉村鹿野遊谷川の特定緊急砂防事業につい

て御説明いたします。

１の事業の目的・背景ですが、令和２年９月

の台風10号により、椎葉村鹿野遊地区で発生し

た土砂災害の復旧について、令和２年度の災害

関連砂防事業で設置する砂防堰堤と併せ、国の

補助事業である特定緊急砂防事業により、斜面

対策工事を実施し、今後の災害発生を防止する

ものであります。

次に、２の事業の概要ですが （１）の予算、

額、全体事業費９億6,000万円のうち、令和３

年度は２億円を計上しております。

（２）の事業期間は、令和３年度からおおむ

ね３か年を予定しております。

（３）の事業内容は、斜面に鉄筋枠を設置し

た後、コンクリートを吹きつける吹付法枠工事

と斜面に鉄筋を打ち込み補強する鉄筋挿入工事

を実施します。

３の事業の効果ですが、今後の降雨による斜

、 、面崩壊を防止し 土砂災害から地域住民の生命

財産と緊急輸送道路である国道265号を守り、

地域の安全・安心を確保するものであります。

続きまして、決算特別委員会の指摘要望事項

に係る対応状況について説明いたします。

お手元の資料、決算特別委員会の指摘要望事

項に係る対応状況の10ページをお開きくださ

い。

⑨の土砂災害危険箇所の整備状況について、

県民の安全で安心な生活を守るため、引き続き

国に対して必要な予算措置を講じるように要求

し、土砂災害危険箇所のさらなる整備に努める

ことについてであります。

、 、本県は 地形が急峻な上に地質が脆弱であり

台風や梅雨前線等、豪雨のたびに土砂災害が発

生していることから、県民の生命、財産を守る

ために、危険箇所の整備が大変重要であると考

えております。

、 、県では 県民の安全で安心な生活を守るため

通常予算に加え、防災・減災、国土強靱化のた

めの３か年緊急対策の予算により、集中的に事

業を実施してきたところであります。

また、令和２年12月に閣議決定された防災・

減災、国土強靱化のための５か年加速化対策の

初年度分が令和２年度第３次補正予算に計上さ

れ、本県におきましても今議会で補正予算が採

決されたところであります。引き続き、必要な

予算を確保し、積極的に土砂災害危険箇所の整

備を進めることとしております。

今後とも、国や市町村など関係機関と連携を

図りながら ハード・ソフト一体となって い、 、「

のち」と「くらし」を守る土砂災害対策に全力

で取り組んでまいります。

港湾課であります。○平部港湾課長

当課の令和３年度当初予算について、御説明

いたします。

お手元の歳出予算説明資料の401ページをお
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開きください。

当課の当初予算額は、一般会計48億4,274万

、 、円 港湾整備事業特別会計13億1,294万1,000円

一般会計と港湾整備事業特別会計を合わせまし

て、61億5,568万1,000円であります。

以下、主なものを御説明いたします。

403ページをお開きください。

まず、一般会計であります。

下から二番目の（事項）空港整備直轄事業負

担金２億2,200万円であります。これは、宮崎

空港の高潮対策等の整備に係る直轄事業に対す

る負担金であります。

次に、404ページをお開きください。

一番上の（事項）公共海岸保全港湾事業費２

億3,625万円であります。これは、津波対策と

して防潮堤などの海岸保全施設の整備などを行

う経費であります。

次に、一番下の（事項）港営費３億4,639

万7,000円であります。これは、県内港湾施設

の管理運営やポートセールス活動等に要する経

費であります。

次に、405ページを御覧ください。

一番上の（事項）港湾維持管理費６億7,667

万7,000円であります。これは、岸壁や臨港道

路等の港湾施設の維持補修に要する経費であり

ます。

次に、中ほどの（事項）特別会計繰出金３

億2,008万9,000円であります。これは、後ほど

説明いたします港湾整備事業特別会計の事業費

として一般会計から繰り出すものであります。

次に、下から２番目の（事項）港湾調査費１

億5,387万円であります。これは、航行安全の

ための深浅測量や港湾に関する調査等を行うた

めの経費であります。

次に、406ページをお開きください。

一番上の（事項）直轄港湾事業負担金７

億3,643万6,000円であります。これは、細島港

及び宮崎港の防波堤等の整備に係る直轄事業に

対する負担金であります。

次に、下から２番目の（事項）公共港湾建設

。 、事業費９億2,735万3,000円であります これは

国庫補助及び交付金事業により、県内港湾の防

波堤や岸壁などの整備を行うための経費であり

ます。

次に、407ページを御覧ください。

一番上の（事項）港湾災害復旧費７億4,741

万円であります。これは、公共港湾施設が被災

した場合の復旧に要する経費であります。

一般会計につきましては、以上であります。

次に、408ページをお開きください。

港湾整備事業特別会計について、主なものを

御説明いたします。

まず、一番上の（事項）細島港管理運営費２

億4,049万6,000円であります。これは、細島港

の荷役機械、引船等の管理運営に要する経費で

あります。

次に、一番下の（事項）宮崎港管理運営費２

億5,291万3,000円であります。これは、宮崎港

のフェリーターミナルビルやマリーナ等の管理

運営に要する経費であります。

次に、409ページを御覧ください。

一番上の（事項）油津港管理運営費3,673

万1,000円であります。これは、油津港の荷役

機械等の管理運営に要する経費であります。

次に、中ほどの（事項）宮崎港整備事業費５

億3,700万円であります。

説明欄の１、ふ頭整備事業につきましては、

後ほど委員会資料で御説明をいたします。
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次に、下から４番目の公債費２億4, 0 0 8

万9,000円であります。これは、荷役機械や上

屋等の港湾機能施設の整備に要した起債の元利

償還に要する経費であります。

港湾整備事業特別会計につきましては、以上

であります。

次に、委員会資料の18ページをお開きくださ

い。

宮崎港ふ頭整備事業について、御説明いたし

ます。

１の事業の目的・背景であります。

宮崎港におきましては、令和４年５月、宮崎

神戸航路に新船就航が予定されているカーフェ

リーが大型化されることにより、左下写真に示

しておりますように、トラックが上層階の乗降

口へ直接乗り降りするためのサイドスロープを

設置するものであります。

２の事業の概要であります。

予算額は５億3,700万円であり、事業期間が

令和２年度から令和３年度までのサイドスロー

プの設置工事になります。表に示しております

ように、今年度の11月議会にて承認いただきま

、した令和２年度予算の３億5,800万円と合わせ

合計が８億9,500万円となります。

なお、工期が年度をまたがったことから、11

月議会で債務負担行為を承認いただき、先日の

常任委員会で御説明いたしました可動橋新設工

事の請負契約７億円余と、今後発注いたします

コンクリート擁壁部分の工事と合わせて、総額

が８億9,500万円となるものであります。

３の事業の効果であります。

出港直前に集中する農産物等を運ぶトラック

を短時間でより多く積み込むことが可能となる

ことから、荷役作業の効率化が図られ、大都市

圏へ農産物等が安定して供給され、本県経済の

持続的な発展につながるものと考えておりま

す。

４の整備スケジュールであります。

赤で示していますのが可動橋の設置工事にな

り、補正の常任委員会で御説明しました工事請

負契約のものになります。

青で示しておりますのがスロープの設置工事

、 。になり 今月中の工事発注を予定しております

両工事とも、供用中の埠頭内の工事でありま

すので、事故等のないよう安全に配慮し、新船

１隻目が就航するまでの完成を目指してまいり

ます。

河川課であります。○小倉河川課長

続きまして、議案第39号「河川法第４条第１

項の一級河川の指定に係る知事の意見につい

て」御説明いたします。

議案書では203ページになりますが、商工建

設常任委員会資料で説明させていただきます。

常任委員会資料の29ページをお開きくださ

い。

国土交通大臣から意見を求められました一級

、 、河川の指定について 知事が同意するに当たり

河川法第４条第４項の規定により、議会の議決

を経る必要がありますことから、今回議案とし

て提案させていただいております。

まず、１の指定の内容についてであります。

今回、一級河川に指定される予定の河川は、

一級河川五ヶ瀬川水系の１次支川の祝子川に注

ぐ、２次支川森木谷川及び大野川の２河川でご

ざいます。

延長及び区間につきましては、資料に記載の

とおりであります。

次に、２の指定に同意する理由についてであ
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ります。

祝子川流域におきましては、平成５年、９

年、17年と、度々甚大な浸水被害が発生しまし

たことから、県では、平成17年度から祝子川の

河川改修事業を実施しておりまして、令和３年

度からはその支川であります森木谷川及び大野

川の築堤工事に着手する予定であります。

森木谷川及び大野川は、現在、延岡市が管理

しております普通河川でありまして、県が築堤

工事を実施するためには一級河川に指定される

必要がありますので、今回の指定に同意するも

のであります。

次に、３の今後の予定についてであります。

今回の指定に同意することにつきまして、議

会の議決をいただいた後、指定に同意する旨の

意見書を国土交通大臣に提出することとしてお

ります。

国におきましては、今年の６月頃をめどに開

催されます社会資本整備審議会河川分科会にお

きまして審議された後、７月頃をめどに一級河

川の指定に係る官報告示がなされる見込みであ

り、これをもって正式に一級河川に指定される

こととなります。

県としましては、今回、両河川が一級河川に

指定され、祝子川本川と一体的に河川工事を実

、 、施することで 流域の浸水被害の軽減が図られ

住民の安全・安心につながるものと考えており

ます。

暫時休憩いたします。○武田委員長

午前11時31分休憩

午前11時33分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

質疑に関しましては13時10分から行いますの

で、よろしくお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午前11時54分休憩

午後１時７分再開

委員会を再開いたします。それ○武田委員長

では、午前中の説明に関する質疑はありません

か。

17ページの砂防課の鹿野遊地区の○西村委員

工事は、非常に早期に対応していただいて、本

当にありがたい事業だと思っておりますが、言

い方は悪いですけれど、こういった工事も壊れ

ないとなかなか工事に結びつかない部分がある

と思います。この崩れた周辺を緊急的に調査す

る予算はあるのですか。

今回この鹿野遊地区で実施し○小牧砂防課長

ているものは災害関連事業で、災害が発生した

ものに対して一定の改良を行うという工事で

す。

しかし、砂防、急傾斜は県内に非常に多くご

ざいまして、それを順次実施しているところで

すけれど、予算的な話もあります。そういうこ

とで、砂防課としましては、実際どういう危険

箇所があるかという基礎調査を順次進め、危険

な箇所をイエロー箇所、レッド箇所と指定する

ことによって、まずは避難していただくという

ソフト事業を展開しているところです。

実際土石流が発生しそうな箇所、その下流に

重要な施設がある箇所といった通常壊れないと

ころの砂防も工事をやっておりますので、一概

に災害がなければ実施できないということでは

ございません。危険な箇所を把握できれば、順

次整備していきたいと考えております。

よく分かりました。以前から、こ○西村委員
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の急傾斜地の近くに住む人たちからは５戸未満

しかなくて、なかなか対策が難しいという話を

聞いたところですが、国土強靭化の部分や囲い

入れが大分進捗し、工事に入ってもらうことが

増えてきて、非常に住民の安心につながってい

るところであります。

また、引き続きその対策をお願いしたいとこ

ろですが、５戸以上、10戸以上でも、まだ対策

工事が終わっていないところは大体何％ぐらい

あるのでしょうか。

現時点で危険個所に対して○小牧砂防課長

は、まだ３割程度しか実施できていない状況で

ございます。

まず、１点目はお礼です。○田口委員

議案第39号で祝子川の一級河川に指定をして

いただきまして、いろいろと河川改修をしてい

ただくということです。平成17年度の水害のと

きは、私の周りの地区は500世帯近くが水につ

かりまして、私自身の家も床上70センチの浸水

でした。おかげで排水ポンプがつきまして、そ

の後も多分２回か３回ぐらいは相当上がるん

じゃないかということでしたが事前にそれで収

まりました。今、非常に安全性は高くなってき

ておりますし、河川の改修も進んでおりますこ

と、まずここでお礼を申し上げたいと思ってお

ります。ありがとうございました。

質問は、港湾課の403ページの空港整備直轄

事業負担金２億2,200万円ですが、先ほど宮崎

空港の高潮対策だという説明がございました

が、具体的にはどういう対策を空港にされるの

ですか。

空港の直○大浦空港・ポートセールス対策監

轄事業に関しましては、高潮対策として、高潮

による 浸水等が速やかに防げるように排水溝※

が計画されております。それに対して県が直轄

負担金として支出するということで予算を計上

しております。

ということは、高潮で空港がつか○田口委員

らないようにということではなくて、つかるこ

とを想定して、早く水がはけるようにその工事

をしているということですか。

つかった○大浦空港・ポートセールス対策監

場合に早くはけるようにということです。それ

から、護岸工も整備されると伺っております。

ただ、金額が高いのは排水溝だと伺っておりま

す。

ちなみに、高潮はどれぐらいまで○田口委員

上がることを想定しているんですか。

把握して○大浦空港・ポートセールス対策監

おりません。

同じく議案第39号ですけれども、○外山委員

現在、管理が延岡市ですが、一級河川になると

いうことは、管理が国の直轄になるということ

ですか。

河川管理者は県になります。○小倉河川課長

事業も県が祝子川の改修等と一体的に行う必要

があるということで、今回一級指定するもので

あります。

つまり、一級にすることによって○外山委員

県ができるということですね。

はい。委員がおっしゃるとお○小倉河川課長

り、一級になることによって県で工事ができる

ということです。

分かりました。そういう意味で一○外山委員

級河川に指定される必要があるためと書かれて

いるわけですね。

あともう一点よろしいですか。河川ですが、

※85ページに訂正発言あり
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昨年まではしゅんせつ等が多かったのですけれ

ども、今年度は河川改修が多いです。河川改修

には、川床のしゅんせつ等が多く含まれている

んでしょうか。

今年度は補正で国土強靭化の○小倉河川課長

予算がついておりますけれども、メインの工事

となるのは、樹木伐採、河川のしゅんせつ工事

になります。来年度の予算につきましても、そ

の辺りがメインとなってまいります。

ほかにありませんか。○武田委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上で、河川課、砂○武田委員長

防課、港湾課の審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後１時15分休憩

午後１時18分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

それでは、都市計画課、建築住宅課、営繕課

の審査を行います。

議案に関する説明を求めます。

都市計画課であります。○横山都市計画課長

当課の令和３年度当初予算について、御説明

をいたします。

お手元の歳出予算説明資料411ページ、都市

計画課をお開きください。

当課の当初予算額は、31億6,076万3,000円で

あります。

以下、主なものを御説明いたします。

413ページをお開きください。

一番下の（事項）住みよいふるさと広告景観

づくり事業費4,933万2,000円であります。

これは、良好な景観づくりを推進するため、

屋外広告物が適正に表示されるよう、屋外広告

物監視員がパトロールを行い、監視・指導する

ためなどの経費であります。

次に、414ページをお開きください。

一番上の（事項）美しい宮崎づくり推進事業

費1,205万9,000円であります。

説明欄にあります改善事業、美しい宮崎づく

りステップアップ事業につきましては、後ほど

常任委員会資料にて、美しい宮崎づくり推進室

長より御説明をいたします。

次に、一番下の（事項）公共街路事業費17

億9,531万円であります。これは、都市におけ

る安全で円滑な交通の確保や、良好な市街地の

形成を図るため、街路の整備を行う経費であり

ます。

次に、415ページを御覧ください。

一番上の 事項 公共都市公園事業費３億425（ ）

万5,000円であります。これは、快適に利用で

きる都市公園を目指し、老朽化した公園施設の

更新などを行うための経費であります。

次の（事項）県単都市公園整備事業費３

億6,260万円でありますが、説明欄にあります

２のひなた宮崎県総合運動公園無線放送設備津

波対策事業につきましては、既存の無線放送設

備が津波浸水想定区域にあることから、現在実

施中の津波避難施設の整備に併せまして、津波

時に安全な高い場所に無線放送設備の移設等を

行うための経費であります。

委員会資○梅下美しい宮崎づくり推進室長

料19ページをお開きください。

改善事業の美しい宮崎づくりステップアップ

事業を御説明いたします。

まず、１、事業の目的・背景としまして、美

しい宮崎づくりの輪を全県に広げるため、県民

や事業者が主役となって行う景観形成活動への
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支援を行うとともに、県内に点在する景観資源

の連携を図ることで、魅力的な体験や交流を創

出するガーデンツーリズムの推進を目的として

おります。

次に、２、事業の概要です。予算額は1,205

万9,000円で、事業期間は令和３年度から令和

５年度までの３年間を予定しております。

事業内容としましては、①から④まで４つ掲

げております。

まず、①として、美しい宮崎づくり活動団体

が行う景観形成活動に対し、市町村とともに、

経費の一部を補助する取組を引き続き実施いた

します。

下の事業内容のイメージを御覧ください。

写真①は、宮崎市高千穂通りで行われた植栽

イベントを支援した事例であります。

戻っていただきまして、②として、景観啓発

事業や専門家の派遣・研修会等について、引き

続き実施いたします。写真②は、サイドスロー

プ整備に向け、色彩専門家と現地調査した事例

であります。

戻っていただきまして、③は新たな取り組み

となります。平和台公園やボタニックガーデン

など、宮崎市内の11の公園や庭園から構成され

る宮崎花旅365というガーデンツーリズムの取

組がございます。この取組を県内各地に広げる

ため、候補となり得る施設同士の連携支援に取

り組みます。具体的には、写真③のような、公

園や庭園のガーデナー、いわゆる庭師さんの現

地勉強会などを開催し、人材交流や技術研さん

の場を提供してまいります。

戻っていただきまして、④として、情報発信

と講演会等の開催を引き続き実施したいと考え

ており、写真④は、今年度の美しい宮崎づくり

のつどいの開催事例であります。

最後に、３、事業の効果としまして、美しい

宮崎づくりの担い手である市町村、県民、事業

者それぞれの活動が活発化するとともに、担い

手間の連携が深まることで、魅力あふれる、選

ばれる地域づくりが促進されるものと考えてお

ります。

建築住宅課であります。○金子建築住宅課長

当課の令和３年度当初予算について、御説明

いたします。

歳出予算説明資料の417ページをお開きくだ

さい。

、 。当初予算額は 23億999万2,000円であります

以下、主な事業について御説明いたします。

419ページをお開きください。

一番下の 事項 建築確認指導費2,573万1,000（ ）

円であります。これは、建築物の建築確認、許

可及び検査等に要する経費であります。

420ページをお開きください。

一番上の（事項）建築物防災対策費4,831

万7,000円であります。これは、地震や崖崩れ

等による建築物の被災を未然に防止するための

対策等に要する経費であります。

説明欄２及び３の改善事業につきましては、

後ほど委員会資料で御説明いたします。

421ページを御覧ください。

一番上の（事項）県営住宅管理費12億7,880

万2,000円であります。これは、県内に約8,800

戸あります県営住宅の管理に要する経費で、入

退去管理や建物の維持管理・修繕に要する経費

などであります。

次に、その下の（事項）公共県営住宅建設事

業費７億330万円であります。これは、県営住

宅の整備に要する経費で、日向市の古城ヶ鼻団
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地ほか１団地の建て替えを進めるとともに、既

存の団地の外壁改修やバリアフリー化などを行

うものであります。

予算関係につきましては、以上であります。

続きまして、委員会資料の20ページをお開き

ください。

改善事業、被災建築物・宅地応急危険度判定

体制強化事業について御説明いたします。

１の事業の目的・背景でありますが、大地震

により被災した建築物・宅地の余震等による倒

壊や崩壊の危険性を速やかに判定し、情報提供

するための体制を確保するものであります。

次に、２の事業の概要であります。

予算額は240万円で、事業期間は令和３年度

から５年度までの３年間であります。

事業内容としましては、まず①の被災建築物

・宅地応急危険度判定士の養成ですが、大地震

発生時には多くの判定士を必要とすることか

ら、引き続き講習会等を開催し、判定士の登録

を行うものであります。

資料には記載しておりませんけれども、建築

物は判定士の目標1,000名に対し昨年度末907

名、宅地は民間判定士の目標100名に対し80名

といった登録状況となっております。目標数の

確保に向けて、継続して取組を進めてまいりま

す。

次に、②の判定体制の拡充ですが、判定に必

要となる資機材の備蓄を引き続き進めるととも

に、初動体制の強化として、行政・民間の判定

士が連携して初動体制を検討し、発災時に通信

手段が利用できない場合であっても判定活動に

入れるよう体制を強化するものであります。

最後に、３の事業の効果でありますが、被災

建築物・宅地応急危険度判定の実施体制を安定

的に確保することにより、大地震後の被災建築

物・宅地の二次災害を軽減・防止し、県民の安

全の確保が図られるものと考えております。

次に、委員会資料の21ページをお開きくださ

い。

改善事業、木造建築物等地震対策加速化支援

事業について、御説明いたします。

１の事業の目的・背景でありますが、南海ト

ラフ地震の発生が懸念される中、本県の住宅の

耐震化率は目標に対して低く、さらなる取組が

必要となっております。

本事業は、旧耐震基準で建築された木造住宅

の所有者等に対して、耐震対策の支援を行うこ

とにより、大規模地震発生時における人的被害

の軽減を図るものであります。

２の事業の概要でありますが 予算額は3,985、

万5,000円で、これまで以上に積極的に耐震化

を進めていくため、昨年度から約2,000万円の

増額としております。

事業期間は、令和３年度から５年度の３年間

としております。

事業内容としましては、引き続き、アの市町

村への補助と、イの講習会を行うものであり、

アンダーラインを引いている部分が今回の改善

点となります。

下の方に事業の流れを図で表しておりますの

で、併せて御覧ください。

まず、①の住宅所有者に対するダイレクトメ

ール送付でありますが、所有者が積極的に診断

や工事を行っていただけるよう市町村が所有者

に直接働きかけるダイレクトメール等に要する

費用の一部を補助するものであります。

次に、③の耐震診断としましては、耐震診断

を行う事業者の新規の参入を促すため、補助の
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上限額を増額しております。

④のローコスト工法アドバイザー派遣であり

ますが、工事費が高額で所有者が負担し切れな

いことが改修工事の進まない要因となっており

ますので、ローコスト工法をアドバイスする専

門家を派遣し、工事費の低減を図ることとして

おります。

⑤の危険なブロック塀の除却・復旧支援で

は、国の補助制度に併せて除却後のフェンス設

置など復旧費用を対象に加え、利用者にとって

使いやすくしております。

最後に、３の事業の効果でありますが、建築

物の耐震性を確保し、危険なブロック塀を除却

することにより、大規模地震発生時の人的被害

などを防止し、多くの県民の生命や財産の保護

が図られるものと考えております。

営繕課であります。○巢山営繕課長

当課の令和３度当初予算について、御説明し

ます。

歳出予算説明資料の423ページをお開きくだ

さい。

当課の当初予算額は、２億5,373万1,000円で

あります。

以下、主なものを御説明いたします。

425ページをお開きください。

一番下の（事項）営繕管理費1,288万円であ

ります。これは、主に営繕工事に係る設計書の

作成や工事監理などの業務に関する事務経費で

ございます。

美しい宮崎○梅下美しい宮崎づくり推進室長

づくり推進室であります。

委員会資料24ページをお開きください。

議案第24号「都市公園条例の一部を改正する

条例」について、御説明いたします。

まず、１、改正の理由であります。

都市公園に公園施設以外の工作物、その他の

物件又は施設を設けて都市公園を占用しようと

するときは、公園管理者の許可を受けなければ

ならず、許可を受けた者は、都市公園条例第10

条で定める使用料を納付していただくことにな

ります。

この占用許可による使用料につきましては、

道路占用料に準じて設定しておりますことか

ら、先ほど説明のありました議案第23号、道路

占用料徴収条例の一部改正に伴いまして、都市

公園の占用許可による使用料の額の改定を行う

ものであります。

次に、２、改正の内容であります。

使用料の納付を定めた条例第10条に関する別

表第１の一部を改定するものであります。

改定例としまして、第１種電柱の場合、県が

管理します都市公園は、宮崎市と西都市にあり

ますので、それぞれ表の一番右列にある金額に

改定となります。

今回改定の対象は、米印のとおり、電柱のほ

かに電話柱や電線類、ガス会社などの地下埋設

物、工事用看板などの仮設工作物となります。

全部で45件の改定一覧表につきましては、議案

書を後ほど御覧いただければと思います。

最後に、３、施行期日は、令和３年４月１日

としております。

建築住宅課でございま○金子建築住宅課長

す。

委員会資料の22ページをお開きください。

議案第22号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」について、御説明いたしま

す。

１の改正の理由でありますが、建築物のエネ
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ルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正

により、条例において引用する法の規定に条項

ずれが生じたため、所要の改正を行うものであ

ります。

次に、２の改正の内容であります。

法の規定の条項ずれに伴いまして、それらを

、（ ） （ ）引用する条例の規定について １ 及び ２

のとおり改正するものでありまして （１）の、

第３条第１項では３か所 （２）の別表第２で、

は６か所となっております。

最後に、３の施行期日につきましては、令和

３年４月１日としております。

執行部の説明が終了しました。○武田委員長

質疑はありませんか。

都市計画課の413ページの広告景○山下委員

観の事業は監視員がいて、新たな広告に対して

の使用料を徴収されると思います。公共的なも

のと企業の皆さん方の広告というのがあると思

うのですが、規定というのはどのように決めて

おられるのですか。

この屋外広○梅下美しい宮崎づくり推進室長

告物に関しましては、県の屋外広告物条例を定

めてございまして、風致の維持、公衆の危害防

止や良好な景観形成に資するために規制を行っ

ております。

広告物の中には公共的な目的の公共広告物

と、あとは民間の方が掲出されるものがござい

まして、許認可が生じてまいります。

県内は規制地域と禁止区域の大きく２つに分

かれてございまして、一番規制が厳しいのは第

１種禁止区域と言いまして、自然公園の中など

。 、になります 一番規制が緩いものでいきますと

規制区域の第３種となりまして、例えば町なか

の商業区域になります。

そういった中で、一定の面積以上につきまし

ては、基本的に届出をしていただきます。公共

に関しては、届出をして許可不要になる場合も

ございますので、その広告物の大きさなどを審

査の中で判断させていただきます。

手数料はどれぐらいあるのです○山下委員

か。

収入額とし○梅下美しい宮崎づくり推進室長

まして約3,500万円程度見込んでございます。

県内全体で3,500万円の広告料が○山下委員

入るということですね。

県に入りま○梅下美しい宮崎づくり推進室長

すのがその額でございまして、あと県内には宮

崎市が独自に広告物の条例を持ってございます

ので 宮崎市を除く分が先ほど申しました3,500、

万円程度ということでございます。

以前、口蹄疫が出たときに、農業○山下委員

青年の人たちが地域おこしの中で、道路端のと

ころに口蹄疫に負けない元気な地域づくりなど

と書いたロールを出したのですよ。そうしたら

監視員の人から、これが広告になると指摘を受

けて広告料の請求が来ました。

これはおかしいだろうと。今、コロナ禍でそ

ういう地域おこしの組織の人たちがコロナに負

けないなどという、みんなが元気になれるよう

な看板を出したときに、それも広告対象になる

のでしょうか。

屋外広告物○梅下美しい宮崎づくり推進室長

の定義としまして 「常時又は一定の期間継続、

して 、次に 「屋外で 、３つ目に 「公衆に表」 、 」 、

示されるものであって 「看板、立看板、はり」、

紙、はり札、広告塔」等々に該当するものがご

ざいます。

今回委員のおっしゃったのは、ロール状のも
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のに、頑張れ宮崎などと文字を掲示するという

、 、イメージだと思っていますが それについても

今申し上げた定義でいけば広告に該当すると思

われます。ただ、これは公共的じゃないのかと

いう御判断もございますので、その辺りは土木

事務所のほうで判断していくことになると思い

ます。例えば祭事事項といったものについては

許可が不要になるようなこともございますの

で、そういったものを見極めながら判断してい

くことになると思っております。

そこをしっかりと監視しとかない○山下委員

と、皆さん地域のためにやろうと思ったことが

違反だと言われてショックを受けるのです。違

反という言葉の重みなのです。

元気な宮崎づくりとか、地域の連携というの

をしっかりとやっていこうとか、そういうもの

が一番大事なことです。それに対して水を差す

ようなことがあってはいけないと思うのです。

ロールだって、ずっとそこに置いておくわけ

ではなく、１年以内には牛の餌として全部食わ

していくわけです。だから、そこまでクレーム

をつけるようなこの広告の条例というのが私は

おかしいなと思って、そのとき申し入れをしま

したが、そのときもスムーズにはいかないので

す。これは広告だとか、国道から何メーター以

内にあるから、その定義づけの中で広告料をも

らいますとか意味不明なことだけで議論してい

て。これは地域おこしであり、何も利益のない

農協の青年部の人たちが自らボランティアで

やってくれているのに、それを違反行為だとか

いうことを、しっかりと見直しをしていただい

て、積極的な応援をするような形でやっていか

ないと。

例えば、広告収入があるんだったら、逆にこ

ういうことは皆さん協力して作ってくださいと

か、そういったことでやってもいいのかなと。

その辺の問題整理をしていかないといけないと

思います。

広告物は景○梅下美しい宮崎づくり推進室長

観に対して非常にインパクトが大きいものだと

考えています。道路でいきますと、例えば交差

点付近に大きい奇抜なものが掲出されますと、

そちらに注意が向いてしまって交通安全上に支

障が生じるということで、禁止地域や禁止物件

を定めてございます。

そういう中で、適用除外については、ある程

度柔軟にできるのではないかとおっしゃってい

ただいたと思っています。

確認しましたところ、適用除外の物件や許可

不要で表示できるものもございます。例えば公

益上必要な施設に掲出する奉仕広告物、管理用

、 、広告物 あとは表示期間１か月以内の冠婚葬祭

祭礼の一時的な広告物といったものがございま

す。先ほどのロール状のものですと、１か月程

度であれば許可不要で掲出できます。

しかしながら、そういったやり取りがなされ

たということでございますので、屋外広告物の

監視員さんと十分に認識の共有化を図りなが

ら、適切な屋外広告物行政に努めてまいりたい

と思っております。

難しいことは僕らが判断できるわ○山下委員

けでもないから、そのことはいいんですが、例

えば交差点の見通しの悪いところは厳しくやら

ないといけません。

私が言わんとしているところは、地域おこし

の広告みたいなものは、積極的にやれる方向を

皆さんに啓蒙していくことも大事だろうと。一

つ確認したいのですが、例えば、都城市の主要



- 75 -

令和３年３月10日(水)

道路に宮崎牛や都城牛がおいしいですよといっ

た行政あたりが中心になって立てる看板を皆さ

んよく目にされますよね。都農町にもあります

よね。ああいう地域の中で出している広告物も

手数料をもらっているのでしょうか。基準を教

えてください。

国や都道府○梅下美しい宮崎づくり推進室長

県、市町村が法令や政策などに基づいて表示す

る広告物は、公共広告物という取扱いになりま

して、許可申請手続、いわゆる手数料は不要で

ございますが、土木事務所と協議をしていただ

くということになってございます。

実質手数料はかからないという理○山下委員

解でいいですか。

手数料は不○梅下美しい宮崎づくり推進室長

要です。

もう一つ確認で、例えばシートベ○山下委員

ルトをかけましょうとか、交通安全対策でもい

ろんな標語があると思うのですが、それは手数

料はかけていないのでしょうか。

多分、交通○梅下美しい宮崎づくり推進室長

安全ののぼり旗などだろうと思いますが…

のぼり旗ではなくて、標語の看板○山下委員

です。

そちらも公○梅下美しい宮崎づくり推進室長

共広告物ということで該当すると考えておりま

す。

さっきの口蹄疫のときに頑張ろう○田口委員

宮崎みたいに書いたロールは、結局はオーケー

になったと理解していいのですか。

個別の許可○梅下美しい宮崎づくり推進室長

については土木事務所で行っておりますので、

詳細には承知しておりませんが、冠婚葬祭、祭

礼等の一時的な広告物ということで許可不要で

取り扱った事例は、私は承知しております。

同じ例が延岡でもあって、空飛ぶ○田口委員

玉ネギの会長さんがやられました。たしか口蹄

疫頑張れだった。でも、すぐに私のところに電

話が来て、すぐ外せと言われたと。こうやって

みんなに元気づけようと思ったのに、土木事務

所が来て外せと言われ、会長さんも泣く泣く外

したのですよね。各土木事務所が判断するとい

うことなのですか。

屋外広告物○梅下美しい宮崎づくり推進室長

につきましては、実務的には屋外広告物監視員

が土木事務所におりまして、許可に関する手続

は土木事務所長が行ってございます。

今お話ありました飼料ロールに口蹄疫復興に

係るエールなど、非営利的な内容を表示する場

合も規制の対象になるのかということでござい

ますが、内容が非営利、営利的にかかわらず、

表示場所や方法について規制をさせていただい

てございます。

例えば、先ほど申しましたように、交差点の

非常に見えにくいところだと困りますので、そ

ういった場所とか表示の大きさについては協議

させていただく必要があると思っております

が、許可を受ければ表示は可能であるというこ

とでございます。

また、国や地方公共団体が協議を行う場合に

は同意を受けることで表示が可能ですので、そ

の場合には手数料も不要だということでござい

ます。

県内には何か所も土木事務所があ○田口委員

りますので、ぜひ各土木事務所によってその判

断が違ったりしないようにしておいていただき

たいと思います。よろしくお願いします。

おっしゃる○梅下美しい宮崎づくり推進室長
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とおり、不整合があるといけませんので、指導

を徹底したいと思います。

まとめておきたいと思うんです○山下委員

、 。が 都城市はそのときにすったもんだしました

市も分からず県に問い合わせたら、まず第一義

、 。的に駄目で こういう書類の手続をしなさいと

田んぼの中であるのに、なぜそんな面倒くさい

ことをさせるんだろうと。あなたが今強調して

交差点だとか言うけれど、それは常識の範囲で

みんな分かるんですよ。

国道からちょっと中に入った、ばっと目立つ

ところにやらないと、みんな元気にならないわ

けです。その次の年まではみんな頑張ったけれ

ど、その後しなくなりました。

せっかく農業青年の組織の人たちが頑張っ

、 、て みんなに元気を訴えようとやっているのに

やる気をなくさせるということは、あなた方は

監視員に丸投げして、監視員の人たちが条例を

つくっていれば、これで駄目だということで突

き上げる。そしたら、それが駄目だということ

で判断してしまう。

慈善で地域が取り組んだことをどこがしっか

りと酌み取ってくれるのということをしっかり

とあなた方も条例の中で判断基準を設けておか

ないと、せっかくの仲間意識がなくなってくる

ということを申し上げておきたいと思います。

21ページの木造建築物等地震対策○外山委員

加速化支援事業ですが、この（４）のイ、事業

主体の県が木造住宅所有者にダイレクトメール

を送付して、いろんな手続を踏んで、例えばブ

ロックを例に取れば、危険であり、除去、ある

いは修復が必要であるという診断が出ます。そ

うすると、所有者が工事費を負担して、その４

分の１を補助するのですか。

ダイレクトメールで耐震○金子建築住宅課長

化の補助制度があるということをお知らせしま

す。ブロック塀でいくと、診断までいきません

けれども、外観などで判断しまして、危険があ

るということで除去に該当すれば、今回は所有

者等の方が３分の１を負担して改修を行うこと

になっています。

ということは、そのブロック塀に○外山委員

関して言えば、所有者が市町村に申し出るわけ

ですか。

そのとおりでございま○金子建築住宅課長

す。

僕は勘違いしていて、事業主体が○外山委員

市町村で補助率４分の１だったので、市町村負

担かと思ったら、強制力がないのですね。この

ダイレクトメールからアドバイザー派遣をし

て、最終的に改修あるいは撤去が必要だと診断

した場合に、所有者に対して強制力はないので

すか。

これは所有者の方の判断○金子建築住宅課長

になります。市町村が指定した範囲の避難路沿

いのコンクリートブロックなどで対象になった

ものについて、所有者が判断してこの事業を行

うことになります。

予算額の（２）財源の国庫から39○外山委員

万8,000円はどういうものでしょうか。

これはイの県が実施しま○金子建築住宅課長

す講習会等の費用で交付金の対象になるもので

す。

それが39万8,000円に該当するわ○外山委員

けですか。

はい。○金子建築住宅課長

今のに関連してなんですけれど○前屋敷委員

も、ブロック塀所有者の住民の方が古くて危な
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いと自ら判断して各自治体に申請をする場合

に、自治体はそのブロック塀の診断をして判断

をするということになるわけですか。

まず、市町村がその危険○金子建築住宅課長

な箇所の把握の調査を行うことになるかと思い

ます。基本的には所有者の方の判断になるかと

思いますけれども、危険性が高いものなどは、

市町村の職員の方がそういった危険性を伝え

て、事業について周知をするということになる

かと思います。

自治体がそういう箇所を特定し○前屋敷委員

て、持ち主の方に相談をされるということは、

流れとしてあると思います。いろいろなところ

にお住まいの皆さんが自らブロック塀は危ない

という判断をされた場合に、それは市町村から

指示がなければ、全額自己負担で撤去し、それ

に代わる生け垣などを建設をしなければならな

い。あくまでも自治体主導でやるという事業に

なるのですか。

ブロック塀の所有者の方○金子建築住宅課長

は、そういった危険性の判断はなかなかできな

いかと思います 細かいところを言えば ブロッ。 、

ク塀の高さが高いとか、基礎がないとか、鉄筋

が入っていないとか、そういう専門的な判断が

ありますので、やられる場合やこの事業制度を

使いたいということであれば、まず市町村の相

談窓口に相談していただくように説明していき

たいと思っております。

自治体からの指示待ちという点○前屋敷委員

では、そういうことが周知、徹底をされないと

改善が早く進まないだろうと思います。自治体

では通学路などの一定のところを特定すること

もあるのでしょうけれども、自らが危険だなと

感じた場合は、自治体に相談をし、即自治体が

調査に入るといった対応ができると、より安全

性も高まるのではないかと思うものですから、

そういう対処も必要じゃないでしょうか。

今年度までのブロック塀○金子建築住宅課長

の補助事業につきましては 小学校から半径500、

メートル以内のスクールゾーン沿いのブロック

塀が対象でした。来年度の事業からは、市町村

が指定をした道路沿いの危険なブロック塀とい

うことになりますので、もう一度市町村が判断

しまして、危険性があるブロック塀については

早急に撤去し、今回は復旧費も対象になります

ので、そういった働きかけをしていただくよう

に市町村にはお話をしていきたいと思っており

ます。

同じく建築住宅課、421ページの○山下委員

（事項）県営住宅管理費ですが、説明の中で、

県住として今2,800戸を管理をしているという

ことだったのですが、これは指定管理に出して

いるのではなかったですか。

（ 8,800戸じゃなかった」と呼ぶ者あり）「

何戸でしたか、確認が取れれば教えてくださ

い。

先ほど8,800戸と申しま○金子建築住宅課長

した。

指定管理に出しているのですか。○山下委員

421ページの（事項）県○金子建築住宅課長

営住宅管理費の説明欄の２番目に入退居管理事

業がありまして、この中で指定管理者に委託料

ということで管理をお願いしています。

指定管理で出しているのは、何と○山下委員

というところですか。

県央、県南は一般社団法○金子建築住宅課長

人宅建業協会で、県北は延岡日向宅建協同組合

といった名称です。
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今、入居率はどれぐらいですか。○山下委員

全体で約83％になりま○金子建築住宅課長

す。

指定管理は、この予算が全部行っ○山下委員

ていれば２億9,400万円です。指定管理で出し

ていて、83％ということは、入居率が低いのか

高いのか、こんなものでしょうということなの

か、どういう判断していますか。

80％が最低限の入居率と○金子建築住宅課長

思いますけれども、政策空家を入れますと、86

％ぐらいの入居率になります。後ほどその他報

告のところでも御説明しますけれど、入居率を

向上させるための取組については、引き続き

行っていかないといけないと思います。

家賃収入がいくらあるのですか。○山下委員

公営住宅使用料につきま○金子建築住宅課長

して、令和３年度の予算額は20億3,416万3,000

円を予定しております。

20億円は入ってくるわけです。入○山下委員

居の入替えのときの管理費は、入居者が入ると

きに２か月分ぐらい積立てをしますよね。これ

は一般のマンションやアパートを借りるときと

同じような条件ですか。

民間のアパートなどにつ○金子建築住宅課長

きましても、退去するときには修繕費用やクリ

ーニング代を多分取っておりますけれど、県営

住宅につきましても、退去する際に畳、ふすま

の交換などは基本的にお願いしております。

ただ、それ以外の通常の損耗程度のものにつ

いては、修繕料は取っておりません。退去され

ましたら、その後、指定管理者がクリーニング

を兼ねた退去修繕を行って、次の入居者を迎え

入れるというような段取りになっております。

家賃収入は20億円ということでし○山下委員

たよね。これは令和３年度の家賃収入の計画で

すが、令和２年度で実質いくら入ってきました

か。

ちょっとお時間を頂いて○金子建築住宅課長

お調べいたします。

ぜひ教えてほしいのは、計画に対○山下委員

して入居率が85～86％と言われたので、実際あ

、 、なたたちの収支の中で 今年が20億円だったら

去年は目標に対して100％家賃収入が回収され

ているのか。あなたたちの事業計画はどうなっ

ているのかなということを確認したいので調べ

てほしいです。

元年度の収入済額が21○金子建築住宅課長

億485万9,000円になります。徴収率につきまし

ては100％です。

間違いない数字ですね。100％と○山下委員

いうことは、あくまでも入居率に対して、あな

た方は低い収支率を見ているということの判断

だよね。100％ということは、八十何％で見て

いるということでしょう。

入居率は83％で、徴収率○金子建築住宅課長

につきましては収入予定額について滞納がな

く 全部徴収できたという意味合いのもので100、

％ということになります。

いや、私が聞いたのは、目標に対○山下委員

して、年度計画の中でこれだけ家賃収入が入り

ますよという中で、それは、今言われた入居の

中の100％ということは、滞納がなく徴収でき

ましたということでしょう。僕が聞いているの

はそうじゃなくて、何％の徴収計画で令和３年

度が20億円という家賃収入の見通しを立てたの

か、それに対して過年度でどれぐらい徴収がで

きているのかということ。

入居率につきましては、○金子建築住宅課長
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前年度の入居率を参考に収入額を定めておりま

す。すみません、もう一度申し上げます。公営

住宅の使用料につきましては、収入申告がされ

ている7,200戸分について、一月２万3,000円

の12か月ということで、徴収率は99.9％を見込

んで予算を立てております。

それから、収入申告未済分は345戸で、使用

料の単価を１万9,000円の12か月分ということ

で7,700万円を見込んでおります。

収入未済額だね。○山下委員

収入申告ができていない○金子建築住宅課長

部分ということです。

ということは、実際、収入未済額○山下委員

がそれだけあるということは、計画に対して確

実に100％家賃収入はできているという理解で

いいのですか。

入居していただいて使用○金子建築住宅課長

料が発生している部分につきましては、100％

徴収できているということです。

414ページの土地区画整理事業費○西村委員

、 、について伺いたいのですけれど これを見ると

日向市駅周辺地区ほか１地区となってますが、

今、県内で２か所しか区画整理事業はやられて

いないのでしょうか。

土地区画整理事業につき○横山都市計画課長

ましては、現在、日向市で２地区、それから延

岡市で１地区、宮崎市で１地区、計４地区でご

ざいます。区画整理の場合には、現場の仕事が

終わった後にお金の清算ということで、清算期

間が５年ほどございます。今、清算期間に入っ

ておりますのが、宮崎市の松小路地区の１か所

、 、 、で 現在 動いている現場が４か所ありまして

既に清算に入っているのが松小路地区と高岡町

の飯田という２地区でございます。

以上が区画整理の地区で、宮崎県は区画整理

の市街化区域に占める面的整備の割合が全国的

にも非常に高く、必要なところがある程度終

わってきたと考えているところでございます。

説明が分かりにくかったですけれ○西村委員

ども、日向市ほか一地区と書いていて、イメー

ジ的に２地区と思いました。そうではなくて、

実際は４地区工事をしていて、その４地区以外

に２か所事業が終わり、整理されているという

ことですかね。

この土地区画整理事業の○横山都市計画課長

（事項）のところは、各市が区画整理事業をす

る中で、その区画整理の中に県道が含まれてい

る場合には、その県道の整備の事業費も区画整

理の収入になるわけですけれども、県に代わっ

て道路の整備をしていただけるという県に一定

のメリットがあるので、市が負担する裏のお金

に対して県が一定の補助をするというものでご

ざいます。その箇所が、現在、日向市駅周辺が

１地区、それともう一か所、先ほど申し上げま

した松小路地区が１地区の計２地区ということ

でございます。

今、県全体では４か所しているけ○西村委員

れど、その４か所のうちの２地区だけ県の土地

や道路がかかっているので その負担金が2,930、

万円ということですね。

今の話の中で宮崎県は都市計画が非常に進ん

でいるとありました。確かに市町村の中でも進

んでいるところもあれば、なぜここはしなかっ

たのだろうという地区もたくさん残っていると

思います。今の時点で、各市町村から区画整理

の要望等が上がっている地区はあるのでしょう

か。

確定はしておりませんけ○横山都市計画課長
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れども、今、１地区ほどは御相談が来ていると

聞いております。

県営住宅の問題で421ページ、○前屋敷委員

県営住宅管理費のところですが、先ほど入居率

の話になって、政策空家も含めると86％の入居

率ということでしたが、県営住宅に入居したい

という方は大変多くいろいろ御相談を受けてい

ます。

御自分の希望される地域でないとか、そうい

うことで折り合いがつかずに断念される方もい

らっしゃるのでしょうけれども、それにしても

かなり入居率が高いとは私は思いません。もっ

と入居していただいていいのじゃないかと思い

ます。

それと、以前もここでお話したかと思うので

すけれども、県営住宅で空き家がかなり目立つ

というのを地域の住民の皆さん方も把握をされ

ておられて、どうして入居されないのだろうか

とか、また希望している方がどうしてあそこに

入れないのだろうかというようなお声や御相談

を聞きます。

ですから、その辺が県民の皆さんにしっかり

と理解をされていかないと、意図的に入れない

のではないかと疑心暗鬼になったりします。県

営住宅の入居を切望しておられる方は非常に多

いということも県としてしっかり認識をして対

処していただきたいと思います。

今後、政策空家などで新たな建て替えの計画

などがどの程度あるのか教えてください。

県営住宅の入居につきま○金子建築住宅課長

しては、平成23年や24年ぐらいには、応募倍率

が６倍や７倍と高い状況にありましたけれど

も、昨年度は1.8倍ぐらいと低くなっておりま

す。

ただし、立地もあるとは思いますけれども、

１階やエレベーターがついているところを希望

される高齢者といった住宅確保に配慮が必要な

方は、希望の団地にはなかなか入れないという

状態があるかと思います。

県営住宅の建て替えの計画につきまして、来

年度は宮崎市の出来島団地の設計を行うことに

はなっておりますけれども、それ以降の建て替

え計画につきましては、まだ検討中であります

ので、老朽化した住宅の建て替えを計画的に進

めたいというふうには考えております。来年度

公営住宅の長寿命化計画の見直しなども控えて

おりますので、その中で検討してまいりたいと

考えております。

高齢化が進む中で、お独り暮ら○前屋敷委員

しの高齢者の方はどんどん増えております。そ

ういう方は、公営住宅にとりわけ安価な家賃で

入れるということもあって、入居を希望されて

いる方が多いです。建て替えのときの対処も必

要なんですけれども、通常でも１階部分である

とか、せめて２階ぐらいまでをそういう独り暮

らしの方の住まいに充てられるような政策など

も県としてしっかり持っていただきたいと思い

ます。また、若者の入居ということも今求めら

れているんじゃないかな。独り暮らしで入居の

希望も出ていたりするのですけれども、その辺

の住宅政策はどのような考えを持っていらっ

しゃいますか。

今のところ公営住宅の入○金子建築住宅課長

居につきましては、同居親族があるというとこ

ろで考えております。高齢単身の方の入居につ

いては、広さが２ＤＫよりも狭いぐらいのとこ

ろで、少々広い住戸でもできるだけ入れるよう

に範囲は広げておりますし、２階、３階でも住
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んでいただけるようにエレベーターを後づけで

設置するといった対応をしております。

ただし、若者の単身になりますと、まだ検討

が必要なのではないかと考えております。

そして、エレベーターの件なの○前屋敷委員

ですけれども、古いところはエレベーターがつ

。 、いていないんです 今言われたように外づけで

建物の外にエレベーターをつけるという工作が

今よその県では割と進んでいる話も聞くので、

そういう対応も必要ではないかと思いますの

で、ぜひそういった計画も進めてほしいと思い

ます。

それと、422ページの公共優良賃貸住宅、高

齢者向け優良賃貸住宅の供給ですが、これは住

宅公社に関わるところなのですか。どういう中

身になるものか御説明ください。

422ページの中ほどの 事○金子建築住宅課長 （

項）公共優良賃貸住宅供給促進費のところの高

齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業になるかと

思います。これは民間が高齢者向けに整備した

アパートに家賃補助を行っておりまして、例え

ば都城市や延岡市に４団地、94戸の家賃補助を

行っているところでございます。

申し訳ありませんが、私もそう○前屋敷委員

いう制度があるのはあまり存じ上げていません

でした。民間の住宅に入居される高齢者の方に

対しての家賃補助というのは、直接県に申請を

するわけですか。それともそこの不動産あたり

が申請をしてくださるという形で入居が可能に

なるということでしょうか。

この高齢者向け優良賃貸○金子建築住宅課長

住宅につきましては、平成13年に高齢者の居住

の安定確保に関する法律におきまして規定され

たもので、良質な居住環境を備えた高齢者向け

の賃貸住宅を供給する民間の事業主体に、例え

ば供用部分の整備費や家賃の低廉化につながる

補助をするということです。これは民間の事業

者が入居募集して、そういった方が入った住戸

について家賃補助を行っていくという制度に

なっております。

94戸補助をされていると言われ○前屋敷委員

ましたけれども、どの程度の補助になるのです

か。

資料が手元にありません○金子建築住宅課長

ので調べてまた回答します。

ほかにありませんでしょうか。○武田委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

次に、その他報告事項に関する○武田委員長

説明を求めます。

委員会資料の30ページを○金子建築住宅課長

お開きください。

県営住宅の空き住戸を活用した地域活性化事

業の実施について、御報告いたします。

まず、１の概要でありますが、近年、県営住

宅におきまして空き住戸の増加が進行してお

り、特に大規模団地では、地域の活力低下が懸

念されている状況にございます。

これらの課題に対応するため、国の地域再生

計画の認定を昨年度末に受け、県営住宅を目的

外使用して地域コミュニティの活性化に取り組

む団体を募集し、その事業者を決定したところ

でございます。

次に、２の事業内容でありますけれども、事

、 、業者は 特定非営利活動法人ささえ愛生目台で

事業期間は、令和３年４月１日から令和５年３

月31日までとなっております。

実施場所は、宮崎市の生目台３団地としてお

ります。
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なお、当事業の拠点として、使用する住戸に

つきましては、生目台東団地の１戸で準備を進

めているところでございます。

次に、実施する活動内容でございますが、①

から③に記載のとおり、高齢者等を対象とした

ごみ分別、ごみ出し支援等の生活支援や、放課

後の子育て支援として保護者が帰宅するまでの

居場所の提供のほか、高齢者と子供の居場所づ

くりとして、少人数で食事等が行える交流の場

の提供などを行うこととしております。

３の事業の効果でありますけれども、地域コ

ミュニティの活性化を図ることができるととも

に、入居者や地域の方々が安心して暮らせる魅

力ある住宅団地づくりにつながるものと考えて

おります。

執行部の説明が終了しました。○武田委員長

質疑はありませんか。

関連ですけれども、去年７月○坂本副委員長

の人吉の豪雨災害のときに、避難者の受入れで

県内の県営住宅の空き部屋を活用してというこ

とでした。県の取組に対して私の回りでは大変

好評で、他県からもすばらしいという声をたく

さん頂きました。

それで、実際そのときに避難所として使われ

た実績がどれぐらいあったのかを教えていただ

けないでしょうか。

昨年の７月豪雨災害のと○金子建築住宅課長

きに、被災者の方を目的外使用として受け入れ

るという取り扱いをしまして、熊本県の１世帯

がえびの市の京町団地に入居されまして、現在

は退去されています。

実際に使われた方は少なかっ○坂本副委員長

たかもしれないのですが、そういう使い方とい

うのはすばらしいと思って、私も注視しており

ました。

それで、今後こういう災害時の活用の仕方と

いうのは、例えば県内での災害についても同じ

ように扱われていくのか、今後の予定について

教えてください。

災害被災者の方の目的外○金子建築住宅課長

使用につきましては、県内の方でもその都度受

け入れるようにしております。 例えば火災に※

遭って住むところがない方も目的外使用で入居

していただくことになります。

そのほかにも犯罪被害者の方々にも目的外使

用ということで入居していただいておりますの

で、極力、国の通知等に従いまして目的外使用

として受け入れたいと思います。

今回のこの地域活性化事業につきましては、

国交省ではなくて内閣府の計画認定を受けて、

コミュニティの活性化を目的とした受入れに取

り組んだということでございます。

この地域活性化事業につきまして○日髙委員

は、１か月募集をされたわけですが、このささ

え愛生目台以外には申込みはなかったのです

か。

１事業者のみの応募でご○金子建築住宅課長

ざいました。

これは２年間ということですが、○日髙委員

使用料はどのようになるのでしょうか。

１戸当たり２万1,000円○金子建築住宅課長

程度になります。

それはこの事業だから、条例上の○日髙委員

規定の金額を少し特別にするとか、そういうこ

とではなくてですか。

公営住宅使用料の一番安○金子建築住宅課長

い区分の金額で設定しております。

※83ページに訂正発言あり

令和３年３月10日(水)
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取りあえず生目台東団地が拠点と○日髙委員

いうことですが、この募集は全県下にかけられ

たのですか、それとも地域を限定されたのです

か。

これはホームページなど○金子建築住宅課長

で募集しております。

ホームページということになる○日髙委員

と、見る人は見るけれど、見ない人はなかなか

見ないので、啓発の方法はまた考えていただき

たいと思います。

県営住宅についても、空き家は当然どんどん

増えるばかりだと思います。特に、市町村は県

営よりもっとひどいはずです。市町村について

は、それを修繕するとか、バリアフリーにする

とか、エレベーターをつけるとか、そういった

余力はないので、ぜひ県営住宅はしっかり頑

張っていただきたいと思っています。

重複しますが、先ほど使用料の徴収率は100

％と言われましたが、これは令和２年のこのコ

ロナの関係があっても、今のところの徴収率と

いうのは100％ですか。

それと、併せてコロナ禍において免除申請と

か、徴収猶予の関係とか、そういう申請があっ

たのかどうか、分かる範囲でお願いします。

家賃の徴収率につきまし○金子建築住宅課長

ては、今年度はまだ確定しておりませんけれど

、 。も 昨年度は100％ということでございました

指定管理者のほうに委託しておりますけれど

も、例年99.何％というような高い徴収率は上

げているところでございます。

コロナ関係で、家賃の減免などを行っている

件数でありますけれども、２月28日時点で、県

央で28件、県北７件の35件相談を受けておりま

して、減免申請が20件出ておりまして、20件許

可しております。

日髙委員、報告事項に関する以○武田委員長

外の質疑でしたら、後でお願いをしたいと思い

ます。関連の質問でしたら。

報告事項の件につきましては、ホ○日髙委員

ームページということだったと思うのですが、

今後はもっと活用が増えてくると思います。ぜ

ひ啓発の方法をいろいろ考えていただきたいと

思っています。

公営住宅、市町村住宅、○金子建築住宅課長

県営住宅につきましても、来年度に住生活基本

計画を見直しまして、高齢化社会の中でどれく

らいの公営住宅数が適当かということを検討し

まして、それぞれの役割の下、供給計画を立て

ていきたいと思っております。

それから、１件訂正であります。先ほど「火

災」につきましても、目的外使用で受け入れら

れると言いましたけれども、火災の場合は条件

、 。がありまして 大規模な火災ぐらいになります

ただ、そういったことは可能であるということ

でございます。

ＮＰＯの事業になるのですけれ○前屋敷委員

、 、ども 実施場所が３団地上げられておりますが

それぞれの団地にそういう場所を設けて、その

中で、東団地を拠点にするという活動になるわ

けですか。

この事業者さんは、これ○金子建築住宅課長

までその団地で訪問介護の事業などを行ってお

りまして、その事務局が生目台の中にある関係

で、そこに一番近い生目台東団地の１戸を使い

たいという計画を立てております。３団地の中

の１室は使えるということですけれども、今は

生目台東の１戸だけ使用できることになってお

ります。
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では、このささえ愛生目台とい○前屋敷委員

う法人の方が３団地をそれぞれ１戸ずつ利用す

るということも可能になるということですか。

可能でございます。○金子建築住宅課長

ほかに関連で質疑はあります○武田委員長

か。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、 、○武田委員長 それでは 以上で 都市計画課

建築住宅課、営繕課の審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後２時33分休憩

午後２時35分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

各課の説明及び質疑が全て終了しましたの

で、これより総括質疑を行います。

県土整備部全般について、質疑はありません

か。

この令和３年度の当初予算の概要○日髙委員

というのがありますが、それとこの資料の関係

ですがよろしいですか。

これは質問じゃないのですけれども、数字の

記載の仕方で以前から気になっていたところが

あるものですから、県土整備部がどうのこうの

ということではありません。

昨日の商工関係も同じようなパターンだった

のですが、例えば皆さん、今日の予算の概要の

説明書をお持ちだと思うのですが、これの８ペ

ージ、９ページがありますけれども、数字の記

載の仕方です。予算と直接関係はないところで

細かいことを言って申し訳ないのですが、この

概要については、８ページの一番下、合計の一

番右側2.1％という伸び率になっています。こ

れは2.1という数字の書き方ですね。

あと県土整備部、今日頂いているこっちの資

料は１ページの一番下109.4％という数字に

なっております。財政のこの予算の概要様式で

いけば、これは9.4％という記載の仕方になる

のかなと。

それから、この109.4の一番上の欄から２番

目の三角の33億というところがありますが、こ

こに三角がついたら、普通は下のパーセンテー

ジのところにも三角がついていくのかなという

感じで財政のこの資料をまとめてあります。

総務政策と厚生は、この財政と同じような数

字の書き方でされております。あと商工建設と

環境農林は、こちらの県土整備部や商工と同じ

ような形になっております。

だから、どうということではないのですが、

数字の取り方ですので、錯誤がないように、で

きたら統一をしたほうがよいのではないかと、

私は以前から思っていました。そこ辺は議会の

それぞれの部署の担当で、話合いをしてもらっ

たほうがいいかなと思って、意見を提案させて

いただきました。

元財政課長の○吉村県土整備部次長（総括）

立場で申し上げますと、確かに委員御指摘のと

おり、表現はそろっていたほうが委員の皆様に

も分かりやすいかと思います。議会からの申し

入れがなくとも、執行部側で関係部局、相談し

た上でベストな表現方法等を次回に向けてしっ

かり検討をさせていただきたいと思います。

先ほど最終予算の説明の○金子建築住宅課長

中で、前屋敷委員から質問いただき、保留して

いました件です。

422ページの（事項）公共優良賃貸住宅供給

促進費の中の高齢者向け優良賃貸住宅供給促進

事業の2,032万8,000円でありますけれども、こ
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れは補助率ではなく、民間の家賃と公営住宅の

家賃の差額を上限２万円まで補助するという事

業になっております。

先ほど質問したことで、聞き漏ら○田口委員

しがありました。港の高潮対策のところで、県

の負担が２億2,200万円、昨年は５億2,966

万6,000円負担していますが、これは排水対策

ということでしたが、実際事業全体の中のどれ

ぐらいを県が負担しているのでしょうか。

負担率と○大浦空港・ポートセールス対策監

いうことでいきますと、現時点では24％になり

ます。もともと空港法で国が３分の２、県が３

分の１の負担なのですけれども、それに対して

後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負

担割合の特例に関する法律で、国の負担が引き

上げられることになっております。それは県の

財政力指数に応じるため変わる年もありますの

で、現時点は３分の１ではなく、0.24というこ

とであります。

これは何年間にわたる事業なので○田口委員

しょうか 昨年から始まっているのですか もっ。 、

と前からですか。

この事業○大浦空港・ポートセールス対策監

は、来年度予算では高潮対策等なんですけれど

も、今年の事業でいきますと、例えば地震に対

して液状化などを防ぐための地盤改良工事を

やっております。国の事業計画が年度に応じて

立てられて、計画的にやられているということ

になります。

はっきりした数字を覚えていないんですけれ

ど、これ自体の計画は、三、四年ぐらい前だっ

たかと記憶していますけれども、数年にわたっ

て事業計画が立てられて、それに即して毎年進

められているということでございます。

では、高潮が終わった後には、こ○田口委員

のままいろいろこういう対策が続くのですね。

今のとこ○大浦空港・ポートセールス対策監

ろまだ事業は続くことになっております。基本

的には防災、減災に資するということで先ほど

申しました地震対策だとか、高潮対策だとか。

それから老朽化対策ということで電源設備の交

換などはずっと継続的にやられているというこ

とでございます。

では、今後続く対策も県の負担率○田口委員

は24％と見といていいわけですか。

先ほど申○大浦空港・ポートセールス対策監

しましたように、県の財政力指数に応じて変わ

りますが、その前は0.2333という時代もありま

すし、0.24ぐらいで認識しておいていいのかな

と思っております。

先ほど私が田口委員にお答えした際に 「浸、

水」という言葉を申し上げましたけれども、直

轄事務所さんに確認したところ、浸水はしない

と。ただ、高潮で越波などはありますので、そ

ういうときに速やかに流下するために排水溝等

を来年はやると伺いましたので、訂正させてい

ただきます。

374ページの技術企画課のとこ○前屋敷委員

ろですが、上から２行目に（事項）公共事業総

合情報システム及び云々とありますが、これは

昨年はなく、今回800万円出てきている予算で

すが、入札システムデジタル化に関連している

のでしょうか。

この公共事業総合情報シス○境技術企画課長

テム及び土木積算システムの新ＯＳ対応業務に

対する経費ということです。このシステム自体

は、今稼働していますが、それを動かすＯＳの

サポート期限が令和５年の10月に終了するとい
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うことで、そのＯＳの更新に向けた検討を行う

という業務になってございます。

ほかに。○武田委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

その他、何かありませんか。○武田委員長

大雨災害等の議論も議案の中でも○山下委員

あったわけですが、雨水対策等で都城市も毎年

大雨災害で浸水等があって、大淀川の主流のと

ころに町部の河川が上がったときに遮断します

ので、排水をポンプで川に流す排水機場を何箇

所か造っております。しかし、それでも対応し

切れないということで、国交省と何か協議をし

ているということを昨日聞きました。実際計画

が上がっているのかどうか分かりませんが、大

淀川の本流と萩原川の合流点のところに大雨が

降ったときに、雨水が一気に川に流れないよう

に一旦避難させる施設を造るような話を県は把

握しておられますか。

委員が言われた大淀川の本線○小倉河川課長

と萩原川の合流点には今、国が遊水池を計画し

。 、ております そのことだと思うのですけれども

ポンプはまた別です。

ポンプの件については、直接は聞いていない

のですけれども、数年前によその県で大雨のと

きに、川の水があふれそうなのに、上流側でど

んどんポンプ排水を行ったことによって下流で

越水して被害が大きくなったという裁判にも

なった災害がありました。大淀川流域にも数多

くのポンプがありますが、下流に負担がいかな

いように上流でうまく調整しながら、ポンプの

運営をやっていこうということを国が今進めて

おります。まだ協議の段階なのですけど、その

ことではないかなと思っております。

調整池だと思うのですよね。あそ○山下委員

こは十何ヘクタールあるのかな。今、パチンコ

屋とかあるのですが、そこも退去をさせて、水

の調整池を造るような話を聞きました。県はこ

の事業には全然関わっていないということで

しょうか。

これは直轄の事業でありまし○小倉河川課長

て、県は、直接は関わっておりません。

ほかにその他でありますか。○武田委員長

その他で、明利部長、石井次長、何かありま

したら。

○石井県土整備部次長（都市計画・建築担当）

私までこういう機会を与えていただき、誠に

恐縮です。恐らく今年度で退職をする２人とい

うことでの御指名だったかと思って、お礼も含

めてお話させていただきたいと思います。

私は、この常任委員会には課長時代も含めま

して３年間お世話になりました。我々職員にと

りまして、この常任委員会の場は、非常に身の

引き締まる思いといいますか、緊張感のある重

要な場所でありました。

私も課長時代、議員の方々に聞かれることに

ついて、できるだけ分かりやすく、また簡潔に

答えられるようにということで、高校時代以来

になると思いますけれども、図書館に通って勉

強したりもいたしました。

そういった意味では、この常任委員会の場は

日々の仕事の成果を発表する場ということでも

ございまして、そのために課題や懸案に対して

日々努力することが非常に重要でございまし

た。

今回、私たちが退職いたしましても、私の後

ろや、それから周囲にいる優秀な彼らは、これ

までの私たちの意思や思いを引き継いで、必ず

や県民の期待に応える立派な県土整備部にして
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くれるはずですので、今後とも県土整備部をど

うぞよろしくお願いいたします。常任委員会の

皆様には、本当にお世話になりました。ありが

とうございました （拍手）。

発言の機会を頂きまして○明利県土整備部長

ありがとうございます。私からも一言お礼を申

し上げます。

今年度の県土整備部の一番の懸案は、国土強

靭化の緊急３か年の延長を何としてでも現実化

するということでした。コロナ禍で要望活動等

がなかなかできない中、県議会におかれまして

は、意見書を提出していただきまして、数少な

い要望の機会に、丸山議長自らその意見書を

持って、私どもと一緒に財務省、国土交通省に

要望に行っていただきました。

おかげで５か年加速化対策という形で、この

国土強靭化の予算を延長、拡充することができ

ました。これは本当に、常に後押しをしていた

だきました商工建設常任委員会の皆様をはじ

め、関係者の皆様のおかげだと、本当に心から

お礼を申し上げます。ありがとうございます。

それから、もう一つの課題としましては、冒

頭御報告をいたしましたけれども、高速道路の

新規事業化でございます。中央自動車道の高千

穂 雲海橋交差点間の新規事業化、それから東―

九州自動車道の一部４車線化につきまして、こ

の最後の常任委員会で皆様に御報告できたとい

うことを何よりもうれしく思っております。こ

れも皆様の日頃の御支援のたまものと心から感

謝を申し上げます。

このほか県土整備部では、非常に工程管理、

安全管理の厳しい中、予定どおりにあのような

立派な宮崎駅西口広場を完成いたしましたし、

紆余曲折ありました運動公園の避難施設につき

ましても、今、順調に整備が進んでおります。

今後は、これらをうまく活用して、いざとい

うときに県民の安全・安心につながる、それか

ら中心市街地等の活性化につなげる、これがま

た課題になろうかと思います。

私は、今年度いっぱいで退職いたしますが、

先ほど石井次長も言いましたように、ここにお

ります優秀な職員、それから出先の事務所の職

員も含めまして、これから県土整備部一丸とな

りまして、県土整備行政を推進してまいります

ので、引き続き御支援、御指導のほどよろしく

お願いいたします。まことに１年間お世話にな

りました。ありがとうございます （拍手）。

ありがとうございました。○武田委員長

それでは、以上をもって県土整備部を終了い

たします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時55分休憩

午後２時57分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

採決についてですが、委員会日程の最終日に

行うことになっておりますので、12日に行いた

いと思います。開会時刻は13時10分としたいの

ですが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○武田委員長

します。

その他、何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上で本日の委員会を終了いた○武田委員長

します。お疲れさまでした。

午後２時58分散会
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午後１時６分再開

出席委員（８人）

武 田 浩 一委 員 長

坂 本 康 郎副 委 員 長

外 山 衛委 員

山 下 博 三委 員

西 村 賢委 員

日 髙 利 夫委 員

田 口 雄 二委 員

前屋敷 恵 美委 員

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者（なし）

事務局職員出席者

井 尻 隆 太議 事 課 主 査

増 本 雄 一議 事 課 主 査

委員会を再開いたします。○武田委員長

、 、 、まず 議案の採決を行いますが 採決の前に

各議案につきまして、賛否も含め御意見をお願

いいたします。

御意見というほどではありませ○前屋敷委員

んが、反対する議案がありますので、分けてし

ていただきたい。具体的に言いますと第１号、

ほかは賛成です。

第１号、分かりました。○武田委員長

ほかに御意見はないですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、採決に移ります。○武田委員長

採決につきましては、賛否が分かれておりま

すので、まず、議案第１号について採決を行い

ます。議案第１号について、原案のとおり可決

することに賛成の方の挙手をお願いします。

〔賛成者挙手〕

挙手多数によって、第１号議案○武田委員長

については、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。

次に、第９号から第11号、第13号、第14号、

第22号から第24号、第34号から第38号及び第39

号の各号議案について一括で採決いたします。

各号議案につきましては、原案のとおり可決す

ることに御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○武田委員長 御異議なしと認めます よって

各号議案につきましては、原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。

次に、請願の取扱いについてであります。

請願第３号、労働者に対する支援の抜本的拡

充を求める請願についてでありますが、この請

、 。願の取扱いも含め 御意見をお願いいたします

前回から継続になっている案件○前屋敷委員

ですけれども、やっぱり今のコロナ禍の中の状

況からいっても、今議会で採択をしていただき

たいと思います。

ほかにありませんか。○武田委員長

継続でお願いします。○西村委員

それでは、お諮りいたします。○武田委員長

請願第３号を継続審査とすることに賛成の方の

挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、請願第３号○武田委員長

は継続審査とすることに決定いたしました。

、 （ ） 。次に 委員長報告 案 についてであります

令和３年３月12日(金)
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委員長報告の項目及び内容について御意見をお

伺いいたします。

暫時休憩いたします。

午後１時８分休憩

午後１時10分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくことで御異議ありませ

んか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○武田委員長

す。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りいた

します。商工観光振興対策及び土木行政の推進

に係る調査については継続調査といたしたいと

思いますが、御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ありませんので、この旨○武田委員長

議長に申し出ることといたします。

ほかに何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上で委員会を終了いたしま○武田委員長

す。委員の皆様、お疲れさまでした。

午後１時10分閉会
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